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序章 序論一課題 と方法

1節 有機農産物流通 の現段 階 と有機農業 の 当面 す る課題

近年 ,有機農業及 び有機農産物 とい う呼称 が定着 し,通常 の商 品 として購 入で きる機会

が増加 した .有機農産物の生産 と流通 を以前 か ら担 って きた人々やその消 費者 に とっては,

こうした環境 の変化 には著 しい ものがあ る. 1970年代前半 ,あ る特定 の消費者が有機

農産物 を求 め るよ うにな りつつ あ った 当時 において ,有機農 産物 は需要が限定 されて いた

だけでな く,その属性判定 が困難であ ったために ,取 り引 きを引 き受 け る制 度的な機 関が

存在せず ,産直 と共 同購入 を折 衷 した形 で流通 していた .需要が顕在化 し,増加 して きた

現在で もこの有機農産物の流通 には, ｢産消提携 ｣ と呼ばれ る会 員制 の消費者 団体 と特定

の生産者 との直接取 り引 きによ るものがかな りの割合 を占めて い る.

しか し, 1980年代後 半か ら有機 農産物 の需要が顕在化 し,生産側 の供 給意欲 も増加

してい くとともに様 々な形 で有機 農産物が流通 す るにつれて ,商 品 としての解釈 にば らつ

きが見 られ ,信頼性 が低下 し始 め るようにな った .こう した混乱 を避 け るた めに有機農産

物 の基準 を求め る声が大 き くな り, 1993年 にはガイ ドライ ンとい う強制 力 を持 たない

形 ではあ るが ,農水省 による基 準が策定 され るまで になった 日.現在 は この基準が有効 に

機能 してい くか どうか を検証 す る過程 にあ る とい って よい .

このガイ ドライ ン策定 まで には様 々な議論 があ り, 日本有機 農業研 究会 ,及びその参加

者 にはガイ ドライ ンの策定 その ものに反対 す る声 も多 い 2).有機農産物 ,及 び有機 農業 に

ついては様 々な解釈 が存在 し,市場 にお け る混乱 の一因 ともな った .これは ,有機 農産物

とい う商 品 自体 が , ｢～使 用｣ とい うポジテ ィブな ものではな く, ｢農薬 ･化学肥料 未使

用｣ とい うネガテ ィブなニ ュア ンスをもつ生産方法 によって存在 して い るこ とに よる.

この有機農産物等特別表示 ガイ ドライ ンで は, ｢有機農産物 ｣ ｢転換期 間 中有機農産物｣

｢無化学肥料栽 培農産物｣ ｢無農薬栽培農 産物｣ ｢減農薬栽培農産物 ｣ ｢減化学肥料栽培

農産物｣ という 6種類 の表示が認 め られ るだ けでな く,有機 よ りも無農薬 の方が安全性が

高 い とい う印象 を与 え るとい う指摘 もあ るよ うに,ネー ミング上 の問題 も残 る.

こう した定義 上の混乱を解 決 す るためには ,まず ,有機農 産物 の在 り方 を規定 す る需要

の内実 と,それ に適合 した生産 方法 を今 一度確認 す るとい う基本的作業 を避 けて通 ること

はで きない.また ,この有機農 産物 とい う呼称 の示す内容が確定 した後 には ,さ らに実証

的な作業 が必要 とな る.それは , ｢産消提携 ｣に代表 され る有機農産物 に適合 す る流通形

態 の在 り方の発 見であ る.



近年 まで,いわゆ る主婦層が支 えて きた共 同購入運動は,社会的な就労構 造の変化 によ

って,従来の様 な参加方法 を採 用することが困難 となってい る.あわせて,現在実践 され

ている産消提携 の方式が,概 ね生産優位 (供給 ･購入 を作物 の状態にあわせ る)に運営 さ

れてい ることもあって,新規の消費者が産消提携 団体 に参加 しに くい状況が現れている.

有機農業の存続 のためには,既 存の団体がその運営方法を改革 してい くか,流通 を担 う新

たな形態が必要 となってい る.いずれ どういった主体が流通 を担 うに しろ,有機農産物に

適合す るだけでな く現在の消費形態にも適合的な流通 システ ムが構想 されなければな らな

い.有機農産物市場 は未だ現実 のもの として その形 を明確 に してはいないのであ る.

2節 課題 と方法

(1)課題 を巡 る状況

有機農業が,日本の農業 にお ける特殊事例 ではな く,本来 の農業の機能 を保持 し,実現

するための一方法 3)として認知 を受けつつあ る今 日,まず,有機農業の機能 と存続可能性

を明確 に示すことが重要な課題 である.以上 の問題意識に基 づ き,本論では従来の研究に

現れることが少なか った有機農産物の流通を担 う産消提携の運営方法 とその参加主体 を分

析することによって ,有機農業運動の展開 と多様化の過程 を理論的 ･実証的 に明 らかに し,

今後の有機農業運動の展望 を示 すことを課題 とす る.

有機農業は,日本においては有機農業運動 として展開 して きた4).ここに まずその一つ

の特質を求めることがで きる.有機農業運動 とは,消費者 と生産者を有機農産物の取 り引

きを介 して結びつけ,その生産者 と消費者の提携 によって ,有機農業 とい う社会的に必要

な括動 を支えることので きる社会環境 を形成 することを目標 とす るものであ る.有機農産

物は,ますこう した理念 を理解 す る人々によって求め られた .

この ことは,有機農産物が運動の媒介物であ るとい う理念 の理解な しには この商品に対

する需要が発生せず,安全 な食 品であ るとい う商品属性のみ を切 り取 って購 入 しようとし

ても不可能であ るとい うことを意味する. したが って ,当初 の消費者が有機農産物 を購入

するためには,単な る共同購入運動 とは異な る生産支援運動 の機能 を果たすための様 々な

義務 を課 され る提携運動に参加 す る必要があ り,また当時の社会環境 にはそれを可能 にす

る諸条件が存在 していた といえ る.

しか し,前述の就労構造の変化 に代表 され るような,消費者が運動 を理解 した としても

それへの参加 を困難 にするような社会環境 の変化が現れて きた.同時に,食 品公害や現代
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の医療 では対応 が困難 なア トピーに代表 され る難病 の急増 な どによ り,有機 農業 の社会的

意義 を理解 する以前 に,食 品や農産物 に対 して安全性 を求 め ざ るを得 ないよ うな社会的状

況 も発生 して きた .

一方 ,生産者 も しくはそれ以 上 に農業 の継 続が死 活問題 とな る山間地の行政や農協 とい

った営農推進の ための諸機 関に とっては ,有機農業 は生産 者 の営農意欲 を刺 激す る要素 を

持 ったもの として捉 え られ るよ うにな って きた.この ,生産 ･消費双方の構 造変化 によっ

て現在 の有機農 産物市場は形成 の途上 にあ り,流通形態 も多様 化 してい るのであ る.

以上の状況認識 に基 づ き,本論 においては上記の課題 を明 らか にす るため に,以 下の仮

説 を検証 す るとい う方法 を とる.究極 の課題 は,産消提携 の展開過程 を分析 す るこ とによ

って,有機農業 の存続 を可能 にす る条件 ,すなわ ち有機農産 物 を生産 し受容 す るシステム

の在 り方 を明 らか にす ることであ る.

(2)仮説 と検証方法

本論 におけ る主た る課題 は , ｢有機農業 は産消提携 によってその存続条件 を確保 してい

る｣ ことを実証 す ることにあ る.言い換 え るな らば ,産消提携 の諸機能 は ,有機農業生産

の特性 に適合 した ものであ る. また,兵庫 県の有機農業運動 団体 による産消提携 の活動は,

都市部以外 にも展 開 しつつ ,生産 と消費の地域 内結合 を実現 してい るとい う意味 にお いて,

有機農業 の実践形態 の分析対象 と して最 もふ さわ しい事例 であ る.

この兵庫 県の産消提携 を分析 す るこ とによ って次 の論証 を行 う.

①生産 ･消費主体 の実態分析 に よって ,有機 農産物 の供給 と需要 の特徴 を明 らか に し,産

消提携 による有機農産物の受容機能 の理 論的根拠 を示 す.

②価格 決定 を中心 と した産消提携 の機能 分析 を行 い,産消提携 の価値発 見機能 に よって ,

有機農産物 に適合 した価格 を形成 す るこ とを示す.また,価格指標 に よ らない数量調 整機

能 を明 らかにす る.

③産消提携 の成 立形態 ･機能形 態か らみた類 型分析 を行 い ,消費構造の変化 に伴 って組織

形態や運営 方法 が変化 してい るこ とを示 し,環境適合機能 と多様 化過程 を明 らかにす る.

④産消提携 の多様化過程の分析 を行 い ,類型 変化 の メカニ ズムを明 らか にす る

以上の論証 に よって有機農産物 の生産 ･流通構 造 と有機 農業 の存続条件 が示 され る.



注1)｢有機農産物等の特別表示 ガイ ドライ ン｣1992年 11月制 定 ,1993年4月施行 .

2)足立恭 一郎 ｢有機農産物 の基準に関す る一考察 ｣ 『農総研 季報』1989,12.

3)久保 田裕子 ｢提携 を軸 に風 土に根 ざ した食 と農 を 目指 す｣ 『アジア型有機農業 のすす

め』農文協 ,1994,7.

4)足 立恭一郎 ｢産消提携 と食 品流通 ｣ 『食 品流通新 時代』 富民協会 ,農業 と経 済臨時増

刊,1989年 11月.
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第 1章 有機農業 の原理 と方法

1節 本章の 目的

有機農業 とは ,有機栽培 によ って農産物 を生産 し,消費者 に供給 す る営みであ る.また,

有機栽培 とは,有機 質 を土壌 に補 うこ とによ って生態系の循環機能 を維持 ･活用 し,土壌

の生産 力を将来 にわた って持続 可能 にす る生産活動 であ る.

言い換 えれば ,有機 農業 とは ,有機栽培 を必要 とす る生産者 と消費者の闇 を有機農産物

が循環 す ることで成立 する営み であ る. したが って ,両者 には有機栽培 の価値 を認 めてい

るとい う共通の条件 が必要であ る.生産者 に とって も消費者 に とって も,さ らには環境 に

とって も従来の栽培 方法では安全性 に問題 が あ る, とい う理解 な しには ,有機農業 も有機

農産物 とい う商 品 も成 立 しない .つ ま り,有機栽培 の価値 を認め るためには慣行栽培 の問

題点 を理解 す る必要があ るとい う点 において ,従来 か ら有機 農産物は即 日的 に存在せ ず,

有機農業運動 とい う形態の中において価値創 造がなされて きたのであ る.

ところが ,近年では一般 の市場 関係 者 にお いて も有機農産物 という商品が認知 され るほ

どに,その需要 は高 ま りを見せてい る.この要因は様 々に考 察 され るが ,一つには消費者

が毎 日摂取 す る食 品に安心 を欲 した こと,及 び営農 を継続 す る意欲のあ る生産者が持続可

能 な農業 の在 り方 を求めた こと,この両者の結接点 が有機農 産物 とい う商品 として形 を顕

わ した と言えよ う.

しか し,ここには有機農業 の普及の可能性 と同時 に ,その成 立原理 か らの帝離の危険性

が現れてい る.有機農業が ,生産活動 の持続 可能性 を求め るものではあ って も,その持続

可能性 の追及が ,個 々の農 家の経済的 な営農 の継続 を図 るために高付加価値 商品の生産 ･

販売活動 を行 う とい う認識 の下 に行われ るな らば ,それは もはや有機農業 で はない.この

評価は ,有機農業 の一般へ の普及 を否定 す るものではな く,有機農業 の成 立要件 を満た し

ていない限 りはその社会的需要 に適合 しない もの と して存在 し得 な くな るとい う危険性 を

指摘 してい るに過 ぎない.有機 農業がその実践 方法 において幅広 い選択肢 を有す るに しろ,

成 立 した背景お よびその理念 を厳密に検討 すれば ,消去法的 にそのあ るべ き姿を描 きだす

ことは可能 であ る.本章では ,実態分析 に先 立って ,広義 には以上の 2点の共通項 しか持

たず,かつ流通 ･消費 に関 しては市場 流通 と異な る独 自の形態 を とる有機 農業の全体像 を

理論的 に検討す ることを 目的 とす る.ただ し,理 論の具体像 を示 す際 には実証例 に したが

った記述 を行 う.



2節 有機農産物の原理的特性

有機農業 には様 々な源流があ り,有機農業 を実践 す る目的が欧米 と日本で は異 な ってい

ることが知 られてい る.かつて の欧米では ,畑作農業が中心 であ るがゆえに ,持続 的 な農

業生産 を行 うために有機 質肥料 の投与が必要 とされ ,そ う した実践の結果が消費者 の需要

とも合致 して有機農産物が成 立 したが 日, 日本 においては ,消 費者が安全 な農産物 とその

生産者 を求めた結果 ,その需要 に応 えて有機 農業 が成 立 した とい う経緯 があ る2) .

このため ,日本 におけ る有機 農業は 当為的行為 ではな く,禁止的行為 に よって定 義 され

て きた.つ ま り,無農薬で生産活動 を行 う農 業であ るとい う,いわば消去法的 な定義が従

来 よ りなされて きた といえ る.そのため ,その禁止条件 に応 えた実践 の具体像 は ,個 々の

生産者が独 自の方法や行為で もって示 して きた. したが って ,無農薬 ･無化 学肥料 の 2点

を遵守 しさえすれば どの様 な栽培 方法 も有機 農業 と して存在 し得 ることとな り,実際 に様

々な有機農業が現れ ,消費者 に混乱 と不信感 をもた らして きた 8).

農水省の有機 農産物等特別 表示ガイ ドライ ンによれば ,有機 栽培 とは化学合成 され た肥

料 と農薬 を使用 しない栽培 方法 を指 す .そ う した生産 方法が規定 され なけれ ばな らない理

由は,商品 として生産 され る食 品の安全性 を保持 す るためであ るが ,こう した生産方法は

同時に,環境や生産者 にも安全性 を保証 す ることにな る.ここに有機農産物 が単 な る新市

場 を形成 す る商 品 と してのみ捉 らえ られ ない根拠 が存在 す る.

欧米では ,いわゆ る有機農産物 に対す る表現 と して , ｢オーガニ ックフー ズ｣ とい う呼

称が一般 的であ り,ウール製の衣服な どとい った食 品以外 の ものにまで も ｢オー ガニ ック｣

商品が存在 す る.つ ま り,この概 念は消費者 の身体 に とっての安全性 のみ を意味 す るので

ないことが分 る.

日本市場 にお いては ,ようや く有機農産物 とい う呼称が市民権 を得 つつあ るが ,農産物

以外 の もの も含 めた意味での有機 商品 とい う呼称 が成 立す るには至 っていない.これは,

日本の消費者の安全性 に対 す る認識が個 人の身体 レベルに とどまって い るとい う,オーガ

ニ ック商品市場 としての後進性 による と思われ る.

したが って , 日本の消費者意識 が後進性 を脱 して欧米並み にな ることがあ って も,それ

に伴 う変化 は, ｢有機 ｣の概念 が他 の商品に拡大 してい くこ とであ り,有機 農産物 の商品

属性が拡 大解釈 され厳 密性 が低 下 して い くというこ とにはな らないはずであ る. ｢オーガ

ニ ック｣の呼称 の様 に,有機農 産物が有機栽 培に よって生産 され た農産物 という範噂 を越

えた製品に まで その領域が拡大 されつつあ るが ,有機 農業 も生産活動 のみ な らず ,消貧様



式の変更 も含めた有機農業運動 として展開 している.

すなわち,有機農業は有機栽培 によって生産 され る農産物 ,及びそれに対 する消費活動

を前提 とした生産活動 として ,つ ま り有機農産物 を媒介 とす る生産 と消費の経済関係 とし

て捉 え られ る. したが って ,有機農業 の全体像 を把握 するには ,有機栽培 ,有機農産物,

有機農産物需要 の特質を明確 にする必要があ る.

こうした有機農産物の特性 は次の様 に考察 され る.まず,需要が無 くて も一般野菜 とし

て供給が可能 な製品である.つ ま り,需要側 が有機農産物 と しての属性 を認めなければ商

品 として成立 しない という特殊 な製品であ る.また,先行 の調査 によると(4),消費者の

購入動機 は ,有機農産物のもつ安全性 ,食味等であ るが,こうした需要側 で求め る商品属

性 には表 1の様 な特殊性があ る.

ここでい う情報の非対称性 とは ,情報 のエ ン トロピー理論 において一般 に用い られ る概

念であ り,情報 の正確度において生産側 と消費側 に差があ ることを意味す るが,この情報

の非対称性 を排除で きない商品 を扱 うところに有機農産物の市場特性 を求め ることがで き

る.

表 1 食品の価値属性 とその意味

--ー-ー~--~~~~~~~T----～-~~~~~~~~~~~~-I-~~~~~~~~~~~---------I-~~~~---~~~~~

外観価値 l購入前に情報 の非対称性 が解消 され る

l (-購入時 に情報が与 え られ価値 を判断 す ることがで きる)

---------一一-一一十一一一一一1------------------一一一一一一-一一----一一一--------一一一-

食味 l購入後 に情報の非対称性 が解消 され る

l(-購入後 ,体験的に判断可能 )

一一一----------1------------一一------一一一一一一一------一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

安全性 ･栄養価 l購入後 も情報の非対称性 が継続 す る

t(=購入後 も判断不可能 )

__-____________⊥_________________________________-_________________H___

出処 :飯国芳明 ｢有機農産物 と情報｣高知大学論叢45号,1992,11を元に作成

注 : ()内は引用者

この有機農産物の様 に,購入後 も情報の非対称性 が継続 す る商品は他 に機能性食品等が
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あ るが ,こう した商品の消費者 は ,どの よ うな評価基準に よって購入 を継続 す るのであろ

うか.機能性食 品の様 に非継続 的 な購入では効果 を確 認 しが たい商品が ,流行や ブラ ン ド

効果によって存続 し得 るとい う日本市場 の特性 も考慮 すべ きではあ るが ,情 報の非対称性

の解消のために購 入後 も長期 の検証期 間が必要であれば,特 定 の団体 に参加 して購入 を継

続 する理 由が ここで明 らかにな る.

また ,有機農産物市場 は ,そのマーケ ッ トサ イズが 小さ く消費 と生産の無名性 が成 立 し

ないことな ど,生産活動 に直接 影響 す る要素 が多 い .これは ,その製 品 と しての定 義が原

材料や商品の効 用ではな く生産 方法 を規定 す ることによって示 されていなか ら, ｢生産は

消費に規定 され る｣側 面が表れ易 い とい う性格 を有機農産物 に与 え ることになる.

3節 有機農業 生産の原理 と実践 方法

(1)有機 農業生産 の原理

農水省 のガイ ドライ ンとい う形 で有機 農産 物の基準は策定 されたが ,全 国段階での有機

農業の栽培マニ ュアルは まだ示 されていない .つ ま り現段 階 において明確 に され た条件は,

農薬 を使 っては いけない とい う禁止条件 であ って ,農薬 を使 わ ずに作物 を育 て るためには

こうしなければ な らない とい う当為条件 では ない .有機農業 の実践 方法は ,それぞれの農

家が個 人的 に経験 を積み重ねて提示 して い くもの と して存在 してい る.

しか し,日本有機 農業研 究会 が , ｢農薬禁止農業 ｣ではな く, ｢有機農業 ｣ とい う名称

を選んだ ように ,有機農業 はあ る農業体 系 を想定 してい る.では ,その有機 農業 とは理念

的 に どの ように捉 え られ るあ ろ うか .

生態系の循環機能 を維持 しなが ら農業生産 を行 うためには ,そのサ イクル を遮断 す る投

入 を避 け,農薬 ･化学肥料 を使 用せずに作物 を病 虫害か ら守 ると同時 に ,作付体系及 びそ

の産出も 自然の生育サ イクル に したが った もの とされねばな らない.また ,化学合成 資材

を使用 しない農業生産活動 は ,栽培技術 だけに限 らず農家の生活形態 に まで影響 を及 ぼす

ことが想定 され る.さ らに ,栽 培 方法 に規定 されて収穫時期 ,出荷頻度等 に もその影響は

現れ,そ う した流通の在 り方に よって購 入形 態や消費様式 の変更 も導かれ るであ ろ う.

農業 におけ る付加価値生産 については様 々な見解 があ るが ,農業生産が土壌の生産 力を

利用す るものであ ることは前提 として よいは ずであ る.つ ま り,生産力 を形 成 す るものは

土壌の内部 ･外部環境 の在 り方であ り,その生産 力を引出す ものが人間の労働であ ると捉

え ることがで きよう.



農業生産の技術は本来的に合成装置産業 に近いものであ る.つ ま り,原材料 を投入 した

後は,合成 に必要な環境 を整 えなが ら時間的経過 を待 つ しか ない とい う類似点があ る.義

2のように,合成装置産業は ,その合成過程 を制御 し得 るわ けであ るが ,農業の装置 に当

た る圃場は,閉鎖的な環境 を持 つ装置 と異な り環境 に開放 されているとい う点に違いがあ

るに過 ぎない. しか し,この相違のために,当然 なが ら栽培技術の持 つ環境制御機能 は工

業技術 よ りも低 いもの となる.このことを認識 し,土壌の機能 を高め ることによって環境

の変化 を吸収す ることに作業の主眼を置 くのか農業本来の姿勢であろう.

また,慣行栽培では,化学肥料 ･農薬 を使用す ることで栽培過程の進行 を早めるこ とが

可能であ るが,有機栽培で用い る有機 質資材 は分解過程に時間がかか り,かつその過程 を

制御 することも難 しい.この場合 も,分解装置であ る土壌の機能 を高め ることが有効 とな

る.

表 2 有機栽培 の原理 と合成装置産業 におけ る生産 プロセス制御 とのアナ ロジー

------------I--T~~~~~~-----~~--~--~~~~~~~~~T-1~~~~~~-~~~~ー~~-~-----~~~

l環境変動への対応 tプロセス制御 の機能 ･方法

-----一一一一一一一1--千---一一1----------------I---一一一一一一----一一一一一一一一一一一-一

合成装置産業 t外部環境 変動の影響 を遮断 l 同左

I----------一一一--+---一一一一一一一----一一--I-----4-----------一一一---一一一一--I

慣行栽培 】農薬 ･資材 によって抑制 l化学肥料 ･資材を利用

一一一--------一一一十一一日ー一一一一一ー1-------------+------一一一一一一一一一-一一一一一一-一

有機栽培 t圃場の生態 安定機能 を利用 I 同左

________________⊥___________________________⊥__________________________

有機農業の生産的側 面であ る有機栽培の原理 とは,土壌 の生態的環境 を阻害す るものを

排除 し,土壌循環 に寄与す る資材 を授与す ることによって土壌 の生産力を高め るとい うも

のであ る.この場合の,前者が農薬 ･化学肥料であ り,後者が有機質肥料であ るが ,土壌

の生産力が高い ,土壌 に とって望 ま しい状態 とは次の通 りであ る.

①物理的性質 としては団粒構造であ ること

②化学的性質 として肥料成分 を多 く含む こと

③生物的性質 として有益な微生物が生息 してい ること

一方,有機 質の投与による効果 には次のものがあ る.



①物理 的性質 は有機 質の緩速 的分解 によって団粒化 され る

②化学的性質 は多様 な栄養素 を含む ことにな り,肥 沃化 され る

③生物的性質 は餌 となるものの補給 によって多様化 し,有機 質分解機能 を高め られ る

この有機栽培 による土壌 改善効果 と上記の良好 な土壌状態 の条件 を比較 すれば ,化学肥

料の使用 は,①③ の条件 を満 た さず,② を一時的 に満 たすのみであ り,農薬 の使 用は,③

を阻害す るが ,有機 質の肥料 の使 用は ,①②③ を同時 に満 たす , とい う結果が得 られ る.

したが って ,物的側 面か らのみ見れば有機栽 培の効果は高 い ものであ るといえる. しか し,

農薬 ･化学肥料 を使 用 しないためには多 くの代替的 な方法 を とる必要があ り,それ に伴 う

労働量の増加 は大 きい もの とな る.

つま り,有機 農業の場合 ,人間の労働投下 が多 くな るため ,土壌 の生産 力は高 まる反面,

農業の生産性 は低下 す る要素 を含 む こととな るのであ る.

(2)有機 栽培の原理 と有機農産物の特性

有機栽培 は農薬 ･化学肥料 を使 用 しない こ とを原則 とす る. したが って ,その栽培 方法

は ,農薬 ･化学肥料 の機能 の補 完 ,も しくは代替技術 として その特徴 を描 くことがで きる.

代替方法の原則 は 自然循環機能 の利用であ る.つ ま り,有機栽培技術 の実践 の眼 目は ,自

然の循環機能が十分 に発現 す るための条件 整備 とその機能 が及 ばない場合 の人力その他の

手段 による補完 を どの様 に行 うかにあ る.

農薬の機能及 び効 果は殺虫 ,殺菌 ,除草で あ り,これ らに よ る生産性 の向上及び除草に

関する省 力効果 は非常に高 い ものであ るが ,作業者及び作物 や土壌 に悪影響 を与 え る.ま

た,化学肥料の使用 による効果 はその即効性 と軽量 さにあ るが ,過剰 な投 与 は土壌 の劣化

をもた らし病書 を受 けやす くな る.

これに対 して ,有機 栽培 には表 3,表 4の様 な方法があ り,化学的資材 に比 して総 じて

効果が穏 やかで あ る.ただ し,農産物 の質の 向上 と環境へ の負荷軽減 には効 果が高 いが ,

生産コス トに関 しては ,機能低 下 ･コス ト増 の側 面が否めない.

この機能低下 とコス ト増 の要 因 を克服 しなが らも生産性 を低下 させ ずに栽 培 を行 うため

に,個 々の対策 だけではな く栽培 品 目 ･時期 の選定 ,圃場 の工夫 ･作業手順 の合理化等が

必要 とな る.有機農業では ,これ らを総合 した特 有の栽培 ･営農体系が構 築 され なければ

な らない.この農薬 ･化学肥料 の代替 方法 を実践事例 によって確認 しなが ら,あ るべ き有

機農業 の営農体 系 を検討す る.
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有機農業 の基 本的 な考え方 と しては ,虫害 には殺虫 ,病 害 には殺菌 ,さ らには除草のた

めには殺革 とい う対策 は とらず ,表 3の様 に ,被 害の分散 ,原 因の抑制 も しくはそれか ら

の忌避 を 目的 と した方法 を とる.

まず虫害 に対 しては ,様 々な作物 を混作 ･輪作 す ることに よって消極 的 には被害 を分散

し,積極 的 には害虫が忌避 す る作物 を育て る とい う方法が と られてい る.また,疎樋 によ

って 日光や風雨 が直接 に害虫の生息環境 に影響 す るよ うにで きる.もちろん ,害虫が視認

されれば捕獲 す るが以上の対策 によって害虫捕獲作業 は不要 になって くる.

病害対策 には作物 同士の共栄 関係 を利 用 した輪作 が有効 とされてい る.ただ し,キ ク科

や禾本科植物の土壌消毒作用 は良 く知 られて いるが ,西欧 の様 にコンパニオ ンプラ ンツと

して互 いに共栄 関係 を認知 され るような研 究成果の蓄積は まだ少な く,各生産者の個 人的

な経験則 に頼 ってい る段階であ る.また ,虫害対策 と同様 の方法は病原菌 に ももちろん有

効であ る.

除草対策 は,農薬 の機能代替 による負担 が もっ とも大 きい とされてい るが ,除草剤 に匹

敵 するような労働軽減策 は まだ現れて いない . しか し,各実践 者 においては作業 を円滑に

す る様 々な工夫が なされて い る.疎権 に よって農具の操作 が容易 にな ると同時 に通気性が

高 ま り病虫害が回避 され る.また有機 質の投 与による土壌 の肥沃化 に よって推草の根張 り

が悪 くな り,痩 せ地 に生え る根 の深い雑草は生育 しな くな る.さ らに ,耕転 によって機械

除草 した後 ,可能 な限 り直播 を避けて移植 を行 うこ とによ り雑 草 との競合 を有利 にす るこ

とがで きる.

こう した方法 を採用 す る効 果 ･影響 と して は次の ものが想定 され る.適期作 につ いては,

そのための労働投 下は不要であ るが ,作 物毎 の供給 は時期が限定 され期 間 も短 くな る.混

･間作 については ,同様 にコス ト負担 は不要 であ るが ,同一 圃場 に多数 の作 物 を栽培 す る

ことにな り,多 品 目かつ少量の供給 を しなければな らな くな る.輪作 についても同様 に,

後作の作物 を栽 培 す ることとな り,供給 品 目が複数 にな る.

つ ま り,以上 の様 な適期作 ･混作 ･輪作 といった作付の工 夫は一面では制 約 とな り,作

付 け品 目 ･収量 に影響 を及 ぼす こととな る.また ,疎植 ･移 植 ･手作業 とい った労働 内容

は労働時間の増 加 をもた らす. しか しなが ら,疎植 ･移植 は他 の作業 の省力化 を 目的 とす

るものであ り,移植 に よって除 草の頻度 が減 少 し,疎植 に よって作業性 は大幅に向上する.

したが って ,労働 内容 としては追加 とな るこ うした作業 によって もた らされ る除草時間の

短縮効果は高い ものであ る.

ll



表 3 有機 栽培 にお け る農 薬 の代 替 方法

~~~~~~~~~~~~~-T----ー~--T-I----ー~T~~~~~~--T--~---I-~~---I-~~~~~1-------~1-~~~1-

1 虫害 l 病 害 l雑 草 害 】目的

I---------1-一一一-一一+一一一---一一一十-------I-一一一一一一一一一一一一一--------------一一-一一-一

農薬 の機 能 1殺 虫 L殺 菌 r枯 死 l危 険 要 因 の排 除 ･土壌 微 生 物層 の破 壊

-｢一一-I-------+--一一一一一十一一一一一--十一一-----I--一一一一一一一一一一一一一------------I-----

有 l適期 作 l 忌 避 l 忌 避 l無効 L環 境 制御 の失 敗 に よ る危 険 を回 避 す る

機上HHHHー一十一一一一一一一+一一一一1---1----日-4---------一一一一一一一一一一一一一--I-------I

栽 t混 ･間作 l分 散抑 制 l分 散抑 制 l抑 制 I作 物 同 士の忌 避 関係 を利 用 す る

培1----------+---一一一--4-----一一一一+一一1-----トー一一一一一一一一一一HHHー一一一叩一一一一一一ーーーーー

の l輪作 l 抑 制 i 抑 制 t抑 制 l時 間 的 混作 ,同上

技工------一十一一一一一一-4-I-------ト---一一一一+-------I-------------------一一---一一一

術 E疎 植 t抑 制 壬 抑 制 l抜取 り l通 気性 を保 つ

[----------十一一一一一-+----一一日十一---一一一-4-一一-一一-一一--一一一一一---一一--一一一一一--一一---

1移植 l 忌 避 l 忌 避 l抜取 り l作 物 を雑 草 よ り早 く生育 させ る

トー一一------4----一一一一十一一一---1十-一一----+-一一-一一一一一-一一一----一一一一------I------

E手作 業 l 殺 虫 l 無効 l抜取 り l危 険 要 因 を強 制 的 に排 除 す る

巨----一一一一一1--------十一--一一---+--一一一一-;-I-----------一一一一一一一---一一一一一一一一一一一

t土壌 改 善 E抑 制 i 抑 制 L抑 制 l地 温 安定 ,分 解機能 向上 ,物理 構 造 改 善

--⊥一一一--一一一一+一一一一一一一-⊥---一一一一⊥一一一一一一一一⊥------一一一----一一一一一一一一一一一一一一---一一一

代 替 に よ る影響 l農 業 従 事 日数 増 大 ,労 働 時 間増 大 ,管理 作 業 の高度 化

_ー____________⊥ー______________-______________.__________________________.__一一___-

次 に ,化 学肥 料 を使 わ な い 方法 と して は ,

① 化 学 肥料 に替 る肥料 を 自家調 達 す る (厩肥 ,人糞 ,廃 棄植 物 ,生 ごみ 等 )

② 市販 の有機 質 資材 を購 入 す る (有機 肥 料 ,発 酵 資材 等 )

の選択肢 が あ り,両 者 を採 択 す るこ とも可能 で あ るが ,その効 果 ･影 響 と して表 4に示 す

ものが想 定 され る.
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表 4 化学肥料 の効果 と有機肥 料 によ る代替 の影響

---~~1--I----1~T-~~~---~~~~ー~~~--~~-~~~~~~~~~~-------~~-.-----~~~~~~------

化学肥料 1施肥労働軽減 ,即効性 ,肥料効果大 ,安価 ,土壌 劣化

I--I--------一一十一一一一一一一一一--一一-一一一---一一一---I------I--------一一一-一一一--一一

有機肥料 t施肥労働増 大 ,遅効性 ,肥料効 果小,調 達 コス ト増 ,土壌改善

-一一一一--一一一一一--一一十一一一一-------一一一一1------------一一一一一一一一------一一一一-一一一一一一一一一

代替 による影響 l購入費の増 加 も しくは堆 肥作成 の労働 費増加

___________-___⊥___________________________________________________-_____

この ように,化学肥料 を使用 しない栽培 方法を実践 す る結 果 ,施肥 のための労働増 が不

可避 とな り,同時 に肥料効 果の遅速化 に よる施肥時期 の早期化 ,肥料効果 の減少 によ る施

肥量増加 と調達 コス ト増 も しくは資材 の 自給 のための労働増加 をもた らす こ ととな る.

以上の ごとく,有機農業 の営農体系は ,有機質肥料 を施 す ことをその特徴 とす るだけで

な く,農薬 を使 用 しないための栽培技術 が主要な もの となってい る.また ,個 々の技術は

互いに関連 してお り,総合的 に捉 らえ られ るべ きものであ る.要約 すれば ,作付 け体 系 と

作業体系が絡み あ って有機 農業 の技術 を成 立 させてい ると言 えよう.

農薬 と化学肥料 の代替方法 とその影響 の検 討か ら導 き出され る有機農業 の実践 方法 (坐

産 と供給 の在 り方)は , 2章の表 3に示 され るように,新規 有機農業就農者 の営農 の特徴

に兄いだす ことがで きる.

4節 産消提携 運動の原理 と実践 方法

(1)有機 農産物の受容体 としての産消提携 の意義

以上の検討か らは ,有機農業 の特徴 は単 な る作業手順では な く作付 け体 系全体 に求 め ら

れ ることが分 る.また ,そ う した作付 け体 系 のなかで も,特 に多品 目周年栽 培が各実践農

家に共通 の特徴 としてみ られ る.

多品 目栽培は生産側 に とって は ,圃場 生態 系の多様 さをもた らすために必要であ ると同

時に,固定 した消費者 を持 って い る場合 は ,その需要 に応 じて周年にわた って多品 目の野

菜 を出荷 す る必要があ る.また さ らに ,その ためには多毛作 が必要であ るが ,同一品 目を

一斉に出荷 す るわ けにはいか ず ,慣行栽培 の多毛作 ほ どには 圃場利用率は上 げ られないこ

とにな る. したが って ,それ を補 う消費側 の協力が必要 とな る.産消提携 は ,そ う した看
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機農業生産に必要な受皿 として構想 されたものであ る.

有機農業の生産方法は,環境 変動の影響 を受けやす く,作物の生育適期の制約が大 きい

ため,慣行栽培の体制のままで生産 ･出荷 を行 うことは困難 であ る.この様 な栽培 圃場の

都合にあわせた生産 ･出荷体制 を可能 にす るものは,そう した条件 を理解 す る消費者の存

在である. しか も組織 され,団体 となった消 費者が望 ましい.

産消提携は,以上の特徴 を持 った生産 と消費を結合 する機能 を有す るシステムであ り,

単なる流通機能 だけを有す るものではない. また,この提携 の規模 によって有機農業の在

り方も異なることとなる.つ ま り,有機農業 の生産の在 り方 と産消提携 の在 り方は相互規

定的な関係であ ると言える.

以上の有機農業 における生産 ･供給の原理 の実践形態は ,本論の第 2章 , 3章において

詳述する.

(2)従来 の実践研究の成果

有機農業 に関す る理論的研 究は,有機農産物の流通問題 に重点が置かれて きた.足立恭

一郎 ｢有機農産物の基準に関す る一考察｣では,有機農業 と産消提携 の同時成立が強調さ

れ,古沢広祐 ｢共生社会の論理 ｣では ,生産実態の詳細 な報告 とともに,2品 目ではある

が提携価格 と市場価格が実際に比較 され ,提携 による低価格 固定方式の可能性が示 されて

いる.さ らに,桝 潟俊子他 ｢多様化す る有機農産物流通｣では ,産消提携 の全国的な多様

化の実態 と小規模化が ,野見山敏男 ｢有機農産物の流通 と産 直の条件｣では ,既成の団体

による産直展開の可能性が報告 されてい る.また ,飯国芳明 ｢有機農産物流通 と情報｣で

は,提携 による有機農産物に関す る情報 の非対称性 の解消機能が強調 され ,理論的肯定化

が試み られてい る.

しか し,総合的な研究視点は,保田茂 『日本の有機農業運動』及びその一連の関連論考

によって既 にそのフ レームは与 え られてい る.思想的源流 については,ハ ワー ド,ロディ

ルの土壌学的背景か らル ドル フ ･シュタイナーの哲学的背景 にまで言及 され ,生産問題に

ついては有機農業 による循環 システムの機能形態及びそのコス ト低減の可能性が示唆 され

ている.また,消費の問題 に関 しては消費者の意識 ･行動変化 についての考察が ,生産者

と消費者の提携 方法 に関 しては組織的結合形態 に着 目した類型化が行われて いる.

特に,その後 も重ねて強調 された論点は,産消提携が多品 目の産品を周年 にわた って取

り扱ってお り,この点が従来の産直 と異 なるとい うものであ る.本論考 も,この多品 目周
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年供給 が有機農 業 の特徴であ るとい う視 点 を継承 す るもので あ る.

今 日,思想的背景 に関す る後続 の研 究はあ ま り見 られないが ,生産の実態 に関 しては各

生産者の体験報告が蓄積 されて きただけで な くり ,各地の農 業試験場 な どの現場 に近 い研

究者か らの報告 がなされ るようにな り,同時 に流通 ･消費 に関す る報 告 も多 く現れて きた.

なかで も,有機 農業 に適合 した産消提携 とい う新 たな流通 方法 に注 目 した研 究は多 くの成

果 を蓄積 して きてい る.

(3)有機 農業運動参加者 の思想的背景

前述の ごとく,西欧 のオル タナテ ィブな農業の出発点は地 力の疲弊問題 で あ り,その解

決策 と して有機 農業が標梼 され たが , 日本の オル タナテ ィブな農業の出発点 は食 品公害で

あ り,それの回避策 は無農薬農業 であ った .

つ ま り,西欧 は生産者主導の農業であ り, 日本で無農薬農業 を求めたのは消費者であ っ

た. したが って , 日本の有機農業 は慣行農 法 に批判的 な一部 の農 家 と食 品の安全性 を求め

る消費者の運動 となった.対 して西欧では ,有機農産物の販 売業者が消費者教育 を行 うと

い う形 を と り,組織的 な運動の形 を とることは少 なか った 5)

生産者 の参入動機 か らその思想的背景 を整理 す ると,① 兼業農 家には健康 志向が多 く見

られ,② 専業農 家には慣行農業批判③新規就農者 には 自然回帰が特徴 的であ る (第 2章参

照).また ,消 費者 の参加動機 には①健康志 向②社会批判③ 自然 回帰 とい う要素が見 られ,

それぞれ疾病経験 者 ,住民運 動経験者 ,都 市生活者 に特徴 的 とな って い る8).

また,従来の研 究 において強調 され なか ったものではあ るが ,現在 の有機 農業参加者に

は生産者 ･消費者 を問わず三種 の背景が存在 す る.その一つは政治的背景 を持 ち,三 里塚

の空港反対闘争 を支 えて きた こ とに見 られ るような積極的社会派層の存在 ,二つ には現代

社会の諸矛盾 を 自然志 向に よって解決 しよう とす る消極的社会派層 ともい うべ き存在 ,最

後 に 自らの健康 問題 に熱心 な保 守的な層 .もちろん ,これ ら三つの背景 をもって参加 した

人々も提携活動 を通 じて意識 変革 を行 って い くものであ り,固定的に捉 らえ られ るもので

はないが ,有機 農業運動の今後 の展開 を考察 す る上では ,政 治的 な層 の存在 が重要 な要素

となると思われ る.

次章では ,こう した様 々な背景 を有 す る有機農業 の実践 主体 について生産 者 を中心 に検

討 することとす る.
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注 1)保 田茂 『日本の有機農業』 ダイヤモ ン ド社 ,1986.

また ,福 士他 『ヨー ロッパ の有機農業』 家 の光協会 ,1992.に よれ ば ,今 日の欧米 では,

農産物過剰問産 と農業 に よる環境破壊 の解 決策 と して有機 農業 が位 置付 け られて い る.

2)保 田,前掲 書 .

3)自然農法 ,天然農法 ,生態 系農業 ,低投 入農法等 .

4)農業経 済の領域 において ,現在 まで に現 れて きた有機農業 に関す る著作 ･論文のスタ

ンスは大 き く三つに分け るこ とが出来 る.それは ,報告 主体 が有機農業運 動に参加 す る

生産者 ,消費者 も しくは流通 関係者の立場 か らなされた もの と,運動の外部 にあ って農

業 を指導 する立場 か らなされ た場合 であ る.

ます,生産者が 自らの実践 事例 を報告 したもの として ,福 岡正信 ｢自然農法｣ ,大平

博 司 ｢有機農業 の農 園｣ ,三 里塚 ワ ンパ ック野菜 グルー プ ｢戦 う野菜 たち｣ ,星寛治

｢農 か らの発想 ｣ ,藤田平 司 ｢よみが えれ 天然農法｣ ,明峰哲 夫 ｢やぼ開拓 団 ｣ ,金子

美登 ｢生命 を守 る農場 か ら｣ ,華房良輔 ｢都会 人で も有機 農業で食 えた｣等が挙 げ られ

る.福 岡 ,藤 田氏の著書は 自 らの哲学 の実践 方法 と しての農法 に重点が置かれてい るが,

他の実践者た ちの著書は ,消 費者 との関係構築抜 きには有機農業生産 は存続 しない とい

う実証例 が多 く示 されてい る.

有機農業の意義 を理論的 に明確 に したもの と して ,室 田武 ｢原子 力の経 済学 ｣ ｢エネ

ルギー とエ ン トロピーの経済学 ｣ ｢水 土の経済学 ｣ ｢天動説 の経済学｣等 の諸著作 があ

り,エ ン トロピー理論 を経済学 に応用 しつつ有機農業の効 用 を示 してい るが ,実証事例

は少ない.対称的 に ,自 ら消 費者組織 の形成 に参画 し,その成 立経過 を記 述 した ものに

は梁瀬義亮 ｢有機農業革命｣ ,竹熊 義宜 ｢鍬 と聴 診器｣ , 白根節子 ｢小 さな食 卓か ら｣,

高松修 ｢たまご革命｣ ,弥栄 の里共 同体 ｢おれたちの屋号 はキ ョー ド-タ イ｣ ,本野一

郎 ｢有機農業 の可能性｣等が あ る.

5)カ リフォル ニア州認定有機 農業者協会 (CC0F)1993年版認定便 覧

6)2章参照
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第 2章 有機栽 培農 家の営農実態 とその特徴

1節 本章の 目的

有機農業 の生産 の実態 については ,従来 か ら実践農家が行政 的 な指導 の対象にな ってい

なか った こともあ り,各農家の経 営内容 はい うまで もな く,正確 な農家数 の把握 さえ困難

な状況であ る. また,各農家間 には営農規模 や技術水 準にお いて も大 きな格差があ り,こ

う したこ とか ら有機農業 の経 営的 な特徴 を明 らか にす るには多 くの困難が ともな う日. し

か し,有機農業 は ,本来の農業 が現在 の市場 システムに適合 しない部分で成 立 した もので

あ り,市場指 向的性格 を持 つ慣 行農業 とは栽 培技術 だけで な く営農 主体 や流 通 システ ムに

おいて も異 なった特徴 を示 して い る.

た とえば ,営農 主体 の特徴 と して ,後継者 問題 は有機栽培農 家 において も同様 に存在 す

るが,有機農業 の実践 主体 には農家出身の後継者だけでな く非農家か らの新規就農者が 目

立 ってい る.特 に,40才台以 下の有機農業実践農家は非農 家か らの参 入者 が多 い .兵庫

県有機農業研究会 の参加農家数 は 171(91年現在 ) ,有機農研 未参加 者 も含 めて県内の新

規就農者 は28人 (同年 ) と 6分 の-近 くを占め る.

また,有機農業 は無農薬栽培 のための技術 とその実践 によって成立す るが ,経 営 を安定

化 し肥料材料 を 自給 す るためには有畜複合 が原則 であ るとされてい る. したが って ,生産

側 か らの有機農 業の継続は こう した主体条件 の充足 によって もた らされ るは ずであ り,そ

れは慣行農業か らの転換農家 に有利であ るこ とが想定 され る. しか しなが ら,実際 に有畜

複合 を行 ってい る農家はか えって新規就農者 の方に多 く見 られ ,また新規就農者は就農の

阻害要因 として ,技術 の修得や 土地の取得 よ りも消費者獲得 の困難 を挙 げ,中途離農 者 も

有機農業か らの離脱要因 と して ,消費者 との提携 関係 の継続 の失敗 を挙 げて い る.この こ

とは ,有機農業 の継続要因が農 家の主体的条件か らのみ求 め られ るものではない こ とを示

してい る.

有機農業 の実践 には従来 か らの発想 の全 面的 な転換 を必要 とす る局 面が少 な くないが ,

慣行農業か らの転換農家には高齢者が多 く,都市消費者 との意志疎通 にも時 間がかか る.

また従来か らの営農作 目とその設備 を廃棄で きない事情 もあ る.新規 就農 者 はそ う した従

来の制約条件 に とらわれ ることな く,原則 を尊重 した有機農業 の実践 を試みてお り,有機

農業の特性 を描 き出すための対象 として も適 当であ ると考 え られ る.

以上の こ とか ら,新規就農 者 の営農 を可能 に してい る要因 を考察す ることによって有機

農業の継続条件 を求 め るこ とが可能であ ると考 え られ るが ,従来 の農業 か ら有機農業へ転
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換 した農 家 と新規有機農業就農 者 との差異 を求め るにあた っては ,意欲 ,資 質 ,技術水準,

資本装備等の検 討項 目が考 え られ る.そのなかで も新規就農 者 に不足 す ると思われ るもの

は栽培及び営農技術 の習得水準であろ う.本稿 では特 に,兵庫 県下で有機農業 を営 む新規

参入就農者 を中心に ,まずその営農実態 を明 らか に し,有機 農業 の技術的 な特徴及 び経営

的特性 を確認 した上で ,それ らを実践 し継続 を可能 と して い る要因 としての消費者 との提

携 の意義 を明 らか にす る.

2節 新規就農者 の営農実態

(1)対象農家 とその営農形態

過去 20年間 におけ る新規就農 者の事例 を表 1に示 す.一般 には,非農 家 の新規就農は

非常に困難であ り,全 国農業会議所 に よる就農斡旋事業 も 1987年か ら始 め られたばか

りであ るが ,県下 において農業 に新規参 入 し,かつ有機農業 に取 り組 んだ農 業者は過 去約

20年間で 26名 2),現在 も継続 中の農家は 20名であ る.

この 26名の 内,非農家か らの就農 は 19名 ,農家の出身者で他産業 か らの転換者 5名,

従来の意味での農家の後継者 の新卒就農 が 2名であ る.また ,就農の契機 は多 くが生産者

同士の紹介か ,環境 問題関係 の雑誌での連絡 によるものであ る.

兵庫 県の有機 農業生産者 の活動 は, 1975年の市島町有機農業研 究会 の発足 に始 るが,

表では '83,' 84年 と'88年以降 の新規参 入者が 目立 って いる.これ らの農業 者の

中か ら,本稿 では特 に ,非農家 か らの新規就農者 (表中の番号 1- 17)を中心 に聞 き取

り調査 を行 った .

農水省の調査 3)に よれば ,全 国で農業継続 中の新規参入農業者 は,全 国で約 400名 ,

野菜栽培農家の割合 は 34% との ことであ るが ,この数値 を適用 すれば兵庫 県の新規有機

農業就農者はその 1割 を占めて い るこ とにな る.

これ らの農家 の新規就農時 の年齢は 26- 40才であ る. これか ら予想 され る通 り,資

金力の弱 きか ら経営規模 は総 じて小さ く,自作地 を有す る農 家 も少ない . したが って農業

所得は高 いものではな く,多 くは兼業 であ る. しか し,農外収入 をもつ場合 の多 くは主に

夜間に就労可能 な塾 ･家庭教師 であ り,昼間時間の多 くが農業労働 にあて られて い る.ま
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表 1 新規有機農業就農者の一覧 (兵庫県全体)

番号住所 開始 年齢 農外就業先 営農 内容 ,規模 出荷先 就農契機 備考

1和田山町 1983 54専業 養鶏100,野菜 ,製パ ン 提携 団体 知人紹介

2西紀町 1983 46専業 養鶏1000,野菜 ,製パ ン 提携団体 役場紹介

3氷上町 1983 46快医学施療 野菜30a 個人 知人紹介

5南光町 1984 44家庭教師 野菜15a,稲5a,養鶏300 提携団体 役場紹介

6南光町 1984 38家庭教師 養鶏200,野菜10a 提携 団体 役場の紹介1988離農

7 日生市 1985 42自動車修理 野菜10a 提携 団体 知人紹介 1988提携解消

8 日生市 1987 40豆腐配送 野菜30a 提携 団体 知人紹介

9南光町 1988 31家庭教師 野菜10a 人 知 人紹介 1988離農 ≒

10千種町 1988 36家庭教師 養鶏300 個人 雑誌紹介

ll上月町 1989 43専業 野菜60a 提携 団体 知人紹介

12市島町 1989 30塾教師 野菜10a,稲10a,養鶏600提携 団体 農業会議 L

14青垣町 1991 41専業 養鶏300,稲30a,野菜10a 提携 団体 農業会議

!15青垣町 1991 44専業 養鶏300 提携 団体 知人紹介

16市島町 1993 44専業 養鶏100,野菜20a,稲30a 提携団体 知人紹介 ち 弓

17丹南町 1991 専業 養鶏,野菜 提携 団体 知人紹介

18丹南町 1991 専業 養鶏,野菜 提携団体 知人紹介

19丹南町 1975 45専業 茶 ,養鶏 提携 団体 後継者

20八千代町 1979 42町会議員 養鶏4000,野菜20a,稲40a提携 団体 後継者

21市島町 1982 32専業 茸 ,野菜60a,稲30a 提携 団体 後継者

22市川町 1984 45専業 野菜30a,稲30a,養鶏600提携 団体 後継者

23美方町 1985 32専業 野菜 提携団体 後継者 1987提携解消

24丹南町 1989 39専業 野菜 ,養鶏 提携 団体 後継者 iJ

25加美町 1989 44専業 野菜 ,養鶏 個人 後継者

資料 :聞き取 り調査及び兵庫県有機農業研究会入会 申込書

調査年 :1993
注 :果実栽培農家は除 く

就農年代 該当数

'80以前 2
'81-'85 8

'86以降 16

読

3

0

4齢

年

均平

5
3
1
7

1

鶏憎

他

態

菜

鶏

菜

の

形

野

養

野

そ

負営

2
4

2

体団携

人

先

提

個

荷出
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た後述の ように ,農業経営の内容 は有畜複合経営が多 い とい った有機農業 の原則 に沿 った

特徴が見 られ る.

また ,出荷先 は殆 どが提携 団体 であ り,就農 と同時 に これ らの消費者 団体 との提携 が成

立 してい るか,既設の提携 に参加 してい る. これは就農先の選定 の際 に,既 に消費者 との

提携の可能性 をその検討要素に含 んでい るこ とによ ると思われ る.

(2)経営 の 目標

新規就農者は都市勤労者か らの転業が多 く,当然 なが ら,農業外の収入源 を求 め る場合

ち,農業労働 を中心 とした 1日の時間配分がで きるような副業 を得て い る.これ に見 られ

るように,就農動機 には所得外 のイ ンセ ンテ ィブが強 く働 いてい る.有機農 業 を通 して 自

己実現 ･社会参加 を行 うことに営農の 目的 を見出 してお り,所得拡大 よ りも有機 農業 を中

心 とした農 家 と しての生活 を継続 するこ とを最優先 してい る.

つま り,彼等 の就農動機 は有機農業 の実践 によって 自己の労働 の意味 を獲得 す ることで

あ る.彼等の多 くが都市勤労者 か らの転職 で あ ることを考 え ると当然ではあ るが ,この こ

とは,慣行農業 か ら有機農業へ転換 した農家 において も同様 の傾 向が見 られ る4).

どの様 な職業 であれ ,その選択 にあた って は非経済的 な動機 が少なか らず含 まれ るが ,

有機農業への新規就農者においては特 にそれ が顕著であ ると言 え る.非農家 か らの就農は

コス トや リスクが高 く,将来性 も不安定であ るに もかかわ らず ,有機 農業 に参入 して いる

理 由は ,その選択基準 として労働 の質 ･目的 ･社会的意義 に高 い比重 をおいてい る 5)ため

であ るとの回答 を得て いる.

表 2において示 され るように ,慣行農業か ら有機 農業 に転換 した農家の動機 と新規就農

者の動機 を比較 す ると,転換農 家は安全 な食 品を 自分で手 に入れ るためが第 -の 目的であ

り,高齢者が多 い こともあ って農業 を続 け るための選択 とい う要素は少 ない .新規就農者

の動機 は脱サ ラ経験 者が多 い こ ともあ ってか ,本来 の農業 は有機農業 であ る とい う意識が

強 く,農業 を継続 す るために積極 的に選択 した とい う要素が大 きい.
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表 2 有機農業への転換農家 (南光町芋煮会参加者)

番号年齢専兼別水田面積有機田 面積有機畑 事者就農 日想定適正規模 価格 .動機 備考

1 43 1 12 12 20 20 2 365 20 1 3養鶏

2 52 3 35 0 5 5 2 250 2 ･2
3 65 3 60 0 10 10 2 365 2

4 51 2 120 0 14 14 2 200 14 2 1
5 55 3 50 10 5 5 2 100 30 2 1
6 63 1 53 10 6 6 1 200 2 2

7 56 2 63 5 2 2 2 100 70 2 2
8 60 3 60 5 3 10 2 300 10 3 2

9 61 3 50 3 10 4 1 300 4 3 2

10 55 3 100 15 015 2 300 15 3 2

ll 58 3 18 10 2 1 200 10 1 2
12 60 1 75 020 20 2 300 7 2 1
13 70 3 40 0 10 10 2 10 1 2

14 55 2 145 20 10 2 150 20 2 1
15 56 3 230 0 20 0 3 100 1I 】

16 45 1 100 10 3 3 4 2 2育苗

17 61 3 45 0 4 4 2 120 10 2 2

18 58 3 100 0 15 8 2 300 10 2 2

19 60 3 30 0 5 5 2 130 2 2

20 56 3 80 15 10 5 2 300 15 1 3
21 57 3 40 40 3 3 2 60 40 2 2

平均 57 71.7 7.4 8.4 7.8 2.0 17.9 19

資料 :アンケー ト及び現地調査

調査年 :1994

注 :面積 ･規模の単位はa

平均年齢 57歳

専兼別欄 回答数 コメン ト等

1- 専業

2= 一種兼業

3= 二種兼業

価格欄 =有機農産物の価格に対する評価

1= 市価 と同等でよい

2= 市価より高価であるべき

3= 市価より安価でよい

動機欄 =有機農業に転換 した動機 (自由回答)

1- 営農継続のため

2- 家族の健康のため

3- その他

4

3

14 年金生活者含む

5 少量でも出荷可能

1 3 マーケトサイス小が小,出荷コス ト大

3 形が悪 くても出荷可能

4

13

2 仲間作 り等
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3節 新規就農者の営農技術

有機農業の技術水準は農業経験 の年数か らのみその向上が図 られ るものではない.慣行

農業の固定観念 か ら脱 し切れずに有機農業の技術の向上を図れない農家 もまた多 い.また,

有機農業の継続 には技術水準の向上だけでな く,労働時間の適正配分や消費者 との関係の

維持向上が必要 とな る.以下では,こう した条件 の充足 と新規就農者の特性 の適合が確認

され る.

まず,完全な無農薬 ･無化学肥料の技術体 系を確立 してい る農家の割合は少ない とされ

るが 8),完全無農薬 に到達で きない農家の殆 どは ,稲作におけ る除草剤 の使 用を止め られ

ないことにその原 因がある. したがって ,野菜の栽培だけを とれば無農薬の実践農家は多

くなるが ,有機 質肥料 までを 自家生産 してい る農家は また少 ない.ところが ,新規就農者

はいわゆ る完全無農薬 ･無化学肥料の農業体 系を当然の こととして実践 して いる例が殆 ど

である. したが って ,有機農業 の技術体系の実現可能性は こうした新規就農者の営農の特

徴 を検討することによって確認 す ることがで きる.表 3にその概 要を示す.

表 3 新 規 就 農 者 の 営 農 内容 とそ の特 徴

特 徴 目 的 .効 果 営農 形 態

営 農 形 態有 畜複 合 毎 日一定 の作 美 が 必 要 安全 な 肥 料 の確 保 ,所 得 安 定

作 付 体 系多 品 目栽 培 需 要 の 少 な い作 目 も栽 培 可 能 圃場 生 態 系 の安 定

周 年栽 培 年 間 労 働 日数 が 多 い 特 定 消 賞者 へ の 通 年供 給 ,所 得 安 定

出荷 形態全 Jl出荷 短 期 間 で の収 穫 不 可 引取 保 証

簡 易 出荷 調 娘 作 美 不 要 作 美 の 簡 素 化

簡 易 出荷 御 製 作 業 不 要 作 業 の 簡 素 化

(1)野菜の多品 目栽培

有機農業 に取 り組む農家は複合経営 を行 う事例が多 いが ,表 1にもそれが見 られ る.ま

た,ここでいう複合経営 とは次 の二つの意味 を含む.すなわ ち,野菜の複合作 目つ ま り多

品 目栽培による経営 7)と有畜複合経営であ る.

表 4に年間の出荷品 目と販売額の例 を示す .また,大 まか な比較ではあ るが,表 5に慣

行栽培の作 目と有機農業の多品 目栽培 におけ る生産費の比較 を示 した.ここでは,慣行農

業が市場 出荷 に適合 す るため短期集中の労働投入 を行 い雇用 を必要 してい ることに比 して,
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表4 野菜の出荷品 目と出荷額の年間推移

単位 (千円)

1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12計

大根 2.5 2 4.4 8.9

大根菓 0.3 5.7 0.9 6.9

人参 1 1.2 13.2 17.7 1.9215.72 5.6 6.34

人参菓 2.2 1.2 1.4 4.8

玉葱 44.7 21.2 1.5 21.3 88.7

糞玉葱 2.1 2.1

馬鈴薯 1.8 1.8
ヤへ小ツ 0.9 34.3 1. 1 0.4 36.7

白菜 ll.4 37.6 49
､ウレンソ 1.5 1. 1 1.1 4.9 0.3 8.9

レタス 6 9.6 19.8 35.4

トマト 0
茄子 33.1.18.2 1.05 1.4 53.75

胡瓜 5.4 6 ll.4
ヒ〇一マン 4.9 2.1 1.05 2.I 10.15

その他 8.75 8.75

小松菜 45.8 2.4 48.2

ウデイツ～ 51 0.4 51.4
水菜 4.4 29.4 33.8
-ン 8.7 8.7

南瓜 10.8 3.78 14.58

品目数 6 2 4 3 7 5 8 6 5 8 ll 7 72

資料 :表 1番号 13の農家 (栽培面積15a)の'92出荷実績

参考 :栽培面積10aの場合

資料 :表 1番号 6の農家の'87出荷実績
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有機農業 が提携 によ る周年 出荷 に適合 す るために長期分散的 に労働 を投入 す るこ とで 自家

労働 を活用で き,かつ労働強度 減少 して い ることが予想 され る.

ここで実践 されてい る有機農業 が多品 目栽 培 とな らざるを得 ない要因は ,農法上 の困難

とそれ に起 因す る リスク回避及 び出荷形態 の 2点か ら説明で きる.

ます, 1点 目は無農薬栽培 とい う農法か らもた らされ る リスクの回避 に求 め られ る.こ

れは,表 1の対象者 のすべてが 自ら一切 の化学合成農薬 の使 用 を禁 じてい る7)ことか ら,

病毒 も しくは害 虫の発生時の被害 を多品 目栽 培 と圃場 分散作付 に よって , 1作 目も しくは

1圃場 の範 囲に止め ることが必要 とな るか らであ る.また ,この多品 目栽培 によって植物

相が多様化 され ,圃場 の生態系の安定 を図 ることともな る.つ ま り,有機農 業の技術的実

践 は有機 質肥料 の施肥 を十分条件 とし,多 品 目栽培 を必要条件 と して可能 とな るといえよ

う.

2点 目は ,表 1の出荷先 に見 られ るように ,固定消費者へ の周年供給 の必要 に基 づ くも

のであ る.農薬 を使用 しない こ とで農産物 の外観 はあ る程度据 われや す くな るが ,現在の

市場 出荷基準では これは致命的 な欠陥 とな る.従 って ,有機 農業 を営 む農家 は殆 どが表 6

の様 に固定 した出荷先 も しくは消費者 を持 ってい る.これ らの消費者は複数 地域 の生産者

と提携 す る場合 もあ るが ,たいて いは一地域 の生産者 と提携 を結ぶ ため消費者の必要 とす

る品 目を可能 な限 り供給 す るこ とが求 め られ る. このため ,特定作 目に特化 した生産 を行

うことはで きないが ,結果的に有機農業 の実践 に必要 な上記 の技術的条件 を満たす ことに

もなるのであ る.

表5 有機農兵と横行農兵の生産賞と収益性比較(10a当 り)

有機 農 業 慣 行 農 業 (露地 単 作 ) 単位 (円 )

茄子(麦秋 ) 白菜 (秋 冬 )大根 (秋 冬 )

10,973 13,931 21,622

121 ,351 35,960 24,887

90,454 28,405 20 ,579

16,859 3,176 4,394

40,051 16,185 27,832

97, 818 8,971 27,732

377,506 106,628 127,046

多 品 目 周 年

35,060

10,000

57,350

38,210

-22,550

118,070

書E]/作目
積 苗 書

肥 料 賞

農美甘
光熱動 力 賞

農器 具 書

その他

▲副産物 間 引 き

上音己計

収益性 生産物価額
所 得

所 得 / 白

労 働 日数

労 働 時 間

労 働 時 間 / 日

626,900 1,794,841 294,074 524,103

508,830 1,195,373 182,089 386,046

2,193 12,689 17,239 31,354
232 94 11 12

1557.5 891 87.5 107.9

5.5 9.5 8.3 9

参 考 :出荷 労 伽 時 間 195 303.5 36.9 56.7

葉料:有機農業は表1番 号 13の農家の'92実績

実科二頒行農業は農水省統計情報部 ｢平成 3年産 野菜生産費｣
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(2)平飼 い養鶏の生産性

表 1か らはまた,営農 内容 と して ｢野菜 +養鶏｣が多 く見 られ るが ,この形態は以下の

理 由か ら必要 となると考え られ る.まず,有機農業は野菜 の露地栽培 を主 としてい るため,

収穫量の季節的 な変動は避 け られない. したがって ,有畜複合 によって所得 の変動 を補完

する必要があ る.また同時 に,安全な有機質肥料 の材料 を確保 し,さ らに副次的には余剰

作物を可能 な限 り飼料 に転化 す ることによる需給調整 も図 ることがで きる.

有機農業の実践者によって行 われてい る養鶏は ,一般 に平飼 い養鶏 と呼ばれ るものであ

る.これは,ケー ジを使用せずに地面で鶏 を運動 させ,飼料 を 自家配合 して抗生物質等の

添加 を避けることで健康で安全 な卵を供給 す ることを眼 目としてい る.表 4に示すように,

産卵率の季節変動はあ るものの ,野菜 に比 して安定的な出荷 を続 けることがで き, 1個 当

た り30-40円 と市販のもの よ りも高価格 なため ,一般 に価格水準の低 い野菜 を中心 と

した経営において一定の所得保証 をもた らす とい う効果が大 きい.

表 6は平飼 い養鶏 における飼料費 と出荷額 であ る.ここでは 1月生の初生雛 を基準 とし

て,全数淘汰 され る 18カ月間の推移 を示 してい る.つま り,この飼育方法 による産卵鶏

の経済的生涯は生後 6カ月後 に産卵を初 め, 12カ月間生産活動 を継続 したあ と,鶏肉 と

して出荷 されて いることにな る.表 1を見 ると成鶏 300羽程度の規模 が多 いが ,鶏 の経

済寿命 18ケ月の間で前半は産卵率が急速 に上昇 し,後半は穏 やかに低下す る.このため,

常に産卵鶏 300羽を維持 し, 100羽毎 を順次等間隔で導入す るローテー ション (例 え

ば初生雛 を導入 する場合で 6ケ月,90日雛 を導入 す る場合 で 5ケ月間隔)を組 む と総産

卵数の変動は大 き くな る.産卵率が表 4の様 に推移 す るとすれば,産卵数の変動 を抑 える

ためには,表 1にもい くつか見 られ るように成鶏 600羽以上の規模 を維持 し2ケ月間隔

で 90日雛 を導入す ることが必要 とな るようであ る.

また,表 6での平均産卵率は48%であ るが ,農家によっては70%以上 を保 ってい る場合 も

あ り,養鶏 を経営に取 り入れて い る農家の中でも飼育環境 ,経験 ,技術水準の差 によって

かな りの所得格差が存在す ることが予想 され る.このため,表 1の中でも当初の有機農業

の原則 にそった有畜複合経営か ら,経営の重点 を養鶏へ シフ トしてい く農家が確認 され る.

有畜複合が有機農業 を支え る重要な要素であ ると共に,経営の方向を変化 させやすい要因

を有す るものであ ることを示唆 してい るといえる.
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表 6 平飼い養鶏の飼料費 と出荷額 単位 (円)

1月雛 6月雛 11月雛 2月雛

飼料費 出荷額 飼料費 出荷額 p料費 出荷額 飼料費 出荷額 飼料費総販売額 収益 飼料費率産卵率

1 2,670 13,350 83,475 13,350 64,260 12,015 46,200 41,385 193,935 152,550 0.21 0.46

2 4,005 13,350 84,525 13,350 83,475 13,350 63,525 44,055 231,525 187,470 0.19 0.55

3 5,340 13,350 80,535 13,350 92,820 13,350 69,300 45,390 242,655 197,265 0.19 0.58

4 6,675 13,350 63,000 13,350 91,035 13,350 86,625 46,725 240,660 193,935 0.19 0.57

5 8,678 13,350 57,750 13,350 85,680 13,350 98,175 48,728 241,605 192,878 0.20 0.58

6 10,013 10,500 2,670 13,350 81,900 13,350 98,175 39,383 190,575 151,193 0.21 0.45

7 12,015 42,000 4,005 13,350 75,705 13,350 92,400 42,720 210,105 167,385 0.20 0.50

8 13,350 57,750 5,340 13,350 69,615 13,350 86,625 45,390 213,990 168,600 0.21 0.51

9 13,350 63,000 6,675 13,350 64,890 13,350 80,850 46,725 208,740 162,015 0.22 0.50

10 13,350 78,750 8,678 13,350 58,905 13,350 75,075 48,728 212,730 164,003 0.23 0.51

ll 13,350 89,250 10,013 ll,550 2,670 13,350 69,300 39,383 170,100 130,718 0.23 0.41

12 13,350 89,250 12,015 43,260 4,005 13,350 63,525 42,720 196,035 153,315 0.22 0.47

13 13,350 84,000 13,350 63,525 5,340 2,670 34,710 147,525 112,~815 0.24 0.35

14 13,350 78,750 13,350 72,450 6,675 4,005 37,380 151,200 113,820 0.25 0.36

15 13,350 73,500 13,350 94,500 8,678 5,340 40,718 168,000 127,283 0.24 0.40

16 13,350 68,250 13,350 92,820 10,013 ll,025 6,675 43,388 172,095 128,708 0.25 0.41

17 13,350 63,000 13,350 91,035 12,015 43,680 8,678 47,393 197,715 150,323 0..24 0.47

18 13,350 57,750 13,350 85,680 13,350 60,060 10,013 50,063 203,490 153,428 0.25 0.48

月 ､平均 43,610 199,593 155,983 0.22 0.48

資料 :表 1番号 5の農家の'92実績

注1)成鶏 300羽飼育 (100羽毎年 3回入替え)

注2)卵価 35円/個



4節 労働時間配分の特徴

(1)労働時間配分の特徴

表 7に,表 1の番号 21の農 家の時間配分 の事例 を示す.特徴 として ,除草や手入れ等

の管理労働が多 くなってい るが ,有機農業が これ らの作業 に薬剤 を使用 しないことを意味

する以上 当然の ことである.また,新規就農 者は,兼業であ って も営農意欲 が旺盛であ り,

技術的な工夫も多 く見 られ る. したが って,毎 日農作業に携 わ ることにな り,結果的に労

働生産性は低 くな る. しか し調査対象農家は ,いずれ も自家労働 と資材の 自給によって経

営の完結性 を高め ることを目標 としてお り,彼等が生産性 向上のために農作業従事 日数 を

減 らすことはない と思われ る.

有機農業 自体が労働多投型の栽培技術 を採 用す ることに加 えて ,多品 目栽培はさ らに複

雑な管理 を必要 とする.しか しなが ら,これは農作業の単調 さを回避 し,農家が 自己の労

働 に主体性 を取 り戻す大 きな効果 を有す るこ ととな る.反面 ,規模拡大の阻害要因 ともな

るが,同時に単一作物の栽培規模拡大によって圃場生態系の多様 さを損 うという リスクを

回避することともな る.以上の時間配分は,これ らの要因か らもた らされた もの と言えよ

う .

(2)消費者 との提携形態 と出荷方法

表 1に見 られ るように,ほ とん どの農家が提携先の消費者 団体 に出荷 している.表 5で

は,野菜の収穫 ･調整時間が少 ないことが示 され ,会議や消費者 との応対の時間が多いこ

とが 目立つ .これは ,産消提携 による出荷労働の軽減 ･単純化 と,それをもた らす提携関

係 を維持 す るための消費者 との交流時間の必要か ら説明され る.

提携方法に関 しては後の章において詳述す るが ,産消提携 では野菜 の外観 によって価格

評価 を変えた り,形状 によって規格 を決め,それを出荷基準 とす ることはない.外観以外

の品質に問麓がない限 り,同品 目同一単価で出荷 され る.また,購入予約の 口数 によって

事前に確認 され た作付面積分は全量引取が原則であ るため ,各出荷 日毎の予約 口数 に見あ

う量が各農家の判断によって大 まかに決め られ出荷 され る.出荷頻度 は提携 先によって異

な るが ,過 1回か ら4回であ る.

表 3に見 られ るように,この規格の単純化 と荷姿の簡易化及び ,月毎の購入 口数の事前

確定によって出荷 に関する労働 は慣行農業 と較べて大 きく軽減 されてい るといえる.

以上の提携の成果 を端的 に表現すると,有機農業 に適 した評価基準の確立が第一に挙げ

られ る.有機農業の出荷 コス トが低い とい う特徴 は ,栽培過程及び流通過程 における形状
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表 7 有機 農 家 の 時 間 配 分

所 要 時 間 (H)

月 耕 起 定 植 .播 種 潅 水 .施 肥 中耕 .除 草 収 穫 .調 製 管 理 作 業 会 議 .研 修 合 計 出荷 回 数

1 6 15 14 16 51 9

2 5 7 12 16 40 4

3 6 4 8 22 20 24 84 13?

516.5 58 6 28.5 21 22.5 22 174.5 12

613.5 34.5 8.5 6 41 58.5 10 172 17

7 5 3 8 55 40 37 30 178 18書

920.5 40.5 5 19 6.5 43.5 ll 146 6
10 0.5 21 4 8 74.5 72.5 15 195.5 16.
ll 9.5 14 2 13 55 29.5 20.5 143.5 ll
12 1 6 15 12 34 8∃

労働 日数 281

労働 時 間/ 日 5.5

資料 :表 1番 号 13の 農 家 の'92実 頼

参 考 慣行農業 産地単 作 栽 培

茄 子 (夏秋)

白菜 (秋冬)

大 根 (秋冬)

資料 :農 水 省統 計情 報 部 ｢平 成 3年 産 野 菜 生 産 費 ｣ の 調 査 農 家 平 均 値
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保持のためのコス トが低 い ことに起因 してお り, これは有機農 産物の評価 には従来 の規格

基準が適合 して いない ことを消 費者が 了承 した結果であ る.

有機農業実践 者の営農 を継続 させ るには ,生産技術 だけではな く,有機農 産物 に適合 し

た流通方法が必要 とな る.それ は,まず流通技術 だけの問題 ではな く,有機 農業 に相応 し

い評価基準 ･方法 の確 立であ る.また ,それ が必然的 に出荷 コス トの低 下 を もた らす結果

となる.

この産消提携 におけ る農産物 の評価基準 は ,栽培 方法に負担 をかけ るものではな く,逮

に有機農業の継 続 を促進す るもの とな ってい るところが ,従来 の市場 システ ム と大 き く異

な るところであ る.市場 システ ムは,農産物 をその流通に適合 させ るために過度 な規格適

合 を求めて きた .特 に外観 ･形状 を保持 す るために生産方法 に大 きな負担 を与え,その結

果 ,農産物の内実 と農作業時 におけ る安全性 が損 われて きた .農薬の使 用は消費者 よ りも

生産者 によ り多 くの負担 をか けて きたのであ る.この意味 においては ,有機 農業 を志 向す

る農家は ,有機 農産物 を求め る消費者 よ りもさ らに切実 に産消提携 を必要 してい ると言 っ

て よい.

5節 むすび

以上 ,有機農業 の原理 にも とづ く実践 は ,慣行栽培か らの転換農家 よ りも ,か えって新

規就農者の営農 実態 の中に兄いだされ ることが確認 された .そ こでは ,自家労働 を中心 と

した 自給的 な複合経営 ,及び消 費者 との提携 関係維持 のための様 々な活動 とい う特徴 が 見

られた .特 に複 合経 営は ,有機 農業 に とって技術的 な意味合 い と所得補 完的 な意味合 いを

持 ち,提携 関係維持 のための周年 出荷 の必要 か らもた らされ た ものであ った .

この様 に,新規就農者の営農 実態が有機 農業の原理 に近 い もの とな ってい る要因は ,労

働選好が高い こ と,つ ま り技術 の選択 の際 に資材投 入 よ りも労働投入 を選ぶ とい う有機農

業 に適合 した特性 と,所得選好 が低 い とい う特性 に求め られ る.特 に新規就農者は ,高所

得の会社勤務 よ りも低所得 の農業 生活 を選ん だわ けであ り,この ことも大規模営農 や施設

栽培が困難 な有機農業 に適 して い る.さ らに ,彼 等の環境保全意識が高 く,農業以外 の社

会問題 にも視野 を広 げてい るこ とは,広範 な社会意識 を持 った消費者 との提携 を創 り上げ

る上で必要 なものであ る.

これに対 して ,彼等 を支 え るべ き消費者の特性 を考察す ると,食品 に対 す る安全意識が

高い,環境保全 意識が高い ,現状 の消費様 式 に対 す る反省が強 い ,人的交流 を求め る度合
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いが強 い, とい った生産者 との提携 に相応 しい特性 が見 られ る8).

有機農業 は ,生産 プロセ スか ら農薬 と化学肥料 を排 除す る とい う生産者の行為 だけでな

く,そのア ウ トプ ッ トであ る農 産物 に従来 の市場適合性 を求 めない, とい う消費す る側 の

評価基準の転換 を伴 うことに よって実現 され る.従 って ,有機農業の成 立には ,生産 プロ

セスの転換 だけではな く,消費者 の意識 の転換 が必要 とな る9)

つ ま り,有機 農業 の実践 には ,生産者 の有機農業へ の参入 (転換 )欲求 と,生産者の行

動 に対す る消費者の支持 ,さ らには生産へ の参画欲求 ,及び これ らの欲求 を満たすための

行動が必要 とな る.その行動 の過程 において ,有機農業 に適 合 した栽培技術 や消費様式が

構築 され ,継続 条件が整 え られてい く. したが って ,新規就農者 の有機農業継続 には ,営

農意欲 ,経営規模 ,技術水準 とい った生産者側 の主体的条件 だけでな く,消 費者 との提携

の形態 と関係の維持 が大 きな要因 として認め られ る.

いいかえれば ,有機栽培 の実践 のためには生産者側 が労働 の増加 を可 と し,有機栽培 に

必要な営農形態 と作付 け体 系 を備 えるこ とと,消 費者側 が供 給時期の限定 と品 目の増加 を

許容す ることが必要であ る.このためには ,労働 の増加分 を補償 す ることと,一品 目の季

節的索要ではない多品 目の周年 受容体制 が必 要 とな る.つ ま り,生産側 の有機栽培 の実践

と消費者側 の継続性 をもった組織 的購 買活動 の実践 が結びつ いた ところに有機農業が成 立

す ることとな るのであ る.

兵庫 県においては ,新規有機 農業就農者の就農 自体が生産 者 と消費者 との提携 関係 を前

提 として実現 されてお り,公的 な機 関の紹介 のみ に よって有機農業に就農 した事例 は稀で

あ る.また ,新規就農者が一定 の技術水準 に到達 す るまでの期 間を支 え,彼 等 との価値評

価基準の共有 を可能 に し,その営農意欲 を維持 ･向上 させて い るのも,この消費者 との提

携 関係 であ る. したが って ,有機農業実践農 家に とって営農 意欲 ･生産基盤 ･栽培技術等

の主体条件 の確 立だけでな く,消費者 との提携関係 の構築 と維持 が営農継続 条件 と して必

要 とな る.そのため ,生産性 向上 よ りも循環性維持 ,所得拡 大 よ りも農的安定性 を志 向す

るとい う有機農 業 の経営的特 質 は ,無農薬栽培 に適合 した生産技術やその実践 にだけでな

く,産消提携 とい う流通 システ ムに適合 した営農体系や交流活動 に現れて くるこ とにな る

のであ る.

注 1)た とえば, 『有機農業 の地域的展開』 家 の光協会 ,1992.『｢有機 農業 ｣ に取 り組 む農

家等の事例』農林水産省統計情報部 ,1989.等があ る.
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2)筆者調査 に よ る.

3)農水省青年農業対策室 ,1991年5月

4)農水省環境 保全型農業対策 室 ｢有機 農産物生産 ･流通 ･消費調査結果｣ の有機農業へ

の参入動機 に対 す る回答 ,1991.

5)これ らの新規就農者が有機 農業 に求 めて い る社会的意義 は ,次の様 に捉 え る

ことがで きる.当初 の反公害運動は ,地域 毎 も しくはケー ス毎 に展開 され ,被害者 ･加

害者 も しくは加害被疑者の関係 が明 白 し,公害源 の責任 を追及 す るもので あっが ,その

運動 を担 う人 々の意識 は ,公害 を排 出 しつつ生産 された消 費の需要構造 を問 うまで に成

長 した .有機 農業運動は ,公 害 を発生 させ ない生産 方法 を要求 す るとともに,消費側 も

それ に見あ った消費方法 を模 索 す るとい う意味 において ,反公害運動 の成 果 を継承 す る,

よ り高次の公 害反対運動 と して位置付 け ることが可能であ る.つ ま り,有機農業運動 と

殆 ど同義 として取 り組 まれて い る産消提携 運動は ,単な る消費者 も しくは生産者の獲得

方法ではな く,有機農業 の社会運動的側 面 に起 因す る当然の戦術 ともいえ るのであ る.

6)野見山 ｢有機農産物の流通 と産直の条件 ｣ 『人間 と社会 』東京農 工大学 ,1993.4.1.

7)従来の市場 出荷農 家で も一つのハ ウスを使用 して複数 の作 目を栽培 す ること

は多 く見 られ るが ,同一圃場 も しくは施 設 で数 十品 目の野菜が 同時 に栽培 され るこ とは

ないであ ろう.

8)1993.4に示 された ｢有機農 産物等 に係 わ る青果物等特別 表示 ガイ ドライ ン｣ において

も有機農産物 は無農薬であ ることが明記 されてい る.

9)い うまで もな く,農業生産 は 自然環境 か らの イ ンプ ッ トが大 きな部分 を 占め ,工業

生産 と異な って ,農業 の生産 プ ロセスは 自然 か らの影響 に対 して開放 され た システム と

なってい る. したが って ,外部環境 の影響 を排除 して これ を一定 に保 つには多大 のコス

トを必要 とす る.近代農業 は ,この生産 コス トを技術革新 に よって克服 しなが らも,他

方で生態系の消耗 や個別の生産者 ･消費者 の被害等 を顕著 に現 し始めた .つ ま り,農産

物の市場適合 コス トを内部化 す ることな く,直接 の被害者 や社会的 な負担 へ振 り向けて

きた .これが ,近代的農業 と市場流通 システムの発展 ･普及過程 であ った .また ,有機

農業が生産の プロセスか ら有害物質 を排除 す る結果 として ,その農産物 に付加価値 が付

与 され ることにな るのであ って ,商品差別 化に よって市場 か ら高価格 の評価 を受 け るこ

とを 目的 とす るものではない .慣行農業 の特質は ,農産物 に市場適合性 を求め ることに

あ り,それが生産 プロセ スに大 きな負担 をかけ続 けて きた結果 ,この市場 適合 コス トは
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農産物 の食品 としての安全性 を損 うとい う形で支払われて きた .有機農業運動は ,その

市場適合 の過程 で分離 されて い った安全性 とい う特性 を,農産物に再び取 り戻 す 10)こ

とを 目的 としてい る.

10)国民生活セ ンター 『多様化 す る有機農産物の流通』学 陽書房 ,1992.金起饗 ｢有機農

業運動 におけ る生産者 と消費者の提携 に関 す る社会経済的研究 ｣ (神 戸大学修 士論文)

1989等 .
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第 3章 産消提携運動の実態 とその特徴

1節 本章の 目的

現在 ,様 々な有機農産物の類似品が市場 に現れて きてお り,有機農産物 に対する厳密な

定義が求め られ るようにな りつつある.その意味では従来 の有機農産物の定義は多様 であ

り,生産 に関す る有機農業参入障壁は低か った といえ る.ただ し,有機農産物は一般の市

場流通では取 り扱われす,特定 の店舗や宅配機関に高価格商品 として扱われ るか,消費者

が任意の共同購入団体 に参加 して一定の制約 を伴 いなが ら購 入す るしかなか った. したが

って,有機農産物の購入機会が限定 されて きた とい う意味においては,消費者に とっての

参入障壁 はけっ して低 い とは言 えなか ったのであ る.

しか しなが ら,こうした共同購入団体 の参加者に とっては ｢参入に関す る意思決定 には

時間を要するが離脱 に関 しては容易｣ とい うのが実態であ る.この種 に,一般には制約が

多 く参加 しかたい印象 を持 たれやすいボラ ンテ ィアによって成 立する団体は ,どの様 に提

携 を結び ,自らを維持存続 させているのであ ろうか .本章においては,実態 を確認 しつつ

成立規模 ･提携形態毎にその特徴 を明確 にす る.

2節 産消提携 の地域別形態

(1)有機農産物の受容体 としての産消提携 の意義

2章の検討か らは ,有機農業 の特徴 は単な る作業手順ではな く作付 け体系全体 に求め ら

れ ることが分 る.そ う した作付 け体系のなかでも,特 に多品 目周年栽培が各実践農家に共

通の特徴 としてみ られ る.多品 目栽培は生産側 に とっては,圃場生態系の多様 さをもた ら

すために必要であ る.

同時に,固定 した消費者 を持 ってい る場合 は,その需要 を満たすために周年にわた って

多品 目の野菜を出荷す る必要があ る.その際 には多毛作が必要であるが ,同一品 目を一斉

に出荷す るわけにはいかず,慣行栽培の多毛作ほ どには圃場利用率は上げ られない ことに

なる. したがって,なおさ らにそれを補 う消費側 の協力が必要 となる.産消提携 は ,そう

した有機農業生産に必要な受皿 として構想 されたものであ る.

有機農業の生産方法は,環境 変動の影響 を受けやす く,作物の成育適期の制約が大 きい

ため,慣行栽培の体制のままで生産 ･出荷 を行 うことは困難であ る.この様 な栽培圃場の

都合にあわせた生産 ･出荷体制 を可能 にす るものは,そう した条件 を理解 す る消費者の存

在であ る. しか も組織 され ,団体 とな った消費者が望 ましい .
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産消提携 は,以上の特徴 を持 った生産 と消 費を結合 す る機 能 を有 す るシステムであ り,

単 なる流通機能 だけを有す るものではない. また ,この提携 の規模 によって有機農業 の在

り方 も異な るこ ととな る.つ ま り,有機農業 の生産 の在 り方 と産消提携 の在 り方は相 互規

定的な関係 であ ると言 える.ここでは ,その産消提携 の活動 実態 を確 認 す る.

前述の様 に,現在 ,様 々な有機農産物 の類似 品が市場 に現 れて きてお り,有機農産物に

対す る厳 密な定 義が求 め られ るようにな りつつあ る.その意 味では従来 の有機農産物の定

義は多様 であ り,生産 に関す る有機農業参入障壁 は低 か った といえる.

ただ し,有機 農産物は一般 の市場流通では取 り扱われず,特定 の店舗 や宅配機 関に高価

格商品 と して扱われ るか ,消費者が任意 の共 同購入 団体 に参加 して一定 の制 約 を伴 いなが

ら購入 す る しか なか った. したが って ,有機 農産物の購入機 会 が限定 されて きた とい う意

味においては ,消費者 に とって の参入障壁 は けっ して低 い とは言えなか ったのであ る.

しか しなが ら,こう した共 同購入団体 の参加者 に とっては ｢参 入に関 す る意思決定 には

時間を要す るが離脱 に関 しては容易い｣ とい うのが実態であ る.この様 に ,一般 には制約

が多 く参加 しが たい印象 を持 たれやすいボラ ンテ ィアによって成 立す る団体 は , どの様 に

提携 を結び ,自 らを維持存続 させてい るので あ ろうか .

(2)提携形態 と活動 の実態

表 1に兵庫県下の消費者 団体 の一覧を示 す .ここに見 られ るよ うに ,兵庫 県下の産消提

携 は県内全域に展開 してお り,それぞれの団体 の性格 も,活動地域が大都市周辺であ るか,

地方都市 ,農村部 に近 い ところであ るか とい った地域的要素 ,及 び活動年数 が長 いか成立

が新 しいか とい った経験の蓄積 によって も大 き く異 な る.また後 述の様 に ,規模 ,時期 区

分 ,提携 の形態等 の基準 によって分類 す るこ とも可能 であ る.

こう した要素 によって県内の提携 を検討 す ると,相対的 に早 い時期 か ら阪神間の大都市

を申JLHこ大規模 の消費者 団体 と生産者 団体 に よる提携 が成 立 し,次 いで中規模 の消費者 団

体が地 方都市で成 立 してい る.小規模 の提携 は活動地域 を問わ ず ,最近成 立 した ものに多

い ことが分 る.

また この他 ,表 1に示 された ような団体 間提携 だけでな く,個 人の生産者 と複数の消費

者 による提携 も成 立 してい る.

以下 ,具体的 な事例 にお いて それを確認 す る.
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表 1 地域別 に見 た兵庫県の主 な有機農業運 動 団体

阪神間

食晶公害 を追放 し安全 な食べ ものを求 め る会 (1974年,1300人 )

良い食べ物 を育て る会 (1976年 ,430人 )

鈴蘭台食 品公害セ ミナー (1976年,900人 )

有機農業 によ る生産物 を広 め る会 (1980年 ,530人 )

土 と線の会 (坐 ,1982年,7人)

神戸農友会(1989年 ,30人 )

播磨地域

姫路ゆ うき野菜 の会 (1983年 ,280人 )

相生ゆ うき野菜 の会 (1985年 ,60人 )

大地の会 (1985年 ,130人 )

早起 き鳥の会 (1988年 ,40人 )

汀の会 (1990年 ,10人 )

森の木 (1991年 ,30人 )

中部山間地域

市島町有機農業研 究会 (坐,1975年 ,35人)

丹南町有機農業研 究会 (坐 ,1976年 ,24人 )

氷上農 を考え る会 (坐,1985年 ,5人)

南光町芋煮会 (坐 ,1991年 ,30人)

日本海地域

土の詩の会 (1985年 ,60人 )

但馬有機農業研 究会 (坐,1985年,3人 )

注1)団体名の後 の ()内は ,順 に ,成 立時期 ,最大時参加者数

2)団体名 の後 の (坐 )は生産者 団体 を示す .
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1992年現在 ,県内の有機農業運動 に参加 す る消費者団体数 は 23であ るのに対 して

生産者団休は 13であ る.つ ま り,消費者団体の提携先生産者団体は重複 す ることが多 く,

消費者の提携先 を 6団体以上有 してい る生産者団体 も存在 す る.生産者団体 が同 じであれ

ば提携条件 も殆 ど同 じであ ることが多いため ,以下では,兵庫県下の全提携 事例か ら生産

者団体が重複せ ず,規模 ,成立年代 も異な る団体 を選択 して と りあげ る.

①食品公轟を追放 し安全な食べ ものを求め る会 と市島町有機農業研究会 の提携

食品公害 を追放 し安全 な食べ ものを求め る会 (以下求め る会 )の提携先は ,市島町有機

農業研究会の生産者 15名であ る.消費地は宝塚市 を含む阪神闇であ り,会 員数は約 65

0名,内,定期的な野菜購入者数 は約 350名であ る.総取扱高は,年間約 1億 円にのぼ

る.運営方法は物流を業者依託 し,配送事務 は専従者が行 うという形態 を とっている.

この提携 の成 立は県内で もっ とも古 く, 1974年 に活動 を始めてい る.このため,

｢求め る会｣は ,兵庫県有機農業研究会 の リーダー的な立場 にあ り,兵庫県有機農業研究

会の事務局 も同会の事務所 に置かれてい る.近年 ,その参加者は漸減傾 向であるが ,会員

総数は依然最多であ る.

野菜取扱額は , 88年度 2940万円 (350口), 89年度 2740万 円 (344口)

,90年度 2520万円 (374口), 91年度 2250万円 (364口) と漸減傾 向に

あ る.生産者への支払い額は ,単価 と出荷量か ら算出され ,消費者の購入額 は,出荷量 1

キ ログラム当 り35円が経費相 当額 として生産者価格 に上積み され るたもの とな る.この

計算方法では,単価 当 りの経費率が異なって くるため,重量 当 り単価 の安い冬期 は若干経

費率が高 くなる.

生産者一人当 りの出荷額 は,月額平均で 8万か ら9万円であ るが,生産者 の市島町有機

農業研究会は,他 の提携 団体へ も過に約 150口の出荷 を行 っているため ,それ を加 えた

額は 4割増程度 とな るはずであ る.年間の出荷額 の推移では ,春の端境期 の落込みが顕著

であるが,夏冬の最盛期の出荷量は同程度であ る.この出荷最盛期 において ,消費者の受

容限度 を超 えた量が出荷 されないよう,果菜 1品 日当た り1回の出荷で 2kgを超 えないこ

と. 2kgの出荷 が月に 3回を超 えないこと,等の出荷制限が設け られている.この結果,

消費者一世帯 当た りの購入額 は ,週平均 2000円前後 とな ってい る.

同会の特徴 としては, 1988年度 よ りコ ンピューターのデータベースソフ トを用いて

会計業務が記録 されてお り,長年の産消提携業務 の経験の蓄積 によって実践 的なファイル
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設計がなされて いる.例 えば,単価が固定 されているため ,品 目と出荷量 とをイ ンプ ッ ト

すれば,集計結果が得 られ る. しか し,荷受 ステーシ ョン毎 に配送内容 (品 目,数量)が

異なるため,イ ンプッ ト作業は煩鎖であ る.使用 しているア プ リケー ションソフ トは ,8

8年か ら89年 までは ｢マルチ プラン｣ ,90年以降は, ｢桐｣であ るが ,有機農産物流

通の情報化が求 め られてい る現在 ,当会 によって作成 された帳票が様 々な消費者 団体 によ

って利用 されれば業務 の合理化 が大幅 に進むはずであ り,同一形式のデータであれば情報

交換にも有効であ る.

②姫路ゆ うき野菜の会 と個別生産者の提携

同会 と個別の生産者による提携 は,兵庫県の有機農業運動 の初期において ,神戸市を中

心に大規模 な消費者団体が成立 した時期 の後 に,地 方都市部 での中規模 の提携が成立する

契機 となった.生産者は,姫路 市 ,神崎那市川町 ,佐用郡南光町の 4名の農 家であ るが,

それぞれ と個別 に提携 している.消費地は,姫路市及びその周辺地域の比較的近接 した範

囲にあ る.会員数は約 300名 ,内,定期的 な野菜購入者数 は約 100名であ る.総取扱

高は年間約 2000万円,運営は物流 を生産者及び消費者の会 員に依 託 し,配送事務 を専

従者が ,注文の取 りまとめをステーション毎の代表者が行 っている.

同会では,コ ンピューターは導入せず,ワー ドプロセ ッサー専用機 の表計算機能 を利用

して集計 を行 ってい る.集計作業は,生産者がステー ション毎に一口当 りの金額 を計算 し

て出荷伝票に記載 す るので ,会 計担 当は,生産者毎の支払 い金額 を集計するだけで よい.

年間の野菜取扱額は , 88年度 476万円, 89年度 560万円,90年度 10月末累計

で 447万円 と横 ばい傾 向であ る.

生産者への支払い額 は,単価 当 り1割の経 費を差 し引いた金額 とな る.経 費率 を一定に

して生産者への分配を高めようとの発想であ ったが ,結果的 に単価設定の見本 とした求め

る会 とほぼ同 じ割合 となってい る.尚,絶対額が少ないため ,実際の配送経 費は他の取扱

品 目の経費か ら補填 され る結果 となってい る.

生産者一人当 りの生産額 は,月額平均で 8万か ら 10万円 となってい るが ,生産者によ

ってかな り開 きが大 きい.消費者の支払 い上限額 は,一口 1回 当 り1500円までの約束

となってお り,生産者はそれを超 えないように出荷量を調整 す ることにな る.結果的に,

週平均で 700円か ら900円 まで しか出荷 されていない.様 々な原因が考慮され るべ き

であるが ,この上限設定がその一因 となっていることは多分 に考 え られ る.
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年間の推移 を見 ると,夏期 の増加 よ りも,冬期の増加割合 が大 きいのが特徴であ る.

③菜のはなの会 と土 と緑の会の提携

菜のはなの会 は,有機農産物共同購入会か ら分離独 立 した消費者団体であ り,同会 と土

と緑の会 との提携は ,産消提携運動が多様化 してい く契機 とな った.

活動内容は,神 戸市西区の生産者 4名 と提携 し,野菜 と牛乳だけを神戸市全域に供給 し

ている.消費者会 員数 は約 350名 ,原則的 に全員が野菜購入者であ る.取扱高は ,年間

約 2000万円.運営は,物流 を一人の消費者会員に依託 し,配送事務 を担 当会員が無償

で行 っている.同会では,担 当会員がその業務 のために簿記 を修得 し,88年度の会計か

ら複式簿記が採用 され るようになってい る.

年間の野菜取扱額 は,88年度 1950万 円,89年度 2120万円,90年度 は 8月

末累計で 1330万円であ るが ,例年秋以降の出荷額 は増加 していることを考慮 すれば,

90年度 も増加傾 向 と言って よい.

消費者の購入額 は ,端境期で も過当 り 1000円を下回 ることはな く,出荷の最盛期に

は 4000円を超 えているが ,この結果に対 する評価 ,検討 は後 の章で市場 との比較 にお

いて行 うこととす る.一口分の計算方法は ,生産者が一括 出荷 して きたもの を,消費者の

当番が仕分 けす るため,出荷量 を口数で分 け,さ らに-口当 り370円の配送経費分が上

積みされて算出され る.この結果 ,生産者の手取 り割合は ,三団体の中では低 くなってい

る.

しか しなが ら生産者一人当 りの手取 り額 は ,40万円以上 となってお り,土 と緑の会の

もう一つの提携 団体である ｢都市生活生協｣への出荷分を含 め るとかな り高額の所得 を実

現 してい ることにな る.生産者が 40代前後 の働 き盛 りで全 員専業農家であ ることと,坐

産環境が恵 まれた瀬戸内気候 であ ること,さ らに菜のはなの会が出荷上限 を設けていない

ことによると思われ る.

年間推移の特徴 としては ,夏野菜の供給増加割合が高 く,冬野菜の増加分 は比較的少な

い. 8月の急激 な減少は例年の ことであ り,休暇等で購入 口数が減少す ることによる.
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図 1 捷洪団休の野菜取扱額の年間推移
全体額
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□ 姫路ゆうき 十 求める会 ◇ 菜のはな △ 神戸消費者クラ7'

図2 世帯当りの年間の野菜購入パターン
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④ 小規模提携 の事例

小規模提携 の事例 と して表 2に ,早起 き鳥 の会 と大 日山ク ラブの活動概 要 を示 す.

表 2 個 人生産者 に よる小規模 の提携 事例

①早起 き鳥の会 (生産者)の活動 内容

~-~-----~~--T-~--------------~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-I--~~--ll~~-~~-I~~~L-~

生産地 l 揖保那揖 西町 ,佐用那南光町

--一一一一一一一一一十一一一-I------------一一----一一一--------I-------------一一一一---一一

消費地 】 阪神 間 ,播磨 地域の個 人の消費者

I-I-I-----一十1---------一一一一一一一一一一一一一一---------一一一一一一---一一一-------------

規模 l 生産農家数2,消費音数42,取扱高88年度約96万円

~-~~~~~~~~1-十~~-----~--I-~~~~-~~-~~~~~-~~-I-11~~~-~-ll--I---------I--I--I-----

運営形態 l 物流 ･配送事務 ともに生産 者

----一一一一一一十--一一一一-------一一一一一一-------一一一一------I-------------一一-一一-----一一

個別事情 l 新 聞紙上で広 域 に掲載 され たため ,配送先 が非常に広 い

l 取扱 品 目は野菜のみ

____________⊥_________________-__________-____._______________________._I__-___

② 大 日山クラブ (個 人生産者 )の活動 内容

--~~----~~--T-------~~~~~ー---I-~~~~~~----I-------~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~-I----

生産地 】 佐用那上月町

----------+----I-------------一一一一一一一--一一-一一一一一-一一一一--一一一一-一一一一一一一一--一一

消費者 l 汀の会 (相生市 ),森 の木 (姫路 市 ),個 人 (姫路 市周辺 )

---一一一一一一一一-+----一一一一一一--一一--一一一一一-----一一----I-------------一一一一一一一---一一一一一一

規模 l 生産農家数 1,消費音数70,取扱高90年度約300万円

---I--------十一一一一一一-------一一一一--I一l----------一一一--一一一一一-----一一-ll---------

運営形態 l 個 人の生産者 が複数 の団体 と提携 .物流 ･配送事務 ともに生産者

-------I--1----一一一一一---一一一一一-小一一一一一一--一一一一--I-----------I-------------

個別事情 ‡ 生産者の家族労働 に よって維持 して いるため ,配送範囲が限定 され る

l 米 の生産 まで手が回 らないため取 扱品 目は野菜 のみ

____________⊥______._____________________________________________________一一____
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生産者は両者の団体 とも新規就農者であ り,条件 も大 きな相違は見 られないが,早起 き

鳥の会は一方の生産者がまず 88年に経営的 に脱落 し,もう一方の生産者 も健康 を害 して

90年 には提携 の中止に至 って い る.小規模 提携 の場合は生産者主導で成 立 している場合

が多いだけに,生産者の都合が産消提携 の継続性 に大 きく影響 す る.

⑤神戸消費者クラブと芋煮会 の提携

この両者の提携は県内では もっとも新 しい ものの一つであ る.生産者団体 ,消費者団体

ともにその団体成 立も新 しい.特 に,消費者 団体 は会員全員出資の株 式会社形態 を とって

いる.近年に成 立 した数少ない提携であ るというだけでな く,注 目され る事例であ る.

提携成立の契機 は,既 に宝塚 の生産者 と契約 していた消費者 クラブが高齢 による生産者

の離脱 によって新たな生産地 を探 していた時期 と,南光町での有機農業の活動が実績 を上

げつつあった時期が一致 したことによる.共 同出荷のために 27名の生産者が団体 を組織

し,消費者 クラブも従来の契約栽培ではな く産消提携 とい う関係構築 を模索 す ることとな

った.そのため ,野菜 を購入す る消費者に対 して品 目別注文 と品 目選定 を生産者に任せた

季節野菜のパ ック注文 とい う選択肢 を提供 してい る.

このパ ック注文は ,他の産消提携 と同様 の出荷品 目と数量の決定を生産者 にまかせた方

式であ るが,特徴的な ことは,人参 ,玉葱 ,ジャガイモ とい った基本的な根菜は注文制 と

し,それ と重複 しない季節野菜 をパ ックで供給 してい ることであ る.消費者 の満足 を考慮

した方法であ り,他 の提携 団体 にも応用可能 な注 目すべ き方式である.

この様 に注文方式が異な り,同会の野菜取扱実積 は世帯毎の価額 を割 出 して他の提携 と

比較することは適 当でないため ,表 3として別 に掲 げる.

現在 ,会貞総数 1150世帯 の内,野菜購入者は品 目別注文が約 300口,パ ック注文

が約 160口となっている.' 93年度の野菜取扱高は 733万円であ る.また,小売価

格は,出荷単価 の 33%(内物流 5%)で算 出されている.

生産地であ る佐用那南光町か ら,神戸市全域に会 員が散在 している消費者 クラブの集荷

セ ンター までは 90分程度の距 離であ るが ,物流は専門の業者 に依託 してい る.そのため,

どうして も収穫 か ら消費者の手 に届 くまでに一定の時間的 ロスが発生 し,品質劣化等の問

題の原因 となってい る.
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表 3 神 戸消費者 クラ ブの取 扱 実績

~~~~~~T~~一一~~~~T~~~~~~~~~T~~~~~~~~~

月 l出荷額 l農 家平均 11a当た り

----一一十----一一+--一一一-I--トー一一一1-

114190001 220521

213720001 474371

3】5440001 69370i

4 15560001 70900i

5t7750001 98827I

6-8430001 1074981

7L724000‡ 923231

9‡6940001 88498110t583000】 74343】

lli663000壬 845451

2

7

1

2

1

8

9

7

8

3

0

5

1

9

5

3

0

5

5

4

5

1

5

4

8

4

6

7

2

6

8

0

6

9

4

7

2

2

3

3

5

5

4

3

4

3

4

4

一一一一一一十一一一一一一一一十一一一一一一一-1---------

合計 t7334000I 9352211 49221

-----1-------4-------1-----ll-

平均 t611167I 77935I 4102

______⊥________⊥_________⊥_ー________

注記 1)5月決算 のため6-12は前年度

2)平均作 付 面積 7.8a

3)参加農 家数 27

4)内野菜 出荷 者 19

3節 産 消提携 の形態別特徴

以上で確 認 され た もの以外 も含 めた兵庫 県 の約 20の産消 提携 の実践 事例 につ いて ,そ

の特徴 を整理 す ると表 4の よ うにな る.
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表 4 産消提携 の規模別特徴

~~~~一一~~~-~---T--~~--I--I---------~~~~~~-----~~~~~~--------

大規模 提携 l消費者 300世帯前後

------I-------+--一一一一一一一-I------------一一--一一一一一一一一一一-A

提携形態 l産消 ともに団体 を形成

生産 の特徴 l各部 門に特化 (野菜 ,栄 ,節)

流通の特徴 l専門業者 に依 託

消費の特徴 t注文品 目 ･口数 の管理 は消 費者側 で専従者配置

------------4------------I--------------I----I------I

中規模提携 l消費者 150世帯前後

----I---I----一十-----一一一---一一-一一一一一一一一一-一一一一----一一一----

提携形態 l産消 ともに団体 を形成 ,も しくは生産者は個別

生産の特徴 l多品 目栽培 (野菜 ,米 ,卵 )

流通 の特徴 】生産者 ･消費者の会 員が有償 で担 当

消費の特徴 】注文品 目 ･口数 の管理 は消 費者側 で専従者 配置

---一一------4---------一一一一1--------------一一一一一一一一一一一一一一一

小規模 提携 l消費者 50世帯前後

---一一----一一一一一十一一一一一一一一一-一一一1--------------一一一一一一一一一一一一一---

提携形態 【産消 ともに個別

生産 の特徴 】野菜 のみ多 品 目栽培

流通の特徴 t生産者 に委託

消費の特徴 l予約 口数 の管理 等は生産者任せ

___________-_J.____________________________________________

注)規模 は消費者 団体 の構成 員数 ではな く,野菜購 入者数 に よる

提携規模 毎に生産 の特徴 が異 な るこ とは ,規模 の経 済の存在 を示 してい る. しか し,提

携 が分離独 立を重ね ,現在 1000人を越 え る提携 が存在 しない ことは ,組織維持 の面に

おいて規模 的な上限があ ることも示唆 して い る.これは,第 1章で確認 され た有機農産物

におけ る情報の非対称性 を解消 す るための ,いわゆ る生産者 と消費者 の ｢顔 の見 え る関係｣

と,消費者 団体 内部 での組織 の意思決定へ の参画意識 を保持 で きる規模 を示 すもの とも言
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える.

さらに,先に図 1と共に掲 げた図 2は ,図 1のデー タを年 間の野菜購入パ ター ンと して

示 しめ した ものであ る.比較 のため同年 の一般家計の生鮮野菜 支 出額 と年度 は異 な るが神

戸消費者 クラブの取扱額 を重ね ると,求め る会 ,菜 のはな,神 戸消費者 クラ ブが 同様 の変

動サイクル を描 き,姫路ゆ うき と一般 家計が類似 した変動サ イクル を描 くこ とが分 る.

各提携 の野菜取扱額 が有機栽培 による産 出サ イクル を表 す もの とすれば , ｢姫路 ゆ うき｣

だけが有機栽培 に適合 した受容 を して いない ,も しくは有機 栽培 であ りなが ら,一般 の消

費サイクルに適合 した産出を実現 した と考 え られ る.

以上の様 な産消提携 の成 立の背景 ･要 因は本論 の第 4章 ,第 5章において考察 され るが,

一般的 な外部要 因 としては ,食 品の安全性 を阻害 す る環境 要 因の存在 ,及び既婚女性 の外

部就業機会が少 な く当然就業率が低 い とい う,当時の社会的状 況の存在が挙 げ られ る.秩

婚の女性 が問題 を認識 し,社会 と関わ りを持 たざるを得 ない領域 があ り,安全 な食品 を求

め る運動がその間産意識 とを表現 する場 と成 り得 た と言えよ う.

4節 むすび

前述の様 に, 日本の有機農業 は ,有機 農業運動 と して展開 して きた 日.っ ま り,有機農

産物は運動 の媒介物であ り,運 動 の理念 を理解せ ず ,安全 な食 品であ るとい う商品属性 の

み を切 り取 って購入 しようと して も不可能 で あ った . しか し,有機農業 の社会的意義 を理

解 する以前に,食 品や農産物 に対 して安全性 を求 め ざ るを得 ないような社会 的状 況が発 生

し,同時 に,就労構造の変化 に代 表 され るよ うな ,消費者が運動 を理解 した として もそれ

へ の参加 を困雑 にす るような社会環境 の変化 が現れて きた .

例 えば ,神戸消費者 クラブの会 員には他 の産消提携運動 の経験 者が多 い .それ ぞれの家

庭事情 が他 の提携 団体 の方式 に適合 しな くな り,随時注文 ,宅配制 を必要 と したのであ る.

産消提携 団体 には業務 専従者が少 な く,参加 者がその業務 を引 き受け るか ,その業務 を省

略 することの不便 を引 き受 けざ るを得 ない こ とが多 い.その両方が不可能 な場合 は ,それ

を金銭的 負担 に置 き換 えて引 き受けて くれ る組織 を求め るこ ととな る.

神戸消費者 ク ラブはそ う した需要に応 え,かつ ,消 費者 に生産者 との距 離 間を感 じさせ

ることのない取 り引 きを行 って い る.任 意 団体 の形 を した会社組織 ではな く,株 式会社の

形 を した提携 団体 の一形態 とな ることを志 向 してお り,新規 の消費者 だけで な く,生産者

との提携運動 を意識 す る消費者 にも参加 しや すい姿勢 であ る といえよう. しか し,こうし
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た姿勢 を とることので きる条件 として ,代表者の リーダー シ ップの存在が大 きく,既存の

市場流通団体に一般 に適応可能 な方式であ るとは言えない.

しか し一方で ,生産者 も しくはそれ以上に農業 の継続が死活問題 とな る山間地の行政や

農協 といった営農推進のための諸機 関に とっては ,有機農業 は生産者の営農 意欲 を刺激す

る要素 を持 ったもの として捉 え られ るようになって きた.この ,生産 ･消費双方の構造変

化 によって有機農産物市場 は現在形成途上にあ り,流通形態 も多様化 してい る.産消提携

による有機農産物流通の試行錯誤は,こう した市場形成に大 きな影響 を与え るもの と思わ

れ る.

注1)足立恭一郎 ｢有機農産物の基準作 りに関す る一考察｣ 『農総研季報』No.4,農業総合

研究所 ,1989年 12月.
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第 4章 産消提携 による価格設定の特徴 と流通機能

1節 本章の 目的

有機農産物の市場流通に関す る最大の難点 は,表示通 りの内容 を保持 す ることと表示 と

実質 との一致を確認す ることの困難 さであ る日が ,提携 とい う形態 をとることによって生

産者 と消費者が特定 され,供給 され る農産物 の品質 とそれに対す る一定 の需要を相互に保

証 し合 うことが可能 となる. しか し,産消双方の特定 によって質的な保証は可能 とな るに

しても,それによって供給の過不足や生産者所得 の減少または不安定化 とい った リスクが

伴 うこととなる.従 って産消提携 によって ,市場では困難な有機農産物の流通が実現 する

ための必要条件 は整 うであろうが ,提携成立後の運営方法が問題 とな るはずであ り,一般

の関心のもたれ るところで もあ る.しか しなが ら,有機農業や産消提携 の意義や理念 につ

いて言及 された論考は多いが ,実際に産消提携 によって流通 している有機農産物の価格や

数量を把握 した もの日はほ とん どみ られない.

そこで この論考においては,詳細なデータを伴 って記述 され るのことの少なか った産消

提携の実態 を明 らかに し,提携 の果た してい る機能 を実証す るために,有機農産物の価格

形成 とその価格 に対応 した消費者行動の面か ら考察する.これによ り,従来 よ り観念的に

説かれ るきらいのあ った産消提携 の意義 とその実際の成果 を実証的に明 らかにすることが

で きると考える.具体的には ,実態調査 によって得 られた産消提携 団体 の設定価格 ･取扱

額 を,小売物価統計 ,農村物価統計及び家計調査年報 におけ る各該当数値 と比較 す ること

によって提携の実態 と機能 を分析 する.調査対象 としては,兵庫 県有機農業研究会 として

穏やかなネ ッ トワー クを形成 しなが らも,価格設定や需給量調整 に様 々な方式が見 られ る

同研究会 に参加 す る産消提携 団体 ,及び県内でも研究会未参加 の団体 を取上 げる.

2節 提携価格 の特徴 と機能

(1)提携消費者価格 の市場小売価格 に対 す る有利性

表 1,表 2は ,産消提携 を通 じた共 同購入で取 り扱われてい る野菜 の内か ら 10品 目杏

選び,一般市場流通におけ る小売価格及び生産者価格 と比較 したものであ る.対象品 目は,

根菜か ら大根 ,玉葱 ,人参 ,結球野菜か らキ ャベ ツ,白菜 , レタス,果菜か ら茄子 ,キュ

ウ リ, トマ ト,軟弱野菜か らは法蓮革 を選び 10品 目とした .毎年の家計調査年報か ら推

計すると,この 10品 目で生鮮野菜に対す る家計支出額の約半分 を占め る.また提携価格

は,兵庫県内において価格設定 方法の異 なる (次節参照)産消提携 団体か ら代表的な団体
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を選んで取上 げて い る.比較 の参考 まで に,産消提携 以外 の市場外流通の形 態 と して ,冒

然食品店等の店舗 で販 売 されて い る有機 野菜 の価格 も示 した3).

価格 比較 にあ た っては,あえて各品 目の出荷数量 に応 じた ウエ イ トをか けず,算術平均

による値 を採用 した.市場流通 においては ,価格 が数量調整機能 をもち,価格 と数量は常

に一体 と して捉 え られ るが ,提携 にお いては ,出荷 品 目 ･数 量の決定 が生産 者に任 されて

お り,生産者は消費者の予算制 約 を満足 させ ることを 目標 に供給活動 を行 う.つ ま り,坐

産者 ･消費者 ともに各品 目の単価 に応 じた調 整行動 を とるわ けではないため ,加重平均の

値 によ る比較 は意味が ない と考 え られ るためであ る.

表 1 産消提携 と市場 流通の消費者価格 単 位 円/kg

------~~--T--I---~--T~~~~~~一一--~~~~--~-I-~~~~-~II-I-~~T--~-~~-~~~-I-I--I

品 目 l市場 流通 l 求め る会 姫 路 ゆ うき 菜 のは な lボ ラン 陽 光会

-一一一-----十一一一 一 一-一一-十一---一一一--I--------1一一一-一一一一一一一-1一十- ----------一 一---

大根 1 159

玉葱 1 191

人参 1 292

キャベ ツ 1 159

白菜 I 119

レタス 1 359

法蓮華 1 490

茄子 1 565

胡瓜 1 505

トマ ト 【 464

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

3

1

5

3

3

3

3

8

1

1

3

2

1

3

3

3

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

2

1

6

2

7

2

1

7

1

1

3

2

1

3

3

3

2

3

7

6

3

2

5

7

0

7

6

3

4

4

9

5

9

9

7

0

4

6

1

2

2

2

1

2

3

3

2

3

170 290

200 330

250 650

170 400

170 290

170 330

625 750

400 [440〕

367 400

450 [420]
-一一一一一一一十 1---I-I-一十 一一一一一一一一一---一一一 - - - - --一一一一一一一一一一+-----一一 -一 一-一一一

平均 1 330 i 268 25 9 272 L 297 430

E (100) t (81) (78) (82) I (90) (130)

__________⊥_________⊥ー_-____ー_________________________⊥____-____________

資料 :市場流通 は ,1989年 『′｣､売物価統 計』 の神 戸市の小売価格 の内,その品 目が

提携 で 出荷実績 のあ る月のみ抽 出 して平均 した .その他 は聞 き取 り調査 によ る.

[]内は推計 .
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表 2 産消提携 と市場 流通の生産者価格 単位 円/kg

~~~~~~-~~--T-------~~T--ll------~~~--I-----~~~~--------T~~---------------

品目 L市場流通 l 求め る会 姫路ゆ うき 菜 のはな 】ボ ラン 陽光会

---一一一一一一一I----I---十一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一---一一一一一一一一-Il------I---I----

大根 1 59

玉葱 1 69

人参 i 86

キャベ ツ t 79

白菜 1 45

レタス 1 175

法蓮革 1 285

茄子 i 245

胡瓜 1 173

トマ ト 1 190

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

6

0

8

2

0

0

0

0

5

1

1

3

1

1

3

3

3

2

3

5

4

8

9

4

8

3

8

9

3

3

4

8

8

4

8

3

8

8

3

1

1

2

1

1

2

3

2

1

3

0

o

o

0

0

0

O

0

0

0

2

0

4

0

6

4

0

5

0

0

1

2

2

2

1

2

3

2

2

3

102 200

120 200

150 300

102 200

102 [200]

102 200

375 400

240 [300]

220 250

270 [250]

一一一山一ーー- -十 -H H-一一+--一一一一-----一一一一一----一一一一一一-----4-----一一一一一一一一一一一

平均 t 136 1 238 233 221 E 178 2 50

1 (100) l (175) (171) (163) 】(131) ※(184)

___________i_________i_________________________________i_________________

資料 :市場流通 は ,1989年 『農村物価賃金統 計』 の全 国平均価格 の内 ,その品 目が

提携 で出荷実績 のあ る月のみ抽 出 して平均 した .その他 は聞 き取 り調査 によ る.

[]内は推 計 .※陽光会 のみ卸売価格 .

表 1の市場流通 とな って い る欄 は,神 戸市 の月毎の小売価 格 か ら提携 にお いて 出荷実績

のあ る月の価格 だけを抽 出 し,年間の平均 を とった ものであ る.有機農業で はほ とん どが

露地栽培であ るため ,出荷実績 があ る期 間は ,その野菜のいわゆ る旬 にあた り,これは市

場 では年間 を通 じて最 も価格 が安い時期 に相 当す るはずであ る.

ます,有機野菜 は高い とい う従来の評価 に反 して ,提携 の消費者価格 が市場 の小売価格

よ りも低 い ことに注 目 したい.胡瓜 の市場価格 502円に対 して ,提携価格 はそれぞれ 2

lo門 , 235円 , 246円 と,果菜類 は どれ もほぼ半額 で あ る.品 目毎 にみて も提携価
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格 が市場 価 格 を上 回 るもの は少 な く,確 実 に提携 の 方が高 い とい え る もの は 人参 , 白菜 ,

キ ャベ ツ くらい で あ る. 10品 日の平均 で は 市場 価 格 を 100と した場 合 ,提携 価 格 は 7

8,81,82とすべ て の提携 にお いて低 くな って い る.一 方 , ｢陽 光会 ｣ 経 由の店 舗販

売価格 は市場価 格 の 3割増 とな ってお り,従 来 の 一般 的 な評 価 を裏付 け る結 果 とな って い

る.同 じ店 舗販 売 で も ｢ボ ラ ン｣ は 1企業 で は な く,八 百屋 の連 合体 の形 態 を とって お り,

流 通 マー ジ ンが低 く設定 され る よ うに取 り決 めが な され て い るため , この 2着 間 で相 違が

現 れて い る と思 わ れ る.

表 2の市場 流 通 の欄 は ,全 国 平均 の生 産 者価 格 で あ る.算 出 方法 は表 1と同様 で あ るが,

全 ての品 目で提 携 の価 格 が 市場 流 通価 格 よ りも高 い設定 とな って い る . また ,陽光会 だ け

は生産 者価 格 が調 査 不 可能 で あ ったた め卸 売 価格 を示 して い る.

表 3 流 通段 階 毎 の価格 割 合 単位 円/kg

-I-~~ー~~~1--~~~~~T~~~-~~~~~~~~T-~~~~~---I-T--~~~~~~~~-~T---~~--I-~~

価 格 l 小売価 格 l卸 売価 格 圭生産 者価 格 t取 扱 品

流通形 態 l(消 費者価 格 )事 I F

一一一一一---一一-一一一十一-一一一一一一一一一十一一一-一一一一一一十一一一一一一一一一一一十一一一一一一-一一一

市場 流 通 (神 戸 市 )I 330(100) i 162(49) r 136(41) t普 通野 菜

--- -T --------1----------十--------1----------4-I-------ll

産 l求 め る会 】 268(100) l 1 238(89) l有機 野 菜

消 トー一一一一一-一一+----一一-----1-----------トー-一一一-一一一十一一一一一一一一

提 E姫路 ゆ うき i 259(100) i t 233(90) t //

携 トーーー----一一十一一一一一一一一---十一一一---一一一-十一一一一一一一--一十一一一一一----

I菜 の はな t 272(100) l l 221(81) l //

-一一一一十一一一一一一一一一一一十-一一一-----十一一一Hl---一十一------一一一十-一一---I--一

店 tボ ラ ン広 場 1 297(100) I 208(70) r 178(60) l //

版舗 トー一一一一一一ー-十一一一一一一一--一一十一一一一一一一一--一十---一一------1---------I

売 l陽光会 t 429(100) 1 250(58) 】 不 明 l 〟

_____⊥___________⊥____________⊥___________⊥____________⊥___________

資料 :表 1,2よ り作 成 ,卸 売 価 格 は1989年 『ポ ケ ッ ト農林 水 産統 計』 流 通 段 階別

価 格 の削合 を適 用 した . ｢-｣ は そ の流 通段 階 を経 由 しな い こ とを示 す .
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表 3によって以上の相対割合 を確認 す るこ とがで きるが ,提携 の価格設定 の特徴 は生産

者価格 の高 さにあ るとい うことがで きよ う. しか し,提携 にお け る消 費者価格が市場 流通

の小売価格 よ りも低 く設定 されて いるこ とは流通段 階の省略 に よる経 費の差 であ ると一般

には考え られ る.そ こで まず,流通経 費の設定か ら提携の価格 を考察 した後 ,生産者価格

の設定 方法 を見て い くこととす る.

(2)産消提携 の流通経 費

市場 流通 にお け る生産者価格 は品 目毎 に大 き く異 な ってい るが ,その殆 どは流通経 費に

圧迫 され提携 よ りもかな り低 く,表 3で見 るように 10品 目平均 の小売価格 を100と した

場合 ,同 じく10品 目平均 の生産者価格 の割合は41であ る.提携 にお いては どの品 目もほ

ぼ同様 に,生産 者価格 の割合 は高 くな ってお り,消費者価格 の81か ら90であ る.但 し,疏

通経費の計算方法の違 いによって ,品 目毎の割合 は提携 団体 の間で も多少異 な る結果 とな

ってい る.端的 に言 って市場流 通 におけ る小売価格 に対す る生産者価格 の割合は ,提携 に

おけるそれの半分 に満 たない. このような価格設定 におけ る提携効果 とい うべ きものの要

因は,一つには表 3の空 自欄 にみ られ るよ うに卸売段 階の省 略 よ るものであ るこ とが分か

る.では省略 された段階で担 われていた流通機能 は提携 に よって どの様 に代 替 されてい る

のであ ろうか .

提携 における流通業務 に関 しては,基本的 には生産者が生産 に専念 で きるように ,消費

者が無償労働 に よって分担 した り,または専従者 を置 くか ,も しくは外部 に委託 しその経

費を消費者が負担 す る方法が多 い ようであ る.但 し,こう した業務分担 は消 費者 に とって

提携への参 入障壁 ともな りやすいため ,提携 団体毎 に様 々な方法が工夫 されてい る.

まず取扱経費の算定 方法 と しては,出荷額 の一定割合 を経 費 と して生産者への支払か ら

差 し引 く方法 と出荷額 に一定額 を上乗 せ して消費者が支払 う方法 ,及び 出荷 内容 にかかわ

らず 1回の配達 口数 当 り一定額 を出荷額 とは別 に消費者か ら徴 収 する方法等 が採 られてい

る4)が ,小規模 の団体 では野菜 の取扱経 費 を徴収 せ ず他 の取 扱商品のマー ジ ンや月々の会

費か ら充 当 して い るところもみ られ る.最終 的 な経 費率は 10- 20%であ る.表 3の市

場流通におけ る経 費率が 59%であ ることと比較 す ると提携効 果は非 常に高 い とい うこと

になるが ,節減 された費用のか な りの部分は消費者 の無償労働 によって負担 され た もので

あ るとも言え る.
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3節 提携価格 の設定の特徴

(1)価格 評価の基準

提携 の価格設定の 目的 と方法 は市場 の競争原理 とは異な り,まずその価格設定の 目的は

生産者の意欲 を引出すことと消費者の納得 を得 ることにおかれている.前節 では中間の流

通経費の削減による提携の消費者価格 の低減が確認 されたが ,提携の価格体 系の大 きな特

徴 は経費節減効果 よ りも生産者価格の評価 ,つま り生産の付加価値評価 の高 さであ る.こ

のような,本来的には競合関係 にあ るはずの両者 を同時に納得 させ るという困難な価格設

定 を可能 にするものが,提携参加者に共有 された価値基準であ る.つ ま り,提携 を成立さ

せ ることは,有機農産物の質 と有機農業の もつ社会的価値 ,及び有機農業へ の転換 に伴 う

リスクと負担増 を評価 する基準 を双方で共有 してい ることを確認することであ り,それに

よって業務 と経 費の分担について双方が納得で きる方法を採用す ることが可能 となるので

あ る.

生産の付加価値評価が どの様 になされてい るかを個 々の作 目の価格 か ら検討す ると,既

に結球野菜の相対的評価が高い ことが提携の価格設定の特徴 として見 られた .この ことは,

有機農法の特徴 を把握 し生産上の困難 を勘案 したものであ ることに起因する.つ ま り,

般市場の価格評価 の基準は まず第一にその時 々の供給量であ るが ,提携 にお いては作物の

生産方法 と労働投入量が評価 されてい るのである.また,一般 の市場 に流通 する野菜は商

品 としての差別化が難 しく,供給量以外 には外観 すなわちコスメテ ィックバ リューを評価

基準 とせ ざるを得 ない.

しか しなが ら,産消提携 においては消費者が提携 に参加 した時点で商品の差別化 は完 千

してお り,後は商品の供給が大 きな課題 とな ると考 え られ る.従 って ,提携 の価格 は農薬

や化学肥料 を排除す ることによる リスクが高 い作物ほ ど高 く設定 されてお り,有機農業へ

の転換の リスクを消費者 も負担 す ることと,生産者 によって供給 され る品 目を増やすこと

を目的 とした価格体系 となってい る.

言い換 えるな らば,有機農業への転換 は無農薬栽培 による虫食 い等の損傷 や,有機 質肥

料の肥料成分の不安定性のため不結球が現れやすい こと等 ,様 々な リスクを伴 う.提携の

価格体系は こう した転換 に伴 う リスク と労力負担 の増加 をを勘案 した独 自の もの となって

いる.この ことは,市場では比較的高価格 の野菜であって も栽培 Lやすいものは,提携で

は特別 に高い価格評価 を受けていないことで も明 らかであ る 51
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また有機栽培 では ,肥料成分 が均質で ない土壌 での栽培 を余儀 な くされ るため ,かつ少

量多品 目栽培のために,同一形状 同一質量の ものは少 ないが ,その ことで評価が低 くな る

ことはない.さ らに ,春菊 な どの軟弱野菜 は一般 の市場 出荷 向け栽培では ,生産者労働の

8割が出荷調整作業 であ るといわれてい る.提携 での 出荷 方法 には,市場 出荷の よ うな規

格毎の選別作業 がほ とん ど無 いため,市場価格 よ りかな り低 い価格設定 が実現 されてい る

ともいえよう. これ も,提携 に よって不要 な商品規格 を廃止 す ることで もた らされ た提携

の価格設定 の特徴 であ る.

(2)価格 設定 方式

以上の生産者価格 の評価基準 と目的の遠 い及び経 費の算定 方法 の違 いに よって ,兵庫県

下の産消提携 団体 の価格設定 方式 には提携 の成立時期毎に段 階的 な変化 が見 られ ,現在で

はおお よそ次の 4類型が認め られ る.冒頭か ら取 上 げてい る提携 団体 は各 々の成 立段 階 と

以下の類型 を代 表 す ると思われ る団体 か ら選択 した ものであ る.

①原則型

提携運動発足 当初 の 70年代 か ら精勤 を続 けて い る団休 に多 く採用 されて お り,生産者

の労働 の機 会費用 と しての労賃 を保証 す るこ とを 目的 とす る方式 であ る.実 際には 目安 と

な る作 目あた りの投 入資材及び投 入労働量 と生産地の標準労賃 か ら生産 費 を求め ,それ を

予想収穫 量で除 して単価 を求 め (日,それ を基礎 に栽 培 の難度 に よって他 の野菜 の価格 設

定 を行 ってい る.つ ま り第 1次生産費を補償 することで生産 者の所得保証 を 目指 す方式 と

考え られ る.

｢食 品公害 を追放 し安全 な食 べ ものを求 め る会 (表 中 :求 め る会 )｣ , ｢良いな食べ物

を育て る会｣等 で採用 されてい る.

② 市場型

提携運動 に地域的 な拡大が見 られ るようになった 80年代 前半か ら,地 方部市周辺で活

動 を行 ってい る団体 に見 られ ,先行 の所得保 証型の価格 を参 考 に神 戸市 と地 方都市 との市

場価格 の格差 を提携価格 に適用 す る方式であ る.

｢姫路 ゆ うき野菜 の会 (表 中 :姫路 ゆ うき)｣ , ｢相生ゆ うき野菜 の会｣等で採 用 され

ている.

③応用型

提携形態が多様化 す る80年代後半か ら活動 してい る団体 に採用 し姑 め られ ,直接投入
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資材費 と労賃 だけでな く減価償却 費も考慮 して価格 を設定 し,市場 出荷価格 を参考 に しな

が ら毎年見直 しを行 う.

｢有機農産物共 同購 入菜 のは なの会 (表 中 :菜 のはな)｣ , ｢大 日山クラ ブ｣等が この

方式であ る.

④ お礼 方式 (原則型の特例 )

出荷量にかかわ らず,一定 の金額 を生産 のお礼 と して支払 う方式であ る.関東 には採用

例 が多 いようであ るが ,兵庫 県下で この方式 を採 用 してい るのは ｢大地 の会 ｣のみであっ

た.お礼価格 は ,配達 1回 につ き 1口当た り 1500円であ ったが ,現在で は市場 型 に近

い方法 を採用 して い る.

4節 提携価格 の諸機能

(1)生産 者余剰の保証機 能

提携 の価格設定 の もう一つの特徴 に固定価格制 があ る.これは供給量 に伴 って変動 する

市場価格 の弊害 を克服 し,作付 と生産者の所 得 に計画性 を与 え,かつ端境期 を狙 った不 自

然な栽培 を排除 す ることを 目的 と した もので あ る.これによって ,適期適地作 とい う有機

農業の基本条件 を満 たす ことが可能 とな る. また ,供給量が 自然の天候 に左右 され るとは

いえ,毎年の出荷サ イクル になれた消費者 に とっては提携 の固定価格 は購入額 の 目安 とも

な る.この様 な提携 の固定価格 を市場 の価格 変動 と比較 してみ たい.

表 4は神 戸市 ,表 5は姫路 市の市場 流通の 小売価格 ,表 6は全 国平均 の市場流通の生産

者価格 であ る.それぞれ 1989年度 の統 計か ら各品 目毎 に各月の 10品 目平均の価格 と

通年平均の価格 を示 してい る. これ らの表 に よって市場流通 での年間の価格 変化 を月毎に

みてい くと,当然の事 なが ら消 費者価格 ･生産者価格共 に年 間 を通 じて変動 して い る.図

1によって ,これ らの価格 の関係 をよ り明確 に確認 す ることがで きる.姫路 市の小売価格

の動 きが常 に神 戸市 を下回 って い るが ,この ことか ら,提携価格 を神 戸市の ｢求 め る会｣

の 1割引 として い る ｢姫路 ゆ うき｣の価格 設定は根拠 の無 い ことではない といえ る.また,

供給量の変動が確実 に価格 に反 映 して い るもの とすれば,9月に消費者価格 が高騰 してい

ることか らこの時期が市場 での端境期 にあた るが ,逆 にそれ以外 の月は安定 してお り,市

場流通 システムの供給 安定性 はかな り高 い といえ る.但 し, この価格 は 10品 目の平均値

であって ,個 々の品 目の価格 変動が相殺 され た結果で もあ る.

10品 目の月間平均 を とって提携価格 との比較 を行 った ものが図 1であ る.市場 流通の
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表4 小売価格の年間推移 (神戸市) 単位 円/kg

出荷月 平均均平21110190076Rt一
品目 1月 2 3 4

9

1

2

9

9

9

0

5

5

4

5

9

9

5

1

5

9

6

0

6

1

1

2

1

1

3

4

5

5

4

5-7,ll-3

5-12,2

7-9,2

5-8,10-3

ll-2

4-7,ll-3

4-6,10-3

6-10

6-10

7-9

0

6

0

1

3

6

7

5

5

0

00
9

8

6

8

0

3

5

5

2

1

1

2

1

1

4

6

6

5

6

7

7

4

2

5

9

1

0

3

3

1

1

5

2

0

0

8

6

6

8

1

2

2

1

1

3

3

7

5

8

9

2

4

0

0

0

9

3

3

6

2

1

6

1

1

3

5

4

0

0

1

2

2

1

1

2

3

8

5

6

3

7

7

4

1

9

0

1

2

3

5

0

9

1

8

3

6

3

0

2

2

2

2

2

2

5

8

7

6

7

3

8

4

3

2

8

3

0

6

3

8

0

8

9

6

2

7

9

0

1

2

2

2

1

2

7

4

5

6

5

1

2

1

9

9

6

1

4

9

3

1

8

8

4

6

1

7

1

3

6

1

1

1

3

1

2

3

9

4

4

4

6

1

7

6

0

7

5

3

4

9

7

6

2

6

0

4

4

5

1

6

1

1

3

1

2

3

8

4
-
4

4

6

9

3

6

3

0

0

1

9

2

8

4

3

7

2

7

3

1

3

8

1

1

3

1

2

3

6

6

4

4

1

1

7

3

4

1

1

4

3

凸0

1

7

9

7

2

0

0

1

0

3

2

1

2

1

2

4

6

6

5

6

7

5

4

0

5

4

3

5

1

3

7

0

1

5

5

6

5

2

7

9

1

2

3

1

1

3

5

6

4

6

4

4

4

3

6

7

0

6

5

5

7

1

0

1

5

1

6

1

2

9

1

2

2

1

1

4

3

8

7

6

9

1

8

3

1

8

2

2

5

1

2

1

0

1

2

7

4

7

9

9

1

2

2

1

1

3

2

7

6

6

大根 147

玉葱 221

人参 225

キャベツ235

白菜 140

レタス 415

法蓮華 422

茄子 611

胡瓜 680

トマト 634

平均 373 356 387 371 383 360 356 370 514

単位 円/kg

資料 :1989年 r小売物価統計』より作成.

注)表中の出荷月は提携において取扱実績のある月のこと.

表5 小売価格の年間推移 (姫路市)

品目 1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均 出荷月 平均

3

8

4

9

4

7

7

3

5

3

3

5

0

2

9

5

9

6

5

0

1

1

3

1

3

4

4

4

4

5-7,ll-3

5-12,2

7-9,2

5-8,10-3

ll-2

4-7,1ト3

4-6,10-3

6-10

6-10

7-9

7

6

9

8

1

7

3

2

2

4

6

6

9

2

5

9

4

7

4

5

1

1

2

1

1

3

6

5

5

5

8

8

0

9

8

3

1

8

3

4

9

6

1

0

7

6

5

3

7

3

1

3

1

2

3

7

5

6

4

7

8

2

3

4

4

8

3

1

0

5

7

9

8

3

2

9

7

5

1

1

2

2

3

6

4

5

4

5

8

4

3

8

0

3

8

1

5

7

1

5

4

9

2

9

1

9

2

1

3

1

2

5

9

5

5

6

1

6

5

3

6

0

6

5

2

8

31

17

24

12

23

58

23

舶

55

45

-

7

7

3

5

3

3

7

3

1

00

9

5

5

2

0

7

7

4

5

4

1

1

3

1

2

3

9

3

3

3

1

9

8

3

6

6

3

3

8

2

6

3

3

1

6

3

3

2

8

0

1

1

3

1

1

3

0

4

3

4

1

2

0

0

0

0

7

3

3

4

0

17

日

36

14

16

35

75

51

46

舶

1

6

3

5

1

8

8

2

3

8

20

14

34

14

16

舶

58

55

47

5

0

4

3

9

7

0

2

2

1

6

00
8

6

1

3

8

0

7

5

2

1

1

2

1

1

3

5

5

4

7

5

6

3

0

3

0

7

5

2

8

4

7

5

9

3

3

9

3

9

6

1

1

2

1

4

2

7

7

6

5

2

8

7

1

0

8

8

3

6

7

9

7

1

9

7

6

8

8

3

1

2

1

3

2

6

7

6

大根 111

玉葱 210

人参 250

キャベツ205

白菜 125

レタス 398

法蓮革 468

茄子 568

胡瓜 686

トマト 501

362233992644634343日T凡叫JH
3743563153273053平均 352

資料 :1989年 『小売物価統計』より作成.

注)表中の出荷月は提携において取扱実績のある月のこと.
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表6 生産者価格の年間推移 (全国平均) 単位 円/kg

12平均 出荷月 平均=
リ
101Vh876品目 1月 2 3 4 5

9

9

6

9

5

5

5

5

3

0

5

6

8

7

4

7

8

4

7

9

1

2

2

1

1

5-7,1ト3

5-12,2

7-9,2

5-8,10-3

ll-2

4-7,1ト3

4-6,10-3

6-10

6-10

7-9

5

1

5

6

9

9

8

7

6

4

6

7

8

7

5

9

2

8

2

5

1

3

2

2

2

0

6

6

8

6

2

8

3

5

4

7

7

7

0

4

0

3

9

5

7

1

2

3

2

2

2

0

8

8

9

2

3

1

7

0

6

7

6

7

5

5

8

0

5

5

0

2

4

3

2

3

9

1

1

3

3

1

9

5

1

5

6

7

6

0

6

8

9

1

8

1

1

3

4

3

2

3

4

6

4

4

7

3

9

0

9

3

8

8

5

2

2

8

7

9

7

1

1

1

2

5

1

1

2

0

9

0

4

1

5

4

0

9

1

6

7

9

00
6

4

9

0

1

9

1

3

2

1

1

5

5

5

8

2

6

8

4

0

7

6

5

7

5

6

5

9

5

4

6

3

2

1

1

58

52

07

44

41

円

92

65

胡

5

1

2

2

1

1

6

6

1

0

8

9

7

0

0

3

4

6

2

5

3

2

3

7

6

4

1

1

2

2

1

2

0

3

7

0

2

0

9

6

5

3

8

8

0

8

7

9

9

0

2

8

1

1

1

3

2

2

3

4

4

3

2

7

1

3

7

1

7

7

9

7

6

4

8

5

1

1

2

1

3

3

3

7

1

0

1

9

4

3

3

6

2

5

7

8

6

3

2

2

0

7

2

2

2

3

2

3

大根 48

玉葱 71

人参 81

キャベツ 67

白菜 41

レタス 169

法蓮革 199

茄子 338

胡瓜 369

トマト 265

平均 165 166 179 163 136 123 133 142 192

資料 :1989年 『農村物価賃金統計』より作成.

注)表中の出荷月は提携において取扱実績のある月のこと.
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表 7 市場価格の長期的推移

生産者価格 M:市場,C:提携

年度 胡瓜 茄子トマト 白菜師へ小ツ､ウレンソ坤マネキ■大根人参 レタス 平均 町C比 姫路 求める菜の花
1977 136 156 130 21 41 135 61 41 69 105 90 2.66 238
1978 156 151 160 26 55 107 51 43 85 112 95 2.52 238
1979 180 168 149 75 72 272- 34 69. 89 185 129 1.84 238

1980 173 183 158 36 64 227 86 54 68 150 120【1.98 238 l
1981 167 184 201 30 43 191 125 45 91 120 120 1.99 238
1982 171 230 168 34 55 149 33 42 61 169 111 2.14 ■238

1983 186 203 199 48 74 276 83 68 97 179 141 1.68 233 238 1
1984 169 177 189 27 37 182 97 47 87 91 110 2.16 233 238
1985 184 237 219 44 73 251 28 60 72 179 135 1.77 233 238
1986 166 223 202 25 36 171 57 42 79 88 109 2.19 233 238 221
1987 190 203 215 40 64 248 48 57 89 154 131 1.82 233 238 221
1988 197 248 226 55 77 288 71 61 80 180 148 I.60 233 238 221
1989 210 249 243 43 52 295 71 59 90 138 145 1.64 233 238 221
1990 229 260 268 69 99 365 69 81 205 205 185 1.29 233 238 221
1991 260°315 290 60 81 365 67 70 121 177 181 1.56 270 281 264

年度 胡瓜 茄子トマト 白菜師へ小ツ＼ウレンソ マネキナ大根人参 レタス 平均 町C比 姫路 求助る菜の花
1977 335 413 411 111 137 433 150 170 225 345 273 0.98 268
1978 418 452 451 151 136 459 136 173 215 338 293 0.91 268
1979 456 504 470 141 109 541 145 167 273 381 319 0.84 268
1980 474 548 486 217 232 569 155 218 247 485 363 0.74 268 I

1981 461 520 481 150 154 605 259 193 309 474 361 0.74 5268
1982 429 528 464 151 154 508 153 160 228 394 317 0.85 268
1983 482 530 523 182 149 618 169 178 269 455 356 0.75 259 268
1984 466 520 482 176 181 552 235 206 291 397 351 0.76 259 268
1985 544 606 543 178 174 674 143 202 233 483 378 0.71 259 268
1986 455 551 528 158 164 562 163 170 294 407 345 0.78 259 268 272
1987 494 551 545 162 144 587 148 165 256 385 344 0.78 259 268 272'
1988 511 599 556 201 211 622 191 173 265 520 385 0.70 259 268 272
1989 555 655 620 183 161 637 196 180 280 406 387 0.69 259 268 272

1990 637 742 653 160 173 752 202 208 361 525 441 0.61 259 268 272.

56



図 1 消せ者価格の年間推移

10品目平均価格

㌦ 了 ＼ /

8･=二二 =8 =ユ ニ でふ てニ二二 さ て-==ニケ=- 二二15-二二二-=与ニーT= -=… 仁ニー=-8ここここや
十----一十一･日･一一十 一一- =一十一一一･一一一十一･-･･--+･一･･日 一十一-一一一一-+-一一日一十･HHH･十----十一･･-･･一+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月

口 神戸市 + 姫路ゆうき ○ 求める会 △ 菜のはな

図2 10品目平均価格の年次推移

市場価格/連携価格

197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991

□ 市場生産者価格 + 市場小売価格 ○ 提携生産者価格 △ 提携消賞者価格
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図3 有機栽培と慣行栽培の生産額
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図4 野菜に対する家計支出の年間推移
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消費者価格は,この年度で見 る限 り個 々の品 目の変動の大 きさに比 して相対的に安定 して

お り (後述参照 ),端境期の 9, 10月の高騰が 目立つ程度 であ る.この 10品 目の中で

の消費代替が可能 となっていることが伺 え る.これ に対 して ,生産者価格 の方は変動割合

が大 きく,生産報酬の保証の安定性は低 い とみ ることがで きる.

(2)市場価格の短期的影響排除機能

市場価格は,単年度 内の 10品 目の平均値 では相対的に安定 してい るとはいえ,個 々の

品目の変動は激 しい.生産者 も品 目毎に専門化 してい ることを考慮すれば ,価格 の変動が

生産者に与える不利益は大 きい .表 7,図 2の様 に長期的に両者 を比較 す るな らば ,提携

価格では,消費者には低位安定 ,生産者には高水準の価格維持 を実現 してお り,双方に大

きな経済効果を与 えている.

特に提携の生産者は,多品 目栽培 を行 うことによってさ らに所得の安定条件 を満たすこ

とが可能 となってい る.しか し,露地栽培 中心の作付 方法は ,季節変動の影響を大 き く受

けるため,所得 安定 の面においては提携 の価格効果は充分に発揮 されてい るとはいえない.

提携の価格設定 の 目的は生産費 も しくは所得 の補償 を 目指 す ものではあ るが ,短期的 な生

産者の所得の安定 をもた らすことは難 しいよ うであ る.

図 3は,慣行栽培 と有機栽培 の生産額 を示 してい る.慣行栽培は全国平均値 ,有機栽培

は姫路 ゆ うき野菜の会生産者の平均値であ り,それぞれ 10a当 りに修正 してあ る.慣行

栽培による市場 出荷額が,市場価格の上昇 に したが って増加 していることに対 して ,有機

栽培では出荷額 が価格以外 の要因によって変動 してい ることが分 る.市場 変動の影響を排

除 して も,所得 安定 をもた らすには価格機能 によ らない方法が必要 とな る (第 5章参照).

(3)付加価値再分配機能

一般 に産直 と呼ばれ る市場外流通は,生産者が流通業者 を介在 させ ることな く生産物を

直接に消費者に送 り届 けることを指 すことが多い .希少な商 品を取 り扱 う際 には ,商 品の

確保が消費者に とっての産直のメ リッ トであ り,産直による流通 コス トの低減分が生産者

に帰属 することも考え られ るが ,一般的な商 品の需要 を確保 す るために産直 を行 ってい る

場合は,低価格 による商品の差別化方法 と捉 え られ る.つ ま り,その差別化 の意味す ると

ころは ,消費者 に とっての中間マージンの排 除であ り,その コス ト低減分が消費者に帰属

することが消費者に とっての産 直のメ リッ トととなる.
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産 消提携 も形 態 的 には この流 通 方法 と似 通 って い るが ,既 にみ た よ うに消 費者価格 が市

場 流通 よ りも低 いだ けで な く,か つ流 通 コス トの低 減 が消 費 者 の無償 労働 に よって もた ら

されて い る部 分 が多 い に も関わ らず ,その低 減分 は生 産者 に帰 属 す るよ うに分配 され ,坐

産 者価 格 は市場 で の それ よ りも大 幅 に高 くな って い る.

この こ とは ,産 消提携 に.よ る産 直が 消 費者 に とって コス ト低 減 を 目的 と した もの で は な

く,提携 に よって ,有機 農 産 物 の希 少性 と農 業 労働 の生産 価 値 に対 す る消 費 者 の評価 を直

接 に生産 者 に伝 え る価 格 設定 を行 うこ とが可 能 とな って い るた めで あ る と言 え よ う.

有機 農 産 物 の 需要 者 は ,生 産 物 だ けで な く有機 農 法 とい うサ ー ビス を購 入 して い る と考

えれば ,生産 者 と消 費 者 を特 定 す る産 消 提携 とい う関係 の成 立 の必然性 も 自ず と理 解 され

る.産 消提携 は この よ うに ,そ の価格 設定 に お いて有機 農 業 自体 に対 す る評 価 を実 現 し,

市場 にお け る競 争価 格 に欠 落 した機 能 を補 完 して い るので あ る.

5節 産 消提携 に よ る共 同購 入 の実態

(1)生鮮 野菜 支 出の年 間推移

産消提携 を通 じた野 菜 の取 扱 額 か ら家計 の購 入額 を算 出 し,一般 の市場 流 通 に よ る家計

支 出 との 比較 に よ って ,価 格 機 能 の一 面 と して の産 消 提携 の 流 通 実態 を考 察 す る.

表 8,図 4は , 冒頭 か ら取 上 げて い る提 携 団体 の取 扱実績 を示 した もの で あ る.家 計調

査 年報 に表 れ た生鮮 野 菜 に対 す る家計 支 出額 を一般 店 舗 の利 用 に よ る購 入額 と して ,提携

で の- 口 当 り購 入額 と比較 した . これ に よ る と,一般 家計 の 月平 均支 出額 は約 6千 円 ,提

携 に よ る共 同購 入 で は ｢姫 路 ゆ う き｣ で 4千 円 , ｢求 め る会 ｣ は 8千 5百 円 , ｢菜 のは な｣

は 8千 円 とな って い る.出荷 最 盛 期 の菜 の花 会 の実績 は , 1万 2千 円で あ り,同 月 の市場

で の支 出は 6千 円で あ る.

市場 で の購 入額 は提携 に比 して年 間 の 変動 幅 が 小 さ く,購 買行 動 は 一定 の 予算制 約 に従

って行 わ れ て い る こ とがわ か る . これ に対 して ,提携 で の購 入額 は ,野 菜 の旬 に従 って変

動 して い る.特 に ,春秋 の端 境 期 の落 込 み が 激 し く,夏 冬 の増 加 が著 しい .従 って ,結 果

的 に予算制 約 が績 くな らざ るを得 ない . しか し,合 計金額 で は市場 で の購 入 額 を月額 で 2

千 円上 回 る程度 で あ る.また , ｢姫路 ゆ う き｣ で は市場 で の 予算額 を 3割程 度 下 回 って い

るが ,表 3の価 格 の相 対割合 をみ る と , ｢姫 路 ゆ う き｣の価 格 設定 は市場 価 格 の0.78で あ

るので 量的 には 上 回 るこ とが 予想 され る.そ こで さ らに ,需 要 に対 す る充足 度 も し くは消

費者の 予算適合 行 動 に対 す る提 携 に よ る行 動 制約 とい う面 か ら提携 の特徴 を考察 す る.
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表 8 生鮮野菜 の購入額 単位 円/世帯

------T-~~----~~~~~~~~T1---~ー~一 一~~~~~~T~---~---~~~~~--lT-~~~~~~~----~~~-

月 I一般 家 計 I 求 め る会 l 姫 路 ゆ う き I菜 の はな

-一一一 一 十 一一一- -一一一一- ---+---一一一一一--I----十 一一一一一一一一----一一一+一一一--I---I-----

1 1 4,740 (100)1 6,636 (140)

2 】 4,955 (100)1 6,606 (133)

3 暮 5,801 (100) 1 5,653 (97)

4 E 5,976 (100) 1 4,899 (82)

5 】 6,650 (100) 1 9,298 (140)

6 1 7,024 (100) 1 7,792 (111)

7 F 6,222 (100) I ll,542 (186)

8 L 5,925 (100) J 9,490 (160)

9 E 6,73 7 (100) i 8,208 (122)

10 r 7,10 7 (loo) i 9,913 (139)

11 1 5,593 (100) I 10,496 (188)

12 1 6,685 (100) 1 10,928 (163)

3,488 (74) i 8,717 (184)

3,286 (66) 1 7,514 (152)

3,392 (58) 】 6,257 (108)

2,875 (48) 1 6,050 (101)

4,239 (64) 【 8,881 (134)

4,908 (70) 1 10,140 (144)

4,352 (70) 】 12,045 (194)

5,101 (86) 】 5,912 (100)

3,607 (54) 1 7 ,433 (110)

4,388 (62) 1 6,743 ( 95)

5,148 (92) F 8,254 日 48)

6,110 (91) 【 9,004 (135)

一一一一一 十 -I-I--------- -ト -----------一一一一十一一一一一一一一一一 一一一一 一十一一一一------Ill

月平均 1 6,118 (100)1 8,455 (138) 壬 4,241 (69) i 8,079 (132)

週平均 F 1,412 (loo) i 1,951 (138) 1 998 (69) i 1,879 (132)

年合計 1 73,415 (100) I 101,460 (138) 1 50,893 (69) 1 96,949 (132)

______i________________i________________J.________________i________________

資料 :一般 家計 の購入額 は1989年 『家計調査 年報』 の全国平均値 ,提携 は聞 き取 り

査 に よる平均値 .

(2)購入行動 におけ る提携の特徴

表 8を詳細 に検 討 す ると,年 間の月平均支 出で一般 家計 は 6118円 , ｢姫路 ゆ うき｣

は 4241円, ｢求 め る会｣は 8455円, ｢菜 のはな｣は 8079円であ り,1口当 り

の出荷額 に上限 を設 けてい る ｢姫路 ゆ うき｣ を除 いて , ｢求 め る会｣は約 4割 , ｢菜 のは

な｣で 3割程度 一般 家計を上回 ってい る.有機農産物 の価格 は通常野菜 の 2,3割高 と言
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われる根拠が ここにもあ るか も知れない.

一般家計の平均支出額 を,その時々の需要量 も しくは,予算 と考え ることがで きる.こ

れを上回 る消費 を実現 してい る提携団体 と,予算線 よ りも低 い実績 しか持 たない提携 団体

があるが,この主な理 由は供給側 の条件 ,つ ま り,殆 どが露地栽培であ るという生産方法

上の制約 によるもの と考え られ る. しか し,予算線 を下回 ってい るのが , 1回の配送毎に

1口当た り1500円の出荷制限 を設けてい る ｢姫路 ゆ うき｣であることは ,消費者の負

担 を和 らげるための規制が生産者側 に働 いた結果 ともいえ る.

また,共同購入の額 は絶対額 として消費者の予算を圧迫 す る程 ではない と思われ るが,

季節毎の変動割合は非常に高い .図 4に示 され るように,出荷の最盛期 には ｢求め る会｣

｢菜のはな｣の需要充足率は,前述の ごとく一般家計の 2倍近 くにもなる. ｢姫路 ゆ うき｣

の相対比は低いが ,前述 したように提携 の価格設定 は市場 よ りも低 くなっているため ,量

的には多 くなっていることが予測 され る. しか し,また逆 に,市場においては価格 変動が

激 しく,それによって消費量は変動す るわけであ るか ら,消費者は経済的には最適であっ

ても生理的に最適 な消費量の購 入をつねに実現 してい るわけではない.見方 をかえれば,

提携による供給は市場でも価格 さえ折 り合 いがつけば消費す るはずの量 を満 た してい ると

もいえるのであ る.

提携 の制約による出荷制限が供給量 を押 し下げるか,も しくはその予算内で品 目を充実

させ,結果的に有機農業に必要 な多品 目栽培 を実現 す るかは ,両者が予算制約の意味合い

をいかに理解す るかにかか ってい る.

例 を挙げれば , ｢姫路ゆ うき｣の場合 出荷額は低 いが,出荷品 目は ｢求め る会｣ とほぼ

同数の約 80種類であ り,県内の団体の中ではかな り多い方であ る. ｢姫路 ゆ うき｣以外

の提携では,作付 け分は全量引 き取 りを原則 としてい るため ,結果的に供給 量=需要量 と

なって しまうが ,提携 の出荷額 が市場流通での平均支出額 を上回 る部分 を,需要 を引 き出

したと見 るか,供給 を押 しつけた とみ るかは意見の分かれ るところであ ろう.

しか し, ｢求 め る会｣が 17年の実績 を踏 まえ活動 を継続 していることは ,会員の交替

を考慮 しても,消費者が経験効果 ,学習効果 によって有機農業 の露地栽培 に特有の供給の

変動に適合 した消費技術 を獲得 し,野菜の購入を継続 してい ると考え られ る.

つま り,産消提携は新 しい需要量 と消費形態 を創 出 してい ると捉 え ることがで きるので

ある.
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6節 むすび

以上によって ,有機農産物の価格形成 と消費者の購 買行動 に対 する提携効 果を確認する

ことがで きた.産消提携は独 自の価格体系 を形成 してお り,それは有機栽培 の特質 を評価

しその リスクを補償 す るものであ るが,提携 の消費者価格は市場価格 におけ るそれ よ りも

低 く設定 され ることが多 く,消費者の納得 を得やすいもの となってい る. しか し,出荷量

は生産者の判断 に任 されてお り,出荷総額 は生産者の所得 を保証 する結果 となってい る.

このように各提携 団体は,生産者の意欲 を促 し,かつ消費者の納得 も得 られ る価格 を維持

するために,試行錯誤 のなかで様 々な量的調 整を可能 にす る独 白の方法 を確 立 してお り,

自立 したシステ ムとして機能 していることを認め ることがで きる.

この ことは, ｢組織原理は数 量調整機構｣ 8)であ るという指摘の通 り,市場 システムが

量に対する価格調整 という方法 を とるのに対 して ,産消提携 は協定 された価格 に基 づ く量

的調整 とい う方法 を とることに一つの根拠があるといえる. しか し,産消提携 を企業組織

と同様 のもの として捉 えることが可能 であ るか どうかは,慎 重な分析が必要 とな る.単な

る組織原理 だけが ,産消提携 の経済効果の源泉であ るな らば ,既 に多 くの一般企業が有機

農業や共同購入 をその事業領域 に取 り込んで しまっているはずである.

つま り,市場 における競争原理 は参入 ･退 出が 自由であ り,行動を制約す るのは価格 ･

供給量 といった市場条件であ るが,組織原理 には参入及び退 出に共通の 目的 も しくは価値

基準の共有 とい う制約があ り,退 出に関 して規制が働 きやすい.これに対 して,提携 の原

理 と言 うべ きものは,参入に条件的な限定はな く退 出も自由であ るが ,参入時にあ る種の

意思決定 を強い る.

産消提携の成 立理念か らいってその 目的は ,個 々の消費者会員の参入動機 に関わ らず,

有機農業の存続条件 を整え るこ とにあ り,生産物の購入はその方法 としてあ ると考え られ

る.このため,産消提携の価格設定が以上の効果 を有するのは当然の ことではあ るが ,皮

面,提携 という関係性 を受け入れ ることによって ,消費者 に とっては購買行動以外の生活

様式にも規制 を発生させ ることとなる. ｢消費者に とっての有機農業運動は ,参入退 出の

自由は保証 されているが,参入時に多少厳 しい意思決定 を強 い る｣のであ る.

しか しなが ら,この様々な行動規制は経営組織 の様 に権威 の受容によって生 じるのでは

な く,生産者 と消費者の対等な関係か ら発生 するものであ る.市場競争の結果は様 々な矛

盾 を産み ,生産の現場か らは有機農業 を駆逐 する結果 となったが ,提携 の関係性 に規定 さ

れた行動制約は ,この様 な ｢人間の市場行動 の盲 目性｣に与 え られた明確 な規範であ ると
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もいえるのであ る.

以上の ことは ,既 に指摘 した店舗流通の形態 を含めて,稿 を改めて組織 の 目的 とその在

りかた,及び組織構造 とその規制力か ら考察 されなければな らない.

注1)有機農産物需要の増大傾 向にも関わ らず ,消費者の求め る無農薬 ･無化学肥料 による

農産物の市場流通は増加 して いない. ｢いわゆ る有機農産物｣の市場流通量は増加 して

いるものの,内容の確認方法が確立されて いないため,いたず らにラベルのみが増 えて

いる状況であ る. 89年度の大田市場での取扱野菜の 6割が ｢有機 ･ ･｣ とい う名称

を冠 しているとい うエ ピソー ドが朝 日新聞紙上に紹介され た.

また,無農薬の表示のあ る野菜か ら農薬が検 出された とい うニュースは何度か紹介さ

れてい るが,最近では1992年 5月 12日の朝 日新聞紙 上において東京都立衛生研究

所の検査 によ る,無農薬表示の作物の農薬検出率 22%,一般作物の農薬検 出率 30%

と大差 な しとい う結果が掲載 された.

2)保田茂の諸論考における分析 ,及び古沢広祐 の研究 (『共生社会の論理』学陽書房)

における一団体二品 目についての価格比較 があ る.

3)京阪神間で店舗販売されて いる有機野菜 は殆 どが ここで取上げた ｢陽光会｣ と ｢ボラ

ン広場｣の 2団体 を経 由 してい る.陽光会 は陽光産業が集荷 と卸売を担 当する営利企業

であ り,小売価格 は販売店 の任意設定であ る.ここでは 1店舗のみの例 を挙げた.ボラ

ン広場は ビオマーケ ッ トとい う集荷 ,卸売機関を有 してい るが全体 の運営は小売店が集

団で行 い,出荷価格 と生産者 6,ビオマー ケ ッ ト1,小売店 3の分配割合 も公表 されて

いる.従 って小売価格は参加店舗同一設定 となる.今後の有機農産物流通 の多様性 を示

すもの として この両者は異な った形態 として取 り扱 う必要があろう.

4)例 えば ここで取上げてい る ｢姫路 ゆ うき｣は出荷額か ら 1割 を引 いて生産者への支払

い とし, ｢求め る会｣はkg当 り35円を生産者価格 に上乗せ して消費者が支払 う. ｢菜

のはな｣は内容量にかかわ らず 1口当た り370円を配送費 として消費者が支払 うこと

となっている.

5)｢求め る会｣で基準 とされ た作 目はホ ウ レンソウ,バ レイシヨ,ニ ンジ ン, 大根 ,

カボチ ャであ る.ホウレンソウ,バ レイシ ヨの試算例については保 田茂 ｢有機農業 にお

けるコス ト引 き下げの可能性 ｣ 『農業 と経 済』'79年9月,423~参照 .

例 えば提携 においては単一品 目の消費規模が小さいため ,多品 目出荷 によって一定の
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生産規模 を確保 す る必要があ る.また農 家 が特定 され るため ,少品 目の栽 培や季節作の

み とい った営農形態が とれ ず ,野菜 の周年栽培 ,周年供給 が必要 とな る. これ らの要因

か ら,提携農 家は年間 50品 目以上の栽培 ･出荷 を行 ってお り,結果的 に有機農 法の基

本であ る多品 目栽培 を実現 す ることとな ってい る.表 1, 2には示 して いないが ,タ-

サイやズ ッキーニ ,食用菜 の花 の よ うに供 給量が少ない もの も,価格 は小松菜等の一般

葉野菜 と同額 であ る.

6)青木 昌彦 『企業 と市場 の模 型分析』岩波 書店 ,1978年,p6.
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第 5章 有機農業運動 におけ る産消提携 の多様化 とその要因

1節 本章の 目的

近年 ,消費者だけでな く市場 関係者 においても有機農業 に対す る関心が高 ま り,有機農

産物の一般市場流通が求め られ るようになって きた.そのため各関係機 関において様 々な

調査検討がなされてい るが 日 ,有機農産物の市場流通が一般化 す るには今 だ解決 され るべ

き多 くの課題が残 されてい るよ うであ る.一方,その発足以来 20年 の実践 を重ねて きた

日本の有機農業運動は,独 自の有機農産物の流通方法 を提示 し,その実践 によって運動 を拡

大 して きた 2).それは,生産者 と消費者の結びつ きを ｢提携 関係 として成 立 させ る｣方法

であ り,一般に ｢産消提携｣ と表現 されてい る.

この形態は,従来の産直 と同様 に,質的 ･量的 に一般の市場流通には適合 しに くい商品

の供給 ･購入を実現するものであ るが ,生産者 と消費者 との関係 が単な る商品の供給者 と

購入者に ととま らない ところにその差異を求め ることがで きる.有機農産物 の継続的 な供

給は,消費者が生産方法を指定 し,生産者が それに適合 した技術 を獲得 すれば即座 に実現

され るものではない.生産活動 の継続 には周 囲の理解が必要であ り,購入活動の継続 にも

有機農業 に対す る理解が必要であ る.従 って ,有機農産物の流通 を維持 ･継続す ることは,

自ずと有機農業 を存続 させ るという共通の 目的をもった生産者 と消費者の提携 ,つ ま り有

機農業運動 としての活動形態 を とることにな る.日本の有機農業運動は,各地域での産消

提携の成 立 とい う形で展開 して きた.それゆ え,有機農業は単に生産技術の一方法 として

捉 らえ られ るものではな く,社会環境 を含 めた生産側 の諸条件か ら消費側 の行動様式にい

たるまでの広い領域の中で捉 え る必要があ るといえよう.

以上の問題意識 に基づ き,この諭稿 においては提携 の成 立形態 と組織の運営形態の二つ

の要素か ら産消提携 を類型化 し,有機農業運動の展開過程 をその類型の多様化の過程 とし

て明 らかにする.さ らに,その多様化 の要因 を分析 す ることによって提携 の継続条件 を導

き,今後の有機農業運動の展開方向を示すこ とを 目的 とす る.

調査対象は,国内でももっとも早 くその活動が開始 され ,かつ ｢県有機農業研 究会｣ と

いうネ ッ トワー クによって同一県内のほ とん どの提携活動が把握 されている兵庫県内の産

消提携 団体 を選んだ.有機農業 に関 しては,従来 よ り様 々に論 じられて きたが,多 くの事

例 を比較検討 し客観的に分析評価 し得 たものは少ない 3).この論考 においては,従来 ,参

加者の意識変革や共感 といった主体的要件のみが強調 されて きた有機農業運動に,よ り明

確な分析視点を与えることがで きるもの と考 える.
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2節 産消提携 の成立形態

日本における有機農業の展開 は 1971年の 日本有機農業研究会の発足 に始 まるが ,戻

庫県では 1973年 11月に兵庫県有機農業研究会が発足 し,この研 究会 の中か ら消 費者

団体 として ｢食 品公害 を追放 し安全な食べ ものを求め る会 ｣が結成 された.さ らにその翌

午 ,生産者団体 であ る ｢市島町有機農業研究会｣の発足 と同時 にこの 2団体 による産消提

携が成立 した.この両団体 の提携成立を契機 に県内各地で様 々な団体が活動 を始め,現在

では約 30の提携が成立 してい る.

同一県内の生産者 と消費者によって提携が成立 し,かつその多 くが ,兵庫 県有機農業研究

会に参加 し,情報交換 を行 いなが ら互いに制約を受け ることな く活動 し,必要に応 じて協

調するとい う緩 やかなネ ッ トワークを形成 してい ることは他 県にほ とん ど例 がな く,国内

の有機農業運動の中でも注 目すべ き実践事例 であ るといえ る.

1992年現在の同研究会加入の生産者団休及び生産者数 は 13団体 131人,tI肖費者

団体及び消費者数は 23団体約 7000人,研究団体 2団体であ る.県下ではこの他 にも

他県 と提携 を行 った り,研究会未加入の生産者が個人で消費者 と結び付 いて生産 ･流通 を

行 ってい る実践 事例 があ り,産消提携 によ り有機農産物 を購入 してい る消費者は約 1万人

近いと考え られ る.

兵庫県下にお いて有機農業 に関わ る消費者 団体 ,生産者団体 を発足年度順 に整理 し,描

動地域 ,団体の性格 ,提携先 ,参加者数 を示 したものが表 1,表 2であ る.兵庫 県におけ

る産消提携 の展開は ,年代 を追 う毎に成 立数 が増加 し,地域的にも都市部か ら県内全域に

広がって きてい るが ,ここでは同時に消費者 団体の規模的縮 小 と生産者の組織化お よび個

別化の二分化の方向が見て取れ る.

発足 当初 の 1970年代は都 市部を中心に平均 500人以上の消費者 団体 がそれぞれ生

産者の団体 と提携 を成立させて いるが , 80年代 に入 ると消費者は地方都市 に広が り,同

時に消費者側 の参加は平均 200人前後 に縮 小 してい く.提携先の生産者 も複数ではあっ

ても組織 を形成 していない例が見 られ る.また,商業組織 の形態 をとった購入団体が この

時期に増 えて きてい ることが注 目され る. 80年代の後半に成立する団体 になると,消費

者の規模 はさらに縮 小 し,それ に伴 って単独 の生産者 との個 人提携が増加 して くる.

以上のように,兵庫県下の有機農業運動は ,各地 におけ る提携の成立によって拡大 を示

してい るが,提携の成立規模 は縮 小 してい る.言い換 えれば ,提携 団体 の規模拡大ではな
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表 1 消 費 者 団体 の成 立展 開 過 程

｢団体 名 ｣ (性 格 ) 活 動 地 域 提 携 先 参 加 者

1974年 神 戸 市西 宮 市神 戸 市西 宮 市 記 号 は 表 2 1300人430900250｢ 品 公 を ､ し 全 な べ を求 め る会 ｣ ab他複数の 団体a,b1976年｢良 い食 べ 物 を育 て る会 ｣ ②｢鈴 蘭 台食 品公 害 セ ミナ ー ｣｢灘神 戸 生 協 つ どい の会 ｣

｢あ しの会 ｣ 芦 屋 市神 戸 市西 宮 市神 戸 市姫 路 市 個 人生 産 者aeh複 数 の 個 人 2405301001300280

1980年｢有機 農 業 に よ る生 産 物 を広 め る会 ｣｢土 と健 康 を考 え る会 ｣
1982年

｢有機 農 産 物 共 同購 入 セ ンタ ー ｣ (商 業 団体 )1983年
｢姫 路 ゆ う き野 菜 の会 ｣③

｢ボ ラ ン広 場 ｣ (有機 農 産 物 の 小売店 の連 合 体 )1984年 近 畿一円神 戸 市 複 数 の 個 人h他 不 定3000
｢都 市 生 活 生協 ｣ (商 業 団体 )1985年
｢土 の 詩 の会 ｣ 豊 岡 市 1 60

｢相 生 ゆ う き野 菜 の会 ｣④ 相 生 市 複数 の個 人e 60｢拓 の会 ｣ 神 戸 市 100
｢水 土 と くら しセ ミナ ー ｣ 宝 塚 市 g 300
｢大地 の会 ｣ 加 古 川 市 個 人生 産者 130

｢和 達 の会 ｣ 西 宮 市神 戸 市 kh 3502501986年｢菜 の は な の会 ｣⑤
｢六 甲培 う会 ｣ 神 戸 市 g 100

｢深 江 土 の会 ｣1988年 神 戸 市姫 路 市神 戸 市 b個 人生 産 者個 人生 産 者 404030
｢早起 き鳥 の会 ｣1989年
｢神 戸農 友 会 ｣

｢大 日山 ク ラ ブ｣⑥1990年 姫 路 市神 戸 市 個 人 生 産 者1 80200｢神 戸 消 費 者 ク ラ ブ｣ (商 業 団体 )

注 目提 携 先 の記 号 は 表 2の 生 産 者 団体 を表 す .
2)① ～⑥ は特 に価 格 決定 方 式 と共 同購 入 方 法 の 分 析 にお い て 対 象 とす る団体 .

表 2 生 産 者 団体 の成 立過 程

成 立 団体 名 (性 格 ) 晴 動 地 域 提 携 先 参 加 者

1975年 a ｢市 島 町 有機 農 業研 究 会 ｣ 氷 上 那 複 数 団体 35人

767779 2 F罷 霊 宝 姦 讐 塁 薫 薫 常 吉jJ 多 紀 那豊 能 郡 複 数 団 体商 業 団 体 24不定

d ｢ふ え ろ う村 塾 (生 活 共 同体 )｣ 小 野 市 複 数 団体 不定
e ｢八 千代 町 有機 農 業 実 践 会 ｣ 多 可 那 複 数 団 体 2
f ｢コ ス モ ス協 働 農 場 (生 活 共 同体 )｣ 氷 上 那 複 数 団体 不定

8082 打 重習姦讐 曇 苧研 究 会 ｣ 三田市神 戸 市 複 数 団体2団体 87
85 i ｢但 馬 有機 農 業研 究 会 ｣ 県 北 部 1団体 3

j ｢市 川 町 有機 農 業 研 究 会 ｣ 神 崎郡 1団体 3

91 k ｢氷 上農 を考 え る会 ｣ 氷 上郡 複 数 団体 5

注)a-1は,表 1の 消 費 者 団体 の提 携 先 記 号 に 該 当 .
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く,団体数の増加 によって運動 が拡大 してい る.この提携 団体の小規模化は全国的に共通

の傾向であ り4),諸条件の変化 による現状での団体活動の困難 を示 してい る.また,生産

者個人は増加 しているものの生産 団体 の増加 が少ないことは ,生産者側 での有機農業運動

の進展 の困難さを同時に示 してい るようであ る. 産消提携 の展開過程 をこうした成 立形

態の変化か らみてい くと,成立初期の 70年代には消費者団体 と生産者団体 が提携関係 を

結ぶ形態 (以下 ,この形態 を ｢組織型 (A)｣ と呼ぶ )が中心 となってお り,運動が地域

的に拡大 してい く80年代の前半には これ と並行 して ,消費者団体が組織 を形成 していな

い複数の生産者 と提携 する形態 (以下 ｢未組織型 (B)｣)が見 られ る.さ らに 80年代

後半か らは,消費者は団体 を形成 してい るが提携先の生産者 は一個人であ る形態 (以下

｢個人型 (C)｣)が現れ ,この三形態の並存に現在の多様 化の特徴 を見 ることがで きる.

3節 提携 団体 の運営形態

(1)価格決定の方法

以上のような組織形態的な多様化だけでな く,共同購入の方法の違いに基 づ く機能的な

多様化 も認め られ る.以下に提携 における価格決定 の実態 を見てい くが,産消提携が有機

農業運動の-態様 として捉 らえ られ る以上 ,生産者 と消費者の関係性が もっ とも重要な要

素 とな る.有機 農産物の価格 は ,生産 ･消費 というその両者の具体的活動 を伝達 ･評価 す

るものであ り,従 って提携 の性格 を集約的 に表現す ることにな る.

表 3は,提携価格 と一般 の市場価格 とを比較 したものであ る.提携価格の調査 において

は,表 2の生産者団体 すべての聞 き取 り調査 を行 った結果 ,提携先の消費者 団体 によって

出荷価格が異な ることはないことを確認 した .表中の価格は ,その提携先消費者団体の中

か ら価格決定方式の異なる団体 のものを と りあげてい る.それぞれの価格決定の方式は後

述のように 3タイプに分類 され るが,ここでは同様 の方式 に分類 され る団体 の価格は省略

し代表的な団体 の ものを挙げた .従 って ,県内の提携 の実態 を把握す る上で有効 な対象で

あ ると思われ る.結果的に上記の運動の成立初期 ･地域的拡 大期 ･多様化期 の 3段階 を代

表する3団体 を取上げ ることとなった.比較 品 目は ,主要な 10品 目の野菜 を選定 し5),

月毎の神戸市の普通野菜の小売価格 と全国平均の生産者価格 の内,産消提携 で出荷実績の

あ る月のみ算術平均 した.参考 までに市場外流通の有機農産物 を扱 う自然食 品店 の価格 も

併記 した 6).
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表 3 市場価格 と提携価格 との相対割合

＼.価格流通形態＼ 小売価格(消費者価格 ) 卸売価格 生産者価格 取扱品 .

市場流通(神戸市 ) 330(100) 162(49) 136(41) 普通野菜

産消堤撹 求め る会 268(81) - 238(72) 有機野菜

姫路 ゆうき 259(78) - 233(71) 〟

菜のはな会 272(82) - 221(67) 〟

店版舗-士ク℃ ボラン広場 297(90) 208(63) 178(54) ′′

単位 円/kg

資料 :市場流通の消費者価格は1989年 『小売物価統計』の神 戸市の小売価格 ,生産者価格

は同年 『農村物価賃金統計』の全 国平均価格 の生産者価格 の内,それぞれ当該品 目が

提携で出荷 されている月だけを算術平均 した.市場卸売価格 は同年 『ポケ ッ ト農林統

計』の流通段階別価格 の割合 を適用 した .産消提携 ,店舗販売は聞 き取 り調査 による.

注1)()内は市場流通 における消費者価格 を100とした場合の相対割合 .

｢-｣はその流通段階を経 由 しない ことを示す.

2)ボラン広場 ,陽光産業は有機農産物専門の卸売業者であ り,阪神闇で店舗販売 され

る有機農産物は,ほ とん どが この 2社 を経 由 している.

ここでは,提携 による消費者価格は一般 の野菜小売価格 よ りも低 く,かつ提携の生産者

価格は市場流通 の卸売価格 よ りも高 くなっていることが注 目され る7).こう した結果は,

流通の中間段階 における規格選別 ,洗浄 ,値決め,陳列 ,包装等の省略 によるコス ト低下

分が生産者価格 に帰属 するように分配 され ,また中間段階の排除 によって もなお省略で き
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ない流通機能 ,つ ま り集荷 ,仕 分 け,配送 ,予約集 計 ,集金 ,決済等 といった作業が消費

者によって負担 され ることに よって もた らされた ものであ る.

以上の分析か らは ,提携価格 は単 に市場 流通価格 か ら流通 コス トを省略 して設定 されて

い るように見 られ るが ,産消提携 にお け る価格決定 の理念 は ,あ くまで有機 農業 の継続 を

支 える価格 を実現 す ることが 目標 であ るとされてお り,実際 には設定 の基 準 はそれぞれ異

な る.その基準 の相違 によって以 下の様 に分類 す ることがで きる.

まず , ｢食品公書 を追放 し安全 な食べ もの を求 め る会 (求 め る会)｣ , ｢良い食べ物 を

育て る会 (育て る会 )｣等 ,提携運動発足 当初 の 70年代 か ら活動 を続 けて い る団休 に多

く見 られ るのが ,生産者の所得保証 を第一の 目的 とす る方式 で あ る.有機農業では単作栽

培が少な く,多 品種少量栽培が健全 な生態系保持 , リスク回避 の基本 とな ってい るため,

品種毎の生産 コス トの計算は困難であ る.従 って ,実際には コス ト計算の比較的容易 な根

莱 ,果菜等の生産 コス トを 目安 と して ,それ を予想収穫量で除 して単価 を求 め 8),それ を

基礎 に有機農業 に転換 することで栽培 の リス クが増加 する トマ トや軟弱野菜 等の価格付 け

を行 ってい る.価格改定は過 去数 品 目について行われ たのみ で固定 されて い る.以上の方

式 を所得保証型 と考 え ｢原則型価格決定 方式 ｣ (1) とす る.

次に,提携運 動 に地域的 な拡 大が見 られ るようになった 80年代前半か ら,地 方都市周

辺で活動 を行 ってい る ｢姫路 ゆ うき野菜の会 (姫路 ゆ うき)｣ , ｢相生ゆ うき野菜 の会

(相生ゆ うき)｣等の団体 に見 られ ,先行 の所得保証型の価格 を参考 に しなが らも消費者

に とっての有機 野菜 の割高感 を軽減す ることを 目的 とした方式であ る.これ は ,先行 の消

費者団体が神戸市な どの大都市 に成立 して い るため ,物価 の安い地方都市ではそれ らの価

格 よ りも低 く設定 すべ きであ る との考 えに よ る.具体的 には神 戸市 と姫路 市 の小売価格差

を 1割程度 とし,その価格差 を提携価格 にあてはめて提携 の消費者価格 を低 く設定 してい

る.価格改定は行 われていない . この方式 を需要確保型 と考 え ｢市場型価格 決定 方式｣

(2) とす る.

さ らに ,提携形態が多様 化 す る 80年代後 半か ら活動 して い る ｢有機農産物共 同購 入菜

のはなの会 (菜 のはな)｣ , ｢大 日山クラブ｣等の団体 では ,便 宜的 な価格 設定 方式が採

用 されてい る.これは価格設定 によって出荷 量に応 じた支払 いを行 うとい うことを,生産

のお礼 を計算す るための便宜的 な方法 と考 え る方式であ る.集 計業務 の便宜 も考慮 して 5

0円刻みで大 まかに単価 を設定 す る等 ,品 目毎の単価算定 に神経 質にな らず ,市場 出荷価

格 を参考 に しなが ら毎年見直 しを行 って い る.これ を所得保 証型の応 用 と考 え ｢応用型価
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格決定 方式 ｣ (3)とする. 最後 に (3)の進 んだの形 と してお礼 方式 (4)が挙 げ ら

れ る.出荷量にかかわ らず一定 の金額 を生産 のお礼 と して支払 う方式 は関東 には例 が多い

ようであ るが,兵庫 県下で この方式 を採用 してい るのは ｢大地 の会｣のみで あ る.

(2)共同購入の方法

以上の価格決定 方式以外 にも,産消提携 においては独 自の共 同購入方法が工夫されてい

る.例 えば出荷数 量調整の面においては ,有機栽培 による生産 の不安定性 という リスクを

消費者側 で も引 き受け ることを 目的 と して 出荷全量弓=き取 り8)が原則 とな ってい るが ,莱

際 にはその出荷 量 を調整す るために様 々な方法が採 られて い る.

表 4は ,それ らの共 同購入の様 々な方式 を ,提携 を通 じた購 入行動 には一般 の店舗購買

に比較 して どの程度 の負担 や拘 束が加 わ って い るか とい う視 点か ら区分 した ものであ る.

ここでは ,先の (1)～ (3)の各価格 決定 方式 に該 当 し,かつ提携 の各成 立段 階 におい

て代表的 と思わ れ る団体それ ぞれ二団体 ずつ を取 上 げて分類 して いる.

等級 区分では ,野菜 の品質や形状の相違が価格差 として表 されてい るか どうか をみてい

る.提携 におけ る共 同購入では 出荷可否の決定は生産者に-任 され ,消費者 は外観 が悪 い

ものを安 く買 う とい った選択行 動は とれ ない .例 えば ,市場 流通では一本250グラムを越

え る胡瓜 はないが ,提携では 1kgの もの も品質に変 りがなければ 出荷 され る. しか し,多

くの団体 では こう した単品 当た りの大 きさの過大過 小に価格差 を設 けて消費者の精神的負

担 を和 らげてい る.さ らに先の (2)に該 当す る団体 は,大 小だけで な く品質の優 劣にも

価格差 を設 けてお り,消費者の負担 は比較 的 小さい と言え る.

出荷 され る品 目,数量は生産 者 に一任 され ,消費者 は購 入 す る口数 だけを予約 す る形が

一般的であ る. (3)に該 当す る 1団体 だけは毎週購入 しな くて もよい方法 を採 って いる

が ,いずれ に して も自由に随時購 入す るこ とはで きず ,購 入 方法の選択 にお いては提携の

消費者負担 は大 きいようであ る.

野菜仕分 けは ,その予約 口数 毎の分配 を どの段階で行 うか を示 すものであ り,それ によ

って生産者 と消費者の労力負担 が異な ることとな る.殆 どが グルー プ購入で あって個別宅

配は行われていないため,品物 を受け取 るグルー プ毎 に一括梱 包で出荷 され ,消 費者が 口

数毎に仕分 けす ることにな って い る. (3) に該 当す る 2団体 は一方は個別 宅配であ り,

一方は消費者が集配所 まで出向 いて仕分 けす るとい うまった く異 な る方法 に分化 している.

出荷 品 目や数 量の決定は生産者が行 い ,消 費者は出荷 され た ものを全 量引 き取 ることに
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表 4 共 同購入の方法 と消費者の負担程度及 び価格 決定 方式 との相関

消費者負担 少 中間的 な方法 消費者 負担 大

等級区 品質の優劣価格差 有 形状 の大 小価格差有 優 劣大小の格差 な し姫路 ゆ うき (2) 求 め る会 (1) 大 日山クラブ (3)

分 相生 ゆ うき (2) 育て る会 (1)菜 のはな (3)

口数予約 随時購入可 購 入回数 月毎変更可 予約 月内変更不 可

該 当例 な し 菜 のはな (3) 求 め る会 (1)育て る会 (1)姫路 ゆ うき (2)相生 ゆ うき (2)大 日山クラブ (3)

野莱仕分け 全数生産者 グルー プ毎消費者 全数消費者大 日山クラブ (3) 求め る会 (1)育て る会 (1)姫路 ゆ うき(2)相生 ゆ うき(2)菜 のはな (3)

出荷刺 購 入額 上限 を指定 購入量上限 を指定 全量引 き取 り姫路 ゆ うき (2) 求め る会 (1) 育て る会 (1)

限 相 生ゆ うき く2) 菜 のはな (3)大 日山クラ ブ (3)

業顔分 非会 員に一部 委託 会 計 ,配送 は会 員の有償 労働 配送以外 は無償 労働求 め る会 (1) 育て る会 (*) 菜 のはな (3)

担 姫路 ゆ うき (2)相 生ゆ うき (2) 大 日山クラブ (3)

諺 原則型 (1) 1回 (1) 6回 (1) 3回

当 市場型 (2) 6回 (2) 2回 (2) 2回

数 応 用型 (3) 1回 (3) 2回 (3) 7回

注 1)表 1の① ～⑥ の団体か ら各価格決定 方式 を採 用 す る団体 を 2団体 ずつ選択 .

2)(1)(2)(3)は原則型 ,市場型 ,応用型の価格決定 方式 を採用 して い ることを示す.
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なっているが,提携では供給不足 よ りも過剰 出荷が問題 とな ることが多いため,出荷の目

安 として市場型の団体は消費者が一度 に引 き取 り可能 な上限 を示す ところもあ る. (2)

の団体は-口当 りの支払額で示 し, (1)の 1団体が重量で示す方法 を採用 している.

表 5 生鮮野菜 の購入額 単位 円/ 世 帯

-~-~-T~~~-~~~~~~~~~~~T1-I----ー 1--~~~~T--~------~~~~~~~T~~--I--~~~~-I-~~

月 E一般家計 1 求め る会 l 姫 路 ゆ う き l菜 の は な

---一一一十一---- -------+-一一---一一-I- 1 -------一一一一-一一- 4---------一一一-一一

1 】 4,740 (100) 1 6,636 (140)

2 ! 4,955 (100) 1 6,606 (133)

3 【 5,801 (100)】 5,653 ( 97)

4 【 5,976 (100)】 4,899 ( 82)

5 【 6,650 (100) 】 9,298 (140)

6 1 7,024 (100) 1 7,792 日 11)

7 1 6, 222 (100)I ll,542 (186)

8 】 5,925 (100)1 9,490 日 60)

9 1 6,737 (100) 1 8,208 (122)

10 1 7,107 (100) ‡ 9,913 (139)

11 E 5,593 (100) I 10,496 (188)

12 1 6,685 (100) ‡ 10,928 (163)

3,488 (74) 【 8,717 (18 4)

3 ,286 (66) 1 7,514 (152)

3,392 (58) 1 6,257 (108)

2,875 (48) 1 6,050 (101)

4,239 (64) : 8,881 (134)

4,352 (70) I 12,045 (194)

5,101 (86) 】 5,912 (100)

3 ,607 (54) 】 7,433 (110)

4,388 (62) 】 6,743 ( 95)

5,148 (92) 】 8,254 (148)

6,110 (91) 】 9,004 (135)

一一- --十 ---- - --- - 一十一一一一一一一一一一一- --ト--一一一一一一一一一一一一 十 -----------一一 一一一

月平 均 1 6,118 (100) E 8,455 (138) 1 4,241 (69) r 8,079 (132)

週 平 均 】 1,412 (100) 1 1,951 (138) 1 998 (69) 【 1,879 (132)

年合 計 173,415 (100)1 101,460 (138) 1 50,893 (69) 【 96,949 (132)

______ー_______________⊥________________⊥_________________________________

資料 :一般家計の購入額は1989年 『家計調査年報』の全国平均値 ,提携 は聞 き取 り

査 による平均値 .

また,表 5に見 られ るように ,各団体の消費者一口当 り購 入額 は,出荷重量の上限 を設

定 してい る ｢求め る会｣よ りも支払額 の上限 を設定 してい る ｢姫路ゆ うき｣の方が消費者

の出費は少な くなっている.
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以上 に関わ る事務処理 ,物流業務 の負担 については ,会 員の義務 として消 費者が無償で

行 ってい る団体 か ら専従者 を雇 用 してい る団体 まで方式は様 々であ るが ,それ らの業務 と

負担 を どの様 に分担 してい るか を有償化 の程 度 によって区分 で きる.

(3)の団体は配送以外の業務 の殆 どを消費者の無償労働で まかなって い る. しか し,莱

務分担 に関 して は ,全体的 に消 費者の負担 は軽い ようであ る.

表 4の最下行 は ,以上の共 同購入方法 を各 団体 が採用 して い る価格 決定 方式 との相 関関

係 を見た ものであ る. (2)の市場型の価格 決定 方式 を採 る団体 は消費者負担が少 ない,

つ ま り一般 の店舗購 買に近 い方法 に該 当す ることが多 く, (3)の応用型は消費者負担が

大 きい方法 に,(1)の原則型はその中間 の方法に該 当す るこ とが多い .従 って ,各提携 ご

との運営形態は価格 決定方式 で表現す るこ とがで きる.但 し, (3)の団体 において も消

費者の負担 を少 な くす る方法が工夫 されてい ることに注 目 してお く必要があ る.

4節 産消提携 の諸類型

(1)提携 の成 立形態 と組織 の運営形態

表 6は以上の考察 に従 って ,表 1か ら野菜 の共 同購 入 を行 ってい る消費者 団体 を提携 の

成 立形態 と組織 の運営形態 の二要素によって分類 した もので あ る.これ に よって産消提携

の類型変化 を次 の ように確認 す ることがで きる. 70年代 に成 立す る提携 においては ,坐

産者 ･消費者 ともに組織 を形成 した上で提携 を結ぶ組織型 (A)の成 立形態 を と り,原則

型 (1)の運営形態 を採 る (A , 1)類型が 中心 とな って い る.この類 型 に該 当す る団体

は比較的大規模 であ り,現在 で も当初 の形態 を継続 して活動 してい る団体が多 くみ られ る.

産消提携 が地 方 に拡 大す る 80年代前半 においては ,複数 の生産者が組織 を形成せ ずに

消費者組織 と提携 す る未組織 型 (B)の成立形態 を採 り,運 営 に関 しては消 費者負担 が比

較的少ない市場 型運営形態 (2)の (B, 2)類型が見 られ る.この類型 に該 当す る団体

は 当初の形態 を変更 し, (A, 3)も しくは (C, 3)に推 移 して行 く傾 向がみ られ る.

さ らに 80年代後 半か らは ,個 人の生産者 と消 費者組織 が提携 す る個 人型 (C)の成立

形態で市場型 (2)の運営形態 を採 る (C, 2)類型や個 人型 (C)組織形態ではあ るが

運営は応用型 (3)を採用 す る (C, 3)類 型が登場 して くる.

表 6 提携 の成 立段 階 と類型分類
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表 6 提携 の成 立段階 と類型分類

-~~~~-~~~~TH-----~~~~-~-~1----~~~~-I----1~~~1---~~~1---~~1-~~--------1一

発足年度 l 消費者 団体名 (成 立形 態 ,運 営形態 )

一一一--1一一一十一一一-一一一一一一一一---一一一---I-----------一一----一一一一一-一一一1---------I-

生成段階 】

1975 1食 品公害 を追放 し安全 な食 べ ものを求 め る会 (A, 1)①

76 1良い食べ物 を育て る会 (A,1)②

76 1鈴蘭台食 品公害セ ミナー (A, 1)

80 1有機農業 に よる生産物 をひ ろめ る会 (A, 1)

拡大段階 (有機農産物共同購 入セ ンター (B, 2)

82 i姫路 ゆ うき野菜 の会 (B, 2)③

83 1ボラ ン広場 (B,2)

84 順β市生活生協 (B, 2)

85 F土の詩 の会 (A, 2)

l相生ゆ うき野菜 の会 (B, 2)㊨

多様化段 階 1

86 i菜のはなの会 (A,3)⑤

【大地の会 (C, 1)

88 1早起 き鳥の会 (C, 2)

89 E神戸農友会 (C,2)

l大 日山クラ ブ (C,2)⑥

90 1汀の会 (C,3)

__________⊥______.__________._._叫.________________-__________________________

注1)成 立形態は ,A :組織型 ,B :未組織 型 , C :個 人型 の 3形態 .

2)運 営形態は , 1 :原則型 , 2 :市場 型 ,3 :応 用型の 3形態 .

3)表 1か ら運営形態 を確認で きた団体 を抽 出 .① ～⑥ は表 5で取 上 げた団体 .

図 1は ,以上 で確 認 された類 型の推移 を示 してい る.これ によって産消提携 の展 開過程

におけ る全体的 な推移 を確認 す ることがで きる.

全体的 な変化 の推移 としては 当初の一つの流れが二方向に分化 して行 くこ とが見て取れ
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るが,成 立形態 と運営形態 のそれぞれ の要素 か らみて い くと,まず第 1に提携 の成 立形態

は個別化 の方向 をた ど り,組織 と しては未成 熟 な形態 が増加 してい ること.次に ,応用型

の運営形態が増 加 してい ること,すなわ ち運 営形態 の原則型へ の回帰 の方 向が確認で きる.

また ,運 営形態 のなかで も価格決定 方式 は ,当初 の提携 の理念 に忠実 な原則型の所得保

証方式か ら,運動 の地域拡大 と共 に市場価格 を意識 す る市場 型の採用がみ られ るが ,現在

では労賃 を含む生産費 を補償 す る方式 を採 用 す る提携 が増 えてお り,これ は原則型への回

帰 ともいえ る.価格決定方法以外 の運営 につ いては ,業務 分担 を産消相互 に軽減 し,業務

専従者 に任 せ る一般 の店舗購 買 に近 い形態 ,つ ま り市場型へ の回帰が見 られ る.物流業務

を例 に採 るな らば ,当初はボラ ンテ ィア運営 が主であ ったが ,業務量の増加及び煩雑化 と

ともに次第 に業務 の有償無償 の範 囲が明確化 し,それが提携 参加者か らの専従者の採 用 ,

さ らには提携参加 者以外の採用 も しくは業務 の外部委託化へ と業務運 営が多様化 して いる.

図 1 提携類型 の推移

注1)*は 70年代 に成 立 した団体 .△ は 80年代前半 ,◎は 80年代後半 に成立 .

2)① ～⑥ は表 6で取 上げた団体 .
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(2)類型変化の特徴

このような提携 内部 に固有の変化 と しては ,以下の点が特徴的であ る.まず,一つの提

携 において,生産者の交替や増加は少ないが逆 に消費者会 員の交替は多いこと.また,参

加 を継続 す る会 員であっても高齢化や外部就業機会の増加 によって組織 内の共同作業が#

しくなっていること.こうした組織構造 と参加者の条件変化 .お よび ,こう した変化 に対

応 して本来のボ ランテ ィア労働 の有償化 を認 め,専従者の採 用 も しくは外部委託化 といっ

た形態 をも採用 するという運営理念の変化 .さ らに,共同購 入運動だけでな く環境保護運

動に取 り組 むな どの参加者及び提携の組織的 な行動領域の拡 大 10).以上の参加 主体 と行

動領域の拡大にあいまって, リーダ-シ ップに依 存 しがちであ った運営方法 を改めて代表

をおかずに運営 を行 う団体が増 え るな どの意思決定方法の変化である.

5節 産消提携 の多様化要因

(1)提携参加者の主体条件の変化

以上に見た産消提携の類型の多様化は ,次 の様 にその要因を考察で きる.まず,未組織

型 とい う組織的拘束の績 い提携形態の増加は ,有機農産物の購入方法の選択肢 の増加 11)

という市場環境 の変化 だけでな く,共同購入 にともな う様 々な組織的規制 を忌避す る方向

への消費者の意識変化 にもその要因を求め ることがで きる. しか し,小規模 の提携の増加

に見 られ るように,集 団的行動の忌避 と.い う変化が ,一概 に提携成立の阻害要因であ ると

はいえず,逆に生産者 ･消費者双方において個人 レベルのネ ッ トワー クで も提携 を成 立さ

せ ることが可能 になって きてい ることを示 してい るともいえよう.

また,応用型 に見 られ るような価格決定方式の原則への回帰は,初期の団体のような学

習機会の積み重ね を持 たずに提携 を開始 した拡大段階の団体 が ,提携 におけ る価格決定の

在 り方を実践 において模索 した結果であ ると考え られ る.つ ま り,-且は消費規模 の確保

のために消費者が参加 しやすい提携方法 を とったものの,提携活動の実践 に伴 う学習の中

で,生産者に とって継続 しやすい条件 を整備 する方向に転換 せ ざるを得な くなってい くた

めであ ると考え られ る.

さらに,市場型の購入方法の導入は,消費者の意識変化 と就業者の増加 に対応 して ,共

同購入に伴 う負担 を軽減するために業務 を有償化 し,さ らには専従化 ,外部委託化 するこ

とによって,消費者の継続条件 を保持 しようとす る行動であ ると考え られ る.実際 ,共同

購入か らの脱退理 由として ,供給過多 ,受取 の不便 ,ボランテ ィア労働の負担 ,運営方針
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上の対立等が挙 げ られ ることが多いようであ る.但 し,こう した消費者側 の継続条件重視

の方向は企業参入の可能性 を示唆 し,現に流通部門を企業化 している団体 も見 られ る.し

か し,提携 に企業経営的発想 を持込む ことは生産者 と消費者の提携関係 の変餐 ,または解

消 をもた らす危険 を伴 う結果 ともなってい る.

(2)提携 の継続条件 とその適合形態

以上の ことか ら提携の継続条件 として次の 4点 を挙 げるこ とがで きる.まず,①痩携関

係の成立には相互理解 と協力が必要であ り,そのためには ｢生産者 と消費者が対等な関係

を維持で きる形態｣であること.②有機農業 の継続 のためには ,固定価格 と安定 した購入

を約束するとい った ｢生産側 の継続条件 を重視 した運営方法｣を とること.③以上 を満た

した上で ,参加者の意識変化や就業構造の変化 に対応 して ｢消費者の便宜 を考慮 した運営

方法｣ もとるこ と.④生産者 ,消費者が参加意識 を保持 し,活動 を持続 してい くための集

団維持機能 や学習機能 といった ｢運動体 としての機能｣を備 え ること.

有機農業運動 の発足 当初 に,生産者 ･消費者の有機農業運動-の参加 を求 め,産消提携

を成立させ るには上記の① の条件 を満たす形態 として組織型 の提携が必要であ り,② を満

たすもの として原則型の運営方法が採 られたが,③ の条件 を満たすためには市場型の運営

が必要であ り,未組織型の形態 はそれ を可能 に Lやすいものであ ろう.また ,運動 を継続

させるために特 に必要な④ の条件が参加者の リーダーシ ップ と民主的 な運営 を必要 とし,

そのためには個 人型の成立形態 と応用型の運営方法が適合 しやすいもの とな るが ,参加者

の主体条件の変化 にも関わ らず 当初の類型が存続 している理 由も,互いを熟知 したメンバ

ーによる長期の運動経験が この④ の条件 を満 たすことによると考え られ る.この ように,

提携の継続条件 の同時充足の困難 さと運動体機能 の保持方法が提携類型の多様化 をもた ら

したと言えよう.

今後 ,農協や生協が有機農産物の生産 ,流通に取 り組む例 が増 えて くると思われ るが,

それには経営体 として需要に適合 する新商品に取 り組み② も しくは③ の条件 を充足 するだ

けでな く,有機農業 に対す る生産者 ･消費者の参加意識 を高 め,どれだけその運動 に引 き

つけることがで きるか とい う組織運動体 として① ,④ の条件 を満たせ るか どうかの力量が

問われて来 るこ とにな ると思われ る.
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6節 む すび

産消提携 の展 開過程 においては提携形 態は一様 でな く,成 立段 階 ごとに変化 し,その形

態の下での提携 方法 も同時 に変化 して きて い る.これは有機 農業 の継続条件 を確 立す る上

での,産消提携 の組織 的な環境 適応行動 であ ると捉 え られ る.産消提携 の展 開過程 におい

ては,この適応行動 に よって ,一つの提携 が その様 態 を変化 させてい くのではな く,従来

の提携 が存続 した ままで,新 たな提携 が異 な った方法で成 立 す るとい う過程 を経 てい る.

この様 々な提携 形態が 同時 に存続 す るこ とで提携運動 は多様 化 の現状 を迎 えてい るという

ことがで きる.

また ,提携運 動 の全 国的傾 向であ る成 立団体数 の増加 とその小規模化 は ,提携 の継続条

件 を維持 して行 くための適応行 動 として合理 的な ものであ る.それは ,兵庫 県にお け る運

動 の拡 大が ,多 くの提携 団体 が纏 いネ ッ トワークを形成 す るこ とで ,相互 に支援 しなが ら

展開 してい くとい うプ ロセスを辿 って い るこ とで も確認で きる.

ただ し,産消提携 の理念 は市場 の欠落 を補 完す ることを 目的 とす るのでは な く,あ くま

で市場機能 に替わ る流通方法 を提示す ることを 目的 と してい る.つ ま り,現在 の市場流通

が安全 な食 品を生産 す ると云 う農業の生産機 能 を歪めてい る とい う認識 に立 った上で ,農

業本来 の営みを可能 にす る社会環境 を確 立す ることを 目的 と してい るのであ る.この意味

において ,産消提携 は明 らか に社会運動 を担 う運動体 であ り,生活領域 に関わ る日常晴動

を運動 の基礎 とす る新 しい形態 の運動体 として捉 え ることが可能 であ る.また同時 に,こ

の運動体 として の性格 が産消提携 の継続条件 を支 え るもの とな ってい るので あ る.

注 1)農水省有機 農業対策室 『平成 2年度有機 農業 生産流通調査結果』1991,兵庫 県農林水

産部農産園芸課 『有機農業実態調査報 告』1991等 .

2)荷見武敬他 『有機農業へ の道』楽溝書房 ,1977等 .

3)産消提携 の価格 や生産 コス トに触 れた もの として保 田茂 『日本の有機農 業』 ダイヤモ

ン ド社 ,1986.古沢広裕 『共生社会 の論理』学 陽書房 ,1988等があ る.

4)国民生活セ ンター編 『消費者集 団によ る提携運動』 同セ ンタ -,1991.3,参照 .

5)内訳は大根 ,玉葱 ,人参 ,キ ャベ ツ, 白菜 , レタス,法蓮 草 ,茄子 ,胡瓜 , トマ ト.

家計支 出調査 では これ らで月 々の生鮮野菜 支出の約 50% を占め る.

6)価格 決定 の詳細 については ,拙稿 ｢有機 農産物 の価格形成 と消費者 の購 買行動 ｣ 『神

戸大学農業経 済』第 26号 ,p23,1992.9を参照 されたい.
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7)1977年か ら90年の経年変化 も同様 の傾 向であ る.拙稿 ｢有機農産物の価格設定 と産消

提携 の継続要因｣ 『地域農林経済学会大会報告論集』1993.1予定参照 .

8)｢求め る会 ｣で基準 とされ た作 目はホウ レンソウ,バ レイシ ヨ,ニ ンジ ン,大根 ,カ

ボチ ャである.ホウレンソウ,バ レイシ ヨの試算例 については保田茂 ｢有機農業 におけ

るコス ト引 き下げの可能性 ｣ 『農業 と経済』,1979.9,p42.

9)この全量引取 方式が産消提携 の大 きな特徴ではあ るが ,消費者の引 き受 け可能 な量 と

作付面積のす りあわせを正確 に行 ってい る団体は少ない.気候条件 を含めた生産の不安

定要因が大 きいことと,急速 に消費者 を増加 させて きた団体が多いことに よると思われ

る.

10)反原発 ネ ッ トワー ク,ゴル フ場反対 ,河川及び海洋汚染問題 ,ゴ ミ処理 問題等 に対す

る取 り組みが見 られ る.

ll)兵庫県内で提携以外の有機農産物取扱 団体 には,山岸会 ,MOA商事 ,ラデ ィッシュ

ぽ-や ,ポ ミエ食品,川鉄運輸等があ る.
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終章 結論一有機農業 と産消提携運動の可能性

以上 ,有機農産物の市場流通 が求め られて いる現状 において ,有機農産物及びそれに適

合 した流通形態 について理論的 ･実証的 に分析 し,問題解決への具体的 な実践方法 につい

て明 らかに して きた.最後 に各章で取 り上 げた課題 とその検 討結果 を要約 す るとともに,

今後の展望及び残 され た課題 について言及 す る.

第 1章では,有機農業の意義 を検討 し,有機栽培による生産の原理 と有機農産物の価値

属性 と商品特性及びそれに適合 した受容形態 の必要性 を明 らかに した.

有機農業 ･有機農産物の定義 に法的な統 一性はな く,1994年度 に公表 された農水省

のガイ ドラインによって実質的 な レベル分けが可能 となったが ,本来の意味での有機農産

物が一般 の市場 流通によって消費者に供給 され る体制が整 った とは言い難 い.

有機農産物は原理的に市場流通 に対す る適合性 が低 いため ,特殊 な流通形態 を必要 とす

る.その特徴は生産優位のシステムとして捉 え られがちであ るが ,本質的には生態系の循

環優位の原理 によって運営 され るものであ る.そのため結果的に,栽培品 目だけでな く供

給数量にさえも消費優位の方式 は採用 されに くい.

この種 に,有機農産物に適合 した生産 ･流通システムは ,生産者に とっては参入 しやす

く消費者にとっては継続 しかたいもの とな る. しか しなが ら,安全性 をその主要な属性 と

する商品に とっては,産消提携 という持続的 な供給 ･需要関係 の稚持 が情報 の非対称性の

解消に必要 とな るのであ る.

第 2章では,有機農業を実践 する新規就農 者の営農実態 を分析 し,それが有機農業の原

理 に適合 した方法であ ることを実証 した.

有機農業の困難は,栽培技術 の難 しさではな く,消費者 との提携 を必要 とするところに

あ る.この点において ,慣行栽培か ら転換 した農家 よ りも消費者の要求 を理解で きる経験

を持 った新規就農者の方が適性 が高い.新規就農者は,有機栽培の意義 と消費者の要求の

背景を理解 し,両者 をを適合 させた技術及び作付体系を採用 しているのであ る.

第 3章では ,産消提携の実態 を分析 し,その規模 毎に異 な る特徴 を明確 に し,有機栽培

による農産物の供給 に適合 した方法が存在 す ることを示 した .

兵庫県には,産消提携 を分析 するに十分 な多様性 を持 った生産者 と消費者 団体が存在す

る.これ らの特徴的な事例 を比較分析 すれば ,消費規模が大 きくなると生産者の営農形態

は単一的 とな り,小さ くなれば複合的 とな る関係が認め られ る.また,提携毎の野菜取扱

額の年間推移か ら有機栽培 による産出サイクルが明 らかにされ ,提携毎の適合性 が確認さ
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れ る.

第 4章では,提携 の在 り方を象徴的に表現 する価格設定の問題 を取上げ ,提携価格 の持

つ特徴 と機能 を市場価格 との比較 によって明確に した.

提携 による消費者価格は ,一般 の認識 と異な り市場価格 よ りも低 く設定 されている.逆

に,生産者価格 は市場 出荷価格 よ りも高い.その差 は特 に生産者価格 において大 きい.堤

携の価格機能は ,数量調整ではな く有機農産物の価値発見 と地域の潜在生産 力の発見に対

して働 く.

第 5章では,生産者 と消費者の提携形態 とその運営方法に よって産消提携 を類型化 し,

有機農業運動の成立展開過程 を産消提携の類 型多様化過程 と して明 らかに した.

産消提携の組織的形態だけでな く運営形態 を分析 す ることによって ,新 たな類型化が可

能 となる.成立年代の推移 ,有機農業運動の展開 に伴 って 3類型が現れ ,現在それ らの併

存によって多様化 しているが 2分化の傾 向を示 してい る.

以上の様 に,有機農業の理念 を実践 す るには産消提携 とい う運動形態が必要であ り,そ

の形態は環境条件 の変化 に伴 って変化 し,多様化 してい くこ とを明 らかに して きた.一方

で,個人生産者 による提携が消滅することはあっても団体間提携 が消滅す ることは まだ見

られないことも確認 された.全体的傾 向 として確認 されたことは ,運営方法の消費優位化

と規模的縮 小化 であ る.こうした産消提携の今後の展開方向 を示唆す る小規模提携の可能

性 を提示 したい.

提携の成立展開過程か ら明 らかなように,近年新たに成 立す る団体は小規模化 する傾向

にあ る.この要因 としては,広 義における一般市民の政治性 の後退 ,価値観 の多様化 によ

って,様 々な領域において大規模組織 の成立が困難になって きつつあ ること.また,本来

的に組織運営は大規模化す るほ ど複雑 さを増 し,任意団体 とい う形態では高度 な経営管理

が困難であ るといった組織論 と しての一般的 な要因.さ らに ,産消提携 に固有のもの とし

て ,有機農業の大規模化の困難であ るとい う要因が認め られ る.

米国や北海道ではかな りの規模 の有機農業経営が存在 してい るが,こうした方法は,坐

態系の多様 さに よって病気や害虫の大発生 を回避す るという有機農業 の基本的な技術 によ

る生態制御機能 が大規模化 によって阻害 され ることとな り,温暖多湿で病虫害の発生 しや

すい日本の多 くの農業地域においては適合 しがたい.また,通年にわたって多品 目を小規

模 に作付 することによって労働 の質的 な単調 さを回避 し,継続的 な労働 を確保 す ることが
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で きる.つま り,日本 におけ る有機農業生産 の技術は ,小規模経営に適合 しやすい と言え

る.

さらに,提携 による固定価格 は需給状況 を反映 していない といった ことか ら数量調整の

矛盾が発生 しやす くなっている.こう した難点 も,小規模 で こそ可能 な微調整によって解

消 され ることとな る.

ほ とん どの産消提携 団体が任意団体であ ることか ら,組織 の維持運営に関 する意思決定

には,生産性や合理化原理 よ りも人間性 や社会的意義が重要 な基準 として採択 されやすい

といえる. したが って ,団体の分離独立 も経 済的適性規模 を求めた結果の行動 というよ り

も意見の衝突によることが多い ようであ る.つ ま り,経済的合理性のために嫌 な人間 と意

見の調整をするよ りも,多少不経済的であっても意見のあ った少人数で負担 を分担 す る方

がボランテ ィアの行動 としては納得 しやすい とい うこであろう.

この論文には ,この様 な一見未成熟で ,構造的 に脆弱 さを感 じさせ る組織 が,今後 の有

機農業運動 を担 う中核 とな り得 ることを示 したい とい う意図があ った.こう した小規模 団

体 によって形成 された有機農産物市場 には,不特定 の消費者 による不安定 な購買行動は存

在せず,人物 までも特定で きる消費者の地球環境 まで も明確 にその視野に入れた行動が現

れ る.大規模 な組織的行動が評価 され るのは ,その影響力 と規模 の生産性が現れ る場合で

あろう.有機農業運動 を担 うここの団体規模 は小さいものの ,全体的なネ ッ トワークは様

々な結節点 を創 出 しなが ら全国的に展開 しつつあ る.

以上の ことか ら,有機農産物 の取扱が一般 市場流通 に広が り始めている現在においても,

完全な有機農産物 を提供で きる条件は ,生産者 と消費者を結びつける媒体が任意団体であ

るか,商業 団体 であ るかを問わ ず,かな り限定 されたものであ ることが分 る.それは,有

機農業生産 に適合 した取 り引 き条件であ るということに尽 きよう.この論文ではそれを示

したつも りであ る.小規模 の取 り引 きの中で こそ,最適基準 によるものではな く満足基準

による均衡点が求め られ る.そ うした小規模 提携が広 くネ ッ トワークを形成 してい くこと

で,ネ ッ トワー ク全体 も均衡 しつつ機能 して い くとい う状況 こそが有機農業 にふ さわ しい

運動形態であろう.そ うした運動展開形態 を形成 してい くこ とが ,有機農業運動が 当初に

構想 した社会改革 を同時に果 してい くことになるといえよう.

今後は ,このネ ッ トワー ク形成のメカニズムと,その結接点 を導 き出すべ き情報の内容

及び伝達の在 り方の分析 ･構築が重要な課題 とな ると思われ る.
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